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第１章 

 

１．１ はじめに 

 近年の情報技術の飛躍的な発展に伴い、オープン化やダウンサイジング化は、もはや時

代の潮流となりつつ ある。このこと自体はユーザーにとって選択の幅が広がり、より良いシス

テムをより安く効率的に作り上げられるという利点のある反面、それに関わる「標準化 問題」

は非常に重要な意味を帯びてくる。今までメーカーのサービスに頼りきっていたユーザーに

とって、自らが積極的に標準の問題に取り組む必要があるにも 関わらず、現在のところユー

ザーの意識はあまり高いとは言いがたい状況にある。 

 一方、情報関連の標準化団体やメーカー・ベンダーは今後の問題解決に当たっては、実

際にお金を払うユーザーの意向や意見を抜きには物事が考えられない状況に追い込まれ

つつある。 

 このような背景から、実務に根ざした実用的な標準化を目指すことを目的に委員会・研究

部会を設置するこ とは誠に意義深いことであり、情報化に際しての標準化問題を広く捉え、

ユーザーの視点から調査・研究を行うこととした。これからは機会あるごとにユーザー の意

見・要望を積極的に汲み上げ、提言として表明していくことが必要であると考えている。 

 平成５年度は、日頃から多くのユーザーが経験している身近かな課題から取り組むととも

に、研究成果を広くユーザーに公開し、標準化の重要性をさらに認識してもらうことをねらい

として、啓発活動を積極的に展開してきた。 

 

１．２ 研究活動の経緯 

 研究部会は、標準化推進委員会における活動方針の審議・決定を経て設置され、平成５

年１月に活動を開始した。 

 委員会の審議過程においても、また、研究部会初期の議論でも特に対象を限定せず自由

にブレーンストーミ ング的発想から、問題になっている、もしくは注目している項目を列挙し

てみたところ、多岐にわたる分野で“標準化”問題が表面化していることが改めて確認 され

た。その結果、平成５年度の目標に関しては、「標準化を必要としている項目の“マップ”的

なものを作成し、ユーザーがどういう項目に関心があるのかを 調査する」ことになった。 

 標準化の動向調査をするに当たっては、当初、国際標準化団体の動向を知ることから始

め、X/Open、 UNIX International、 Open System Foundation の各団体から、当年度の活

動方針、考え方等についてプレゼンテーションを受けた。その後、関心の高い項目から、ユ
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ーザーの視点で課題や要望をまとめるため、User Interfase 関係の問題点の列挙から活動

に入ることとした。 

 平成５年７月、研究部会の活動を会員に公開し、より広く意見を収集するべく公開ゼミナー

ル「標準化動向オープンフォーラム」の開始を決定。調査活動と並行して年度内に延べ４回

開催している。 

 ８月の部会からは第２ステップに入り、ＡＰＩ、方法論の調査を行うことになった。 

 以上のような経緯で活動は推移してきたが、報告書作成に当たっては、あくまでユーザー

の視点から各項目の現状と要望を表すこととした。この報告書は、現状を把握するためのハ

ンドブック的なまとめを目指している。この報告書を読む方々に参考になれば幸いである。 
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第２章 ユーザーインタフェース及び通信機能関連 

 

２．１ 画面に関する問題点 

 検討作業を進めるにあたって、 

  ① ＬＯＯＫ＆ＦＥＥＬに注力する 

  ② ＧＵＩアプリ作成時の手助けになるような物をアウトプットする 

の２点を考え方の基本とした。 

 ハード的には画面の解像度、サイズなどの問題やＥｍｕｌａｔｏｒの問題などが考えられるが、

現実的には何とか対応できているのではないかということで、上記２点に問題点を絞り込むこ

とにした。 

 また作業は図２-１-１のように進めた。 

 

 

図２-１-１ 

 

（１）問題点（及び現状の認識） 

    ① 全般的問題（主にＰＣ、ＵＮＩＸ環境） 
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        ・ 画面解像度の基準がない 

           図２-１-２のとおりディスプレイはメーカー、機種により種々のフォントがあり、画面

を全部表示できないなどの問題がある。 

 

 

図２-１-２ 

 

        ・ インタフェースビルダーのライブラリー等の互換性がない 

             〔例〕現状ではマシンにデペンドしたライブラリー、インクルードファイルが存在す

るため、 

       ＨＰ＜--＞ＲＳ（ＩＢＭ）間のプログラム互換性がない 

     ＨＰ８００シリーズ＜--＞ＨＰ７００シリーズのプログラム互換性がない 

        ・ どういう商品を選択したらよいか、判断基準がない ：  

将来性のあるもの 

主流になるもの 

ローカルでないもの 
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         ・ ＬＯＯＫ＆ＦＥＥＬ 

ＭａｃはＵＩとして使えるか 

ＯＳの信頼性が低く、メモリー不足によるエラーが多い 

Ｍａｃのツール（Ｈｙｐｅｒｃａｒｄ等）では、Ｗｉｎｄｏｗタイクな画面が難しい 

         ・ インタフェースビルダー 

               ＯＰＥＮ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥは本当にオープンな環境で使用でき、将来性もある

のか等 

       ・ 画面設計上の問題 

       ・ スタイルガイドの位置付け：標準として準拠するべきだと思うが（社内標準化での取

捨選択になる？） 

       ・ 画面展開は社内標準だけでよいか 

画面関連図の記述方法（マニュアル、仕様書） 

前画面、サブウィンドウの残し方 

一度に開ける画面数 

画面サイズ 

リソースとの関連で標準を決める必要がある 

       ・ 画面作成ツールの互換性 

インタフェースビルダー、４ＧＬ、ＣＡＳＥツールの互換性は全く期待できない 

       ・ ＰＣ（Ｗｉｎｄｏｗ’ｓ）とＵＮＩＸ（Ｍｏｔｉｆ）間でＧＵＩソフトのＰｏｒｔａｂｉｌｉｔｙが乏しい。また、Ｗ

ｉｎｄｏｗソフトの考え方も異なる。 

Ｌｏｏｋ＆Ｆｅｅｌは極めて似ているが、細かいところでは異なる点もある。 

  今後クライアントマシンとして、ＵＮＩＸ、Ｗｉｎｄｏｗｓの両方が使われるような局面も当分は考

えられ、ＡＰＩの統一は重要である。 

 Ｗｉｎｄｏｗ ＮＴ、Ｕｔｌｉｘｗａｒｅ、ＳＶＲ４．２等、選択肢は多く、標準化動向の読みも難しく、ユ

ーザー側のリスク、負荷が大きい 

    ② ＰＣ系の問題 
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・ ＧＵＩのＬｏｏｋ＆ＦｅｅｌはＷｉｎｄｏｗｓで統一されている点は評価できる 

・ Ｗｉｎｄｏｗｓ３．１の普及期を迎え、ＤＯＳ／ＶとＮＥＣ系の違いが少なくなっている 

・ ＮＥＣ系とＤＯＳ／Ｖ系で解像度が異なる 

    ③ ＵＮＩＸ系の問題 

・ ＧＵＩは２つの標準が存在するがＣＯＳＥに見られるように、Ｍｏｔｉｆで統一する方向が明確

になった 

・ Ｘ-Ｗｉｎｄｏｗは標準ソフトになったが、Ｃ／Ｓモデルをサポートしている点で高く評価できる 

 

 

図２-１-３ インタフェースアーキテクトを使用したプログラム開発 
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（２）ユーザーから見て本来あるべき姿 

 ・クライアントマシンのＯＳレベルを意識せずに、アプリケーションパッケージ、自作アプリケ

ーションが使えること 

 ・ユーザーは性能、コストパフォーマンスのみで、自由にクライアントマシンが選べること 

 ・Ｌｏｏｋ＆Ｆｅｅｌは細かいレベルも含め、ＯＳ間で統一されていること 

 ・（Ｏｐｅｎ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅはどこでも使える：リゾリューションも合っている） 

 ・画面（ＵＩ）はユーザー自身で使いやすいように作るのがベスト 

  そのために、 

       ＊ユーザーが作れるような簡便なツール提供と画面作成の標準化ができていること 

   ＊プログラムは画面処理、業務処理、データベース処理と明確に切り分けされ、クライア

ント／サーバーモデルになっていること 

        （業務処理、データベース処理は情報処理屋が担当し、部品化が徹底されているこ

と） 

（３）標準化進展の度合い 

 ・ ＯＳごとには、Ｌｏｏｋ＆Ｆｅｅｌの標準化はほぼ決着している。 

   ＣＯＳＥ--＞ＡＰＩの統一 

   ・ 将来的にはマウス、キーボード、アイコンというインタフェースからＶＲ的なものに発展す

る 

 ・ ＰＥＮ ＣＯＭＰＵＴＥＲのような要素も重要になる 

 ・ ＯＳ間の標準化作業は、ＯＳの生き残り競争を考えると非常に困難と思われる 

 ・ ＯＳＦ Ｍｏｔｉｆ スタイルガイドを標準化とみなせば、メーカによる差はなく、Ｍｏｔｉｆでは標

準化されている 

      ＊ＨＰ９０００、ＲＳ６０００のスタイルガイドはＨＰ-ＵＸ、ＡＩＸとハード名が異なるのみで他

は全く同じである 

（４）社内標準作成等への転用 

 Ｍｏｔｉｆ等のスタイルガイドはＧＵＩアプリケーション設計上有効であるが、社内標準として使

うには一 般的すぎるので、スタイルガイドに準拠した社内標準を作成するという基本方針を

提示する。準拠できないとか不都合な点があれば、スタイルガイドを改訂する （標準を決め

ることが重要）。 
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 より使いやすいＩ／Ｆを作成するにはＭｏｔｉｆ等のスタイルガイドよりも細かい設計標準を社

内標準として決める必要があり、その項目としては次のようなものが考えられる。 

・ Ｗｉｎｄｏｗのサイズ 

・ 表示できるｗｉｎｄｏｗ数 

・ オーバーラップウインドウの位置 

・ タイトルバー 

・ コントロールボックスの使い方 

・ 最小化／最大化ボタンの操作 

・ ショートセットキー 

・ 画面関連図の記述方法 

・ 用語標準 

・ メッセージ 

（５）ベンダー各社への要望事項 

 よりよいＧＵＩのあり方についての標準化を推進するには、各ベンダー企業にその役割を期

待することは難しい。ＯＳを問わず、使いやすいＧＵＩについて定義する標準化団体があった

方が望ましい。 

    ・ 日本語を意識したＧＵＩのスタイルガイドを作成して欲しい。 

  例えば訳語の統一 

   ＊ＭＯＤＡＬ、ＭＯＤＥＬＥＳＳ、ＣＯＰＹ、ＰＡＳＴＥ……ｅｔｃ 

   ＊日本語ＦＥＰの操作方法の統一（ＧＵＩ上での：非常にわかりにくい） 

   ＊フォント：種類が多すぎる、外字フォントも統一が望ましい 

   ＊解像度：一定レベル以上のものしか作らないようにして欲しい 

 

２．２ キーボードの標準化に関する現状の問題点と改善提案 

（１）キーボードの経緯と現状 

 現在、各メーカーが出荷しているキーボードの起源は英文タイプライターから成り立ってい

ることはご承知かと思われるが、キーボード内のキーの配列の設定経緯について若干触れ

ておくこととする。 

   1876 年にＳｈｏｌｅｓが入力効率を考慮した「ＱＷＥＲＴＹ配列」を考案し、その後 1936 年に

は、より一層入力効率のよい「ＤＶＯＲＡＫ配列」を提唱したが、現在では「ＱＷＥＲＴＹ配列」

の方が一般的に普及している模様である。 
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 昨今、コンピュータへのデータ入力装置としてのキーボードは「ＱＷＥＲＴＹ配列」が主流と

なっており、 ＪＩＳハードウエア規格としては「ＱＷＥＲＴＹ配列」に仮名文字を追加した「情報

処理系鍵盤配列（Ｘ-６００２）」を1980年に制定している。その後 1986年には仮名文字入力

の打鍵の効率を改善した「仮名漢字変換形日本文入力装置用鍵盤配列（Ｘ-６００４）」を制

定しているが、各メーカーとも Ｘ６００２を採用したキーボードが一般的に普及しているのが

現状である。 

   次に、ＪＩＳハードウエア規格の「ＱＷＥＲＴＹ配列」とはどのような配列かを、ＪＩＳハンドブック

より引用し掲載する（図２-２-１）。 

 

 
図２-２-１ 

 

   ところで、現在一般的に普及しているキーボードの配列は、図形文字キー（英字、仮名、

数字、特殊文字）はＪＩＳ-Ｘ６００２に準拠しているが、制御文字 キー、シフト機能キー、（プロ

グラム）ファンクションキーなど、キーの機能や入力効率を向上させるための制御キー等が増

加しており、それぞれのキーの位置 や配列及び個数については各メーカーとも各様であり、

さらには同一メーカー内でも、ＰＣ（パソコン）やＷＳ（ワークステーション）ではファンクション

キー の個数や制御キーの位置等が異なっているものも出荷されているのが現実である。 

 現在のデータ入力には各種業界に対応した多種多様な方式があり、各メーカーはユーザ

ーニーズに合わせた キーボードも多種出荷しており、またユーザーニーズによる小型化へ
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の対応としてノートブックタイプ型のような液晶ディスプレイ（液晶ＶＤＴ）一体となった キー

ボードも普及してきており、様々なキーボードが氾濫しているのが現実である。 

（２） キーボードの標準化動向 

 キーボードの国内及び国際での標準化推進としては、次の機関が活動を続けている。 

・ 国際標準：ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ１８／ＷＧ９ 

・ 国内標準：ＪＩＳ、日本事務機械工業会、電子工業振興協会、ＡＮＳＩ 

・ 業界標準：日本語コンソーシアム（親指シフトキーボード） 

 ただし、上記機関においての標準化推進という点については、それほど主だった成果は

上げられていないように思われるが、むしろ使いやすさを追求したキーボードの普及に注力

が注がれているようである。これは、従前「日本工業標準調査会」でも建議されたように、 

・ 「国内規格中心主義から国際規格基本主義へ」 

・ 「メーカーのための規格からユーザー・消費者のための規格へ」 

  というように、オープンシステム指向への方向性が打ち出されているからだと考える。 

   標準化動向調査部会としては、オープンシステム指向との関連も鑑み、キーボードの操

作性や選択性という点に着目しながら標準化提案を検討してきたものである。 

（３） キーボードの問題点 

   現在、一般的に普及しているキーボードの操作性及び選択性についての問題点を追求

していくと、次の点が上げられるのではないだろうか。 

1) 現在の一般的なキーボードは入力効率の向上を狙いとして作られたキーボードであるが

故、キーの配列 が不規則でありコンピュータに慣れ親しんだ人には、それほど入力しづら

いものではないが、初心者にとっては使用しにくいものではないだろうか。 

2) 熟練者でも、制御キー、シフト機能キー等の配列が異なる各社のキーボードを使用する

場合には、キー位置の確認に手間取ったり、キー押下の誤操作の危険性が高くなり、操作

性という点では劣化しているのではないだろうか。 

3) 現在のキーボードはＶＤＴと一体化しており、ＶＤＴを入れ替えるとキーボードも変更せざ

るを得ないよう、メーカーの戦略に嵌りユーザーの選択の余地がなくなっているのではない

だろうか（ノートブックタイプ型 も同様なことが言えるのでは……） 
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   これらの問題点の背景としては、各メーカーやベンダーが独自の特色を生かすための企

業戦略や、ユーザー企業からの要望等により発生した問題ではないかと考 えられる。現状

これらの問題点に対し、標準化を含めた統一性を全面に打ち出すことは困難なことかと思わ

れるが、標準化への第一歩としての指針を次に示した い。 

（４）キーボードの標準化要望  

   「オープンシステムにおける操作性」の定義とは、『どのコンピュータでも自分に合った好

みや操作方法で使用できること』が提案されている。これはキーボー ドやマウス等、各種の

入力機器を対象とした広義の操作性として捉え、標準化部会としてはキーボードのみに焦

点を当て、標準化提案をすることとしたい。 

   ① キーボードの操作性に対する基本的考え方 

1) エンドユーザーから見た操作性 

          初心者や熟練者を問わず、操作する側にとって最も使いやすく、かつ使い慣れた

キーボードができること。 

            （例えば、ＪＩＳ配列と五十音配列のキーボード選択など） 

2) 開発者からみた操作性 

  開発者にとっては、メーカーあるいはベンダーに依存しない標準的な操作方法が規定さ

れるか、または開発者が選択できるような操作性に関する標準仕様が組み込まれた標準ＡＰ

Ｉを規定し、独立させることが必要であること。 

 3) システム管理者から見た操作性 

  マルチベンダー環境化での端末操作性を考慮すると、特に操作性を支援するソフトウエア

やミドルウエアに関しては、ベンダーにかかわらず統一されていることが望ましいこと。 

     以上の点を勘案し、標準化に対する４つの提案をしたい。 

    ② キーボードの標準化に対する提案事項 

1) 使い慣れたキーボードが新規購入ＶＤＴにも接続でき、また他メーカーのＶＤＴにも接続

できるよう、ハードウエアの接続性を確保すること。 

2) 制御文字、シフト機能キーの配列が使い慣れた操作位置に変更でき、さらに機能の変更

及び追加が容易にできるようにすること。 
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3) 初心者や必ずしも高速入力が必要でない人には、ＪＩＳ配列でなく正配列（ＡＢＣ～、アイ

ウエオ～、順） の方がキーボードへの抵抗が少なく慣れも早くなることより、情報処理専任

者用キーボードはより入力効率のよい方法を目指し、初心者用キーボードはより使い勝手の

よい方法を目指すべきであること。 

4) コンピュータ教育の見地に立った場合でも、情報処理専任者教育と初等教育とを区別し、

初等教育では正配列キーボード（「あいうえお表」に準拠した、右端上部から下方へのキー

配列となった初等教育キーボード）等の、よりユーザーフレンドリーなキーボードが望ましい

こと。 

 以上これらは、現状キーパンチャーや情報処理専任者以外の一般の人が直接データを入

力する機会が増加してきていることや、情報処理教育の場が中等・初等教育の中に取り込ま

れてきている傾向があることより、それぞれの技量やレベルに合わせた対応が必要である と

の考え方から成り立っているものである。 

 以上の提案点をまとめると、図２-２-２に示すような「標準インタフェース」が必要になるもの

と考える。 

 

  
図２-２-２ 

 

 ハードウエアインタフェースについては、物理的な位置や寸法、コネクタ形状、電圧・電流、

プロトコル等を各メーカーが合わせる必要があり、いわばＯＳＩと同様な取り決めを行い各メ

ーカーがそれに準じることが現実の第一歩である。 
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 ソフトウエアインタフェースについては、ユーザーオリエンテッドに対応するキーカストマイ

ズ機能を仕様 として組み込む等が必要であることは明かであり、現在でも各メーカーでサポ

ートしている「キーバインディング」と組み合わせたソフトウエアインタフェース の作成が急務

であると考える。 

   ハードウエアインタフェース、ソフトウエアインタフェースとも先の図に示す「標準インタフェ

ース」に組み込み、早急に実現させることが標準化への第一歩であることは間違いないもの

と考える。 

    ③ キーボードの標準化に対する提案事項達成後のメリット 

    上記の提案事項が達成されることによるユーザーメリットは、次の結果がえられるものと

考える。 

・使い慣れたキーボードを新規端末購入時にも流用でき、経費削減の一環となる。 

・操作性や入力効率が向上し、入力データの品質も高くなる。 

・古いキーボードでも、機能をバージョンアップすることができる。 

・コンピュータ活用の量的・質的拡大が図られ、情報化社会の進展に寄与する。 

（５）キーボードの標準化要望のまとめ 

   昨今、ＰＣ-ＬＡＮ等のクライアント／サーバー・システム（ＣＳＳ）が世の中に普及されつつ

ある現状で、特にクライアント側はマルチベンダー環境が可能と なっている中、ＶＤＴとキー

ボードのハードウエアが選択できないのは、本来のオープンシステム化とは相反しているの

ではないだろうか。またＣＳＳ内にはよ りよいソフトウエアやミドルウエアが取り込まれていく

過程において、それぞれのソフトの操作性が異なれば、エンドユーザーにとっての操作性劣

化が顕著に表れることも明らかであり、この点も 本来のオープンシステム化への支障とも考

えられるのではないだろうか。 

   ＣＳＳにおいて、クライアント側は本来エンドユーザーが操作すべき対象のハードウエアと

考えれば、この部分についてもソフトウエアやミドルウエアをも含め た操作性・選択性という

点で、標準化指向とを鑑みたオープンシステム化が取り入れられるべきものと考え、今後の

標準化進展に期待したい。 

 

２．３ マウスの標準化について 

（１）現状と問題点 

   ① 現  状 
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  マウスの標準化に関する問題点を考える前に、マウス操作の一般的な仕組みを確認す

る。      

  マウスは、ＰＣ、ＥＷＳの代表的なポインティング・ディバイスであり、形状はボール組み込

み型が一般的で、操作ボタン数は１個～３個となっている。 

操作ボタンの数が、マウスからマウスドライバまでの処理（図２-３-１の〈１〉〈２〉）に影響する。 

 

 

図２-３-１ 

 

   操作方法は、アプリケーションに依存し一概には言えないが、ボタン数により表２-３-１の

ようになっていることが多い。 

 

表２-３-１ 
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実際、マウスの規格や標準化の動きを確認するため、特許のためＭＡＣしか使用していない

１ボタン・マウスを除外し、主要なパソコン、ＥＷＳメーカーのマウス仕様について調査を行っ

た。表２-３-２に結果をまとめ記載している。 

 

表２-３-２ 

（ファイルが見つからない） 

 

  マウス処理の違いを、操作とソフトウエアとの関連でみると図２-３-２のようになる。 

 

 
図２-３-２ 

 

    ② 問題点 

  調査結果や部会メンバーの意見から、以下のようなマウス利用の問題点が指摘される。 

  1) ボタン数 

・ 最近は業務により異なる機種を使い分けることも多くなっており、ボタン数の違うＭＡＣ、パ

ソコン、ＥＷＳごとに操作を切り換える必要がある。利用台数の多いパソコンは同一メーカー

であってもボタン数が異なる例もある。 

・ ＭＡＣで使用する１ボタン方式では、初心者にとってダブルクリックを間違えやすく、慣れ

るまで時間を要す。 
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・ ＥＷＳでの使用が多い３ボタン方式は狭いところに押し込められているようで使いづらく、

中ボタンが利用されることが少ないので、３つは多すぎるのではないか。 

 2) 操作法 

    ・ボタン操作はアプリケーションに依存しており、操作法が統一されていないため各アプ

リケーションごとに 

      修得し、切り換えて使わねばならない。 

 3) 装置 

・調査結果からもわかるようにほとんどメーカー間の互換性がない。 

・コードが邪魔になる。 

・移動量が自動的にコントロールされない（微小領域／比較的大きい領域の自動識別） 

・狭いスペースで利用する場合にボールで移動させる現状の方式のままでよいのか。 

（２）必要要件 

  このようなマウス利用の問題に対して、ユーザー、開発者各々の観点から理想的な形態を

描いてみる。 

＊ユーザーの立場からは、 

  ① ボタン数 

・ ＭＡＣの１つボタン、ＰＣの２つボタン、ＥＷＳに多い３つボタンに各々の文化があるが、ＹＥ

Ｓ／ＮＯが明確な２つボタンが好ましいように思われる。 

  ② 操作性（修得と作業効率） 

・ アプリケーションの種類によらず、少なくとも同一機種ではボタン操作が同じ意味を持つこ

とが望ましい。 

・ マウスのボタンに解釈を任せず、アプリケーション側でアイコンやメニューの指示により統

一された処理ができれば操作がずっと楽になる。実際、コンピュータ本体の性能アップもあり

マウスの制御自体もアプリケーション側が行うものも出始めている。 

＊開発者の立場からみると、 

  ③ 移植性の確保 
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・ マウスに関するアプリケーション開発用ライブラリが標準に沿っている、またはマシン間で

の変換ライブ ラリがある等で移植性が確保されている。 

・ マウス以外のポインティング・ディバイスも同様に扱える。 

（３）標準化の動向 

    ① 装置 

・ 装置規格については公的な標準化機関の規格は見あたらない。 

・ １ボタン方式については、アップル社が特許を保有しており、操作法は規定されている。  

・ パソコンで大半を占める２ボタン方式については、海外ではＰＳ／２仕様がｄｅｆａｃｔｏ標準と

なっているが、国内では市場占有率第１位のＮＥＣが独自仕様を採用しており、当分は統一

されにくいであろう。 

・ ＥＷＳで使用されている３ボタン方式については、主要メーカー（サン、ＩＢＭ、ＨＰ、ＳＧＩ）

で仕様が統一されていない。 

    ② ソフト 

・ 業界標準に依存している。Windows, X-Window（ OSF/Motif, OLIT）では、標準的なボタ

ン数、ボタン操作の解釈が規定されているが、カスタマイズが可能となっているためアプリケ

ーション間での操作性の 統一は無理である。 

・ 現状のＭＡＣ、ＰＣ（Ｗｉｎｄｏｗｓ）、ＥＷＳ（ＵＮＩＸ）の棲み分けは当面変わりそうもないが、

パソコンでのＷｉｎｄｏｗｓの普及はめざましく、ワーク ステーションを見据えた上位版のＷｉｎｄ

ｏｗｓ／ＮＴの普及次第で勢力範囲が変化し２ボタン方式が事実上の標準になる可能性があ

る。 

（４）社内標準作成時の注意事項  

 このようにマウス規格、操作法についてはメーカー間、アプリケーション間でまちまちなため、

現状では機種、アプリケーションを限定しないかぎり統一操作環境の実現は見込めない。要

は、当面は違いがあることを前提に環境整備を考えることである。 

 自社開発の場合には、パソコンのＷｉｎｄｏｗｓ、ＥＷＳでのＸ-Ｗｉｎｄｏｗｓのカスタマイズ機能

を活用すれば、ほぼ統一された操作環境が実現可能となるが、二重開発の問題が残る。 

（５）要望 

 ここまでマウスに限定して検討してきたが、パーソナルなコンピュータ利用のポインティン

グ・ディバイスとして、現状のマウスが必ずしも最善とは言えず、範囲を広げてメーカーへの

要望事項を考えてみたい。 
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 ①装 置 

・ ボタン数に係わりなく共通仕様とし、機種間の互換性を持たせるべきである。 

・ キーボードも同様であるが邪魔なコードがないコードレス・マウスがよい。 

・ マウスの置き場所（マウスベッド）をコンピュータ本体のどこかに確保する。 

・ ボールが汚れやすいので、直接外部に触れない装置方式を望む。 

 ②操 作 

・ これだけ装置製造技術が進歩しているのであるから画一的な処理はやめ、微小／大領域

に対応した 柔軟な移動操作量の自動認識機能くらいはそれほどコストをかけずに付加でき

るのではないか。 

・ 狭い机上スペースでも操作可能にする。 

・ コンピュータの管面が直立状態でマウス操作場所と切り離されているが、管面の方向／位

置やサイズの 縮小等により、直接ポインティング可能な装置オプションも追加したい。 

  ③ ソフト 

・ 同一ソースコードで機種やマウスのボタン数が異なる場合でも対応可能な標準化された

マウス操作の 共通インタフェース（開発用ライブラリ）の提供。 

  ④ 強力な標準化機関の推進 

・ マウスにメーカーごとの独自性を持ち込んでも大してメリットがあるとは思われない。ユー

ザーを混乱さ せるだけであり、ハード仕様統一のための推進機関を定めるべきである。 

・ マウスは、今後ほとんどがウィンドウ環境下で利用されると考えられるので、Windows 陣営

と X-Window 陣営の接点を見いだすために、メーカー間も排除から協調へ転換し、ユーザ

ーの立場から米国の主要 ベンダーへの強い働きかけを行ってほしい。 

 

２．４ プリンタインタフェースの標準化について 

（１）目的 

  オープン化・マルチベンダー環境が急速に進むなか、各メーカーの特色を活かした高性

能プリンタが提供されてきている。ビジネス・システムにおいて、帳票をきれいに早く正しく印

刷することは必須の要件である。 

 しかしながら、各種プリンタを自由に使いこなす上において、幾多の問題点が見られ、オー

プン化・マルチベンダー環境における、利用者にフレンドリーなビジネス・システム構築への

一つの障壁となっている。 
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・ 利用者は、異なるプリンタを同じ操作で共用することができる 

・ 提供者は、個別にミドルソフトを考える必要がなくなる 

・ アプリケーション・プログラム作成者は、プリンタの機種を意識する必要がなくなる 

これらを実現できる標準化を進めたい。 

（２）現状と標準化動向 

    ① ハードウエア・インタフェース 

   表２-４-１参照。 

 

表２-４-１ 

 
 

  ・ 国際標準・業界標準の動向 

   ＩＥＥＥ１２８４ Ｄ高速双方向パラレル・インタフェースの標準化の動きあり。ＨＰとマイクロソ

フトが進めているＥＣＰ（セントロニクスの上位互換）と、ＩＢＭ・インテルが進めているＥＰＰとい

う仕様に割れている。 

  ＳＣＳＩでは、８ビットから 16／32 ビットに拡張したＳＣＳＩ-２がＡＮＳＩで標準化された。 

  ・ インタフェースの選定基準 

     基本的には、プリンタ側が持っているインタフェースに合わせなければならないが、転

送速度から見れば、 
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        ＊印字するデータがキャラクタのみで大量に印字を行わなければ 

ＲＳ-２３２Ｃやセントロニクス 

        ＊イメージデータを印字する場合や大量にデータを印字する場合には 

ＳＣＳＩやＧＰ-ＩＢ 

  データ転送速度の他に、コンピュータとプリンタ間の双方向通信を考慮する必要がある。

プリンタの内蔵フォントなどのリソース情報や、プリンタの状態をコンピュータに取り込み、プリ

ンタをきめ細かく制御するためには双方向通信が必要。 

    ② ソフトウエア・インタフェース 

        ・ 主な制御体系  表２-４-２参照。 

 

表２-４-２ 

 

 

        ・ 国際標準・業界動向 

  世界的には、Ｐｏｓｔ Ｓｃｒｉｐｔ、ＰＣＬといったものがディファクト・スタンダード。これらもカラー

対応などに機能を拡張して、Ｐｏｓｔ ＳｃｒｉｐｔＬｅｖｅｌ ２、ＰＣＬ Ｌ／５に進化している。 

  国内では、他社のプリンタとの差別化を図れなくなるためか、群雄割拠した状態。シリアル

プリンタでは、ＰＲ２０１、ＥＳＣ／Ｐページプリンタでは、ＬＩＰＳ、ＥＳＣ／ＰＡＧＥ 

        が普及している。 

（３）問題点・要望事項 
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    ① ハードウエア・インタフェース 

・ 高速で利用者に優しい（プリンタの状態を簡単にきめ細かく制御できる）インタフェースが

望まれる。 

・ コネクタの形状（ピンの数）、結線が装置固有の接続状態になっている場合があり、標準

化が望まれる。 

・ 用紙カセット、トナー、リボンなど各社まちまち。共用が望まれる。 

    ② ソフトウエア・インタフェース 

・ 制御コマンドに一貫性がない。そのため、アプリケーションを複数のプリンタに対応させに

くく、逆に、プリンタごとに備えている機能が異なるため、複数のプリンタに対応する場合に

は、個々のプリンタの機能を引き出しにくい。 

・ 罫線コマンドなど、高速化に効くコマンドを使わず、イメージデータとして転送しなければ

ならない。国内においては、罫線は必須機能。罫線込みの印字速度はユーザーに不満多

い。 

・ 外字・フォント・オーバーレイなどについては、各プリンタまちまち。これらはユーザー要件

であるが、ユーザーごとに標準化（統一）し、個々のプリンタに定 義／登録するのではなく、

統一管理ができ、それぞれにダウンロードできる標準化されたミドルソフトの充実が望まれ

る。 

    ③ ヒューマン・インタフェース 

・ 設定／操作手順の統一 

        用紙サイズ、方向、縮小／拡大などの設定／操作手順／表現方法が各社まちまち 

・ 障害時のリカバリ方法の提供と統一 

          ジャムリ発生の場合の再開などのページ単位での印刷機能の提供 

・ 印字位置の統一 

         上下／左右のマージの取り方がプリンタごとに異なる。同じアプリケーションでも利用

するプリンタにより印字バランスが崩れてしまう 

・ 印字順序の変更機能の提供 

        優先度の高い印刷データが発生した場合、印刷順序を変更できる機能なども、業務

処理では望まれる 

・ カタログ表示の標準化 

        実行速度の性能表示、利用制御コード、ハードインタフェースなど 
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２．５ 日本語入力 

 日本語入力の問題点としては、当部会で検討した、2.1 「画面関連」、2.2 「キーボード」等、

ＨＣＩ(Human Computer Interface)、操作性の問題もあるが、本項では、これらの問題につい

ては検討の対象外とし、かな漢字変換、ワープロのＦＥＰ(Front End Processor)としての利用

に焦点をあてて報告を行う。 

 かな漢字変換にからむ問題としては、変換アルゴリズム以外に、装備している漢字・特殊

記号の字数、文字 の書体の種類等、いわゆる「漢字辞書」にからむ問題がある。「漢字辞書」

については、その他、ソートの問題、地名や人名等の各種辞書の装備状況、ユーザー 登

録文字の取り扱い、辞書の機種間での交換性等も含まれる。 

 異機種間での辞書の交換性については、既に問題が提起されており、日本規格協会内の

ＩＮＳＴＡＣの「文 書処理標準化委員会」では、テーマとして取り上げて作業をしており、最終

的にはＪＩＳを作成することを目指している。ただし、現在はかなりしぼりこんだ範 囲の検討を

行っており、すべての辞書内の項目について、完全に異機種間での交換ができるというわけ

ではない。辞書の完全な異機種間交換性の実現は、困難な 課題であるが、必要性を感じ

る人はあり、徐々にではあるがその活動が行われていることを紹介するのみで本問題につい

ては、これ以上詳しくは言及しないこと とする。 

 漢字辞書の種類、ソートの方法（一般に辞書内の文字にソートの情報がついているため辞

書の問題とした。 なお、ひらがな、カタカナのソートについては、上記のＩＮＳＴＡＣで検討を

行った案がある）、ユーザー登録文字の取り扱いについても、本報告では詳しく取 り扱って

いない。 

 以上のように、本報告書では、かな漢字変換アルゴリズムを中心の話題とした。 

（１）かな漢字変換アルゴリズムの状況 

    ① 標準化作業の状況 

 現在知る範囲では、かな漢字変換アルゴリズムの標準化作業は行われていない。また今

後標準化の対象になるとは考えがたい。 

 ユーザーとしても、かな漢字変換アルゴリズムの標準化によるメリットは少ないと考えられ、

標準化を要望する必要はないと考えられる。 

 なお、言語間の「機械翻訳」の技術の中に、日本語文章の「クリーンアップ」、「文章の構文

解析」という技術があり、この手法が、かな漢字変換に使用できる可能性がある。一部のワー

プロでは、この手法を取り入れていると考えられるものも存在するが、すべてのワープロにこ

の手法が取り入れられるには時間が必 要であろう。 
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 「機械翻訳」の手法についても、現在のところ標準化作業はない。 

 「機械翻訳」の研究の協同プロジェクトは存在するが、その結果がそのまま各種のワープロ

の、かな漢字変換アルゴリズムとして採用される可能性は低いと考えられる。 

    ② 標準化の可能性とユーザーとしての考え方 

 かな漢字変換のアルゴリズムは、大きく次のように分類できよう。 

  1) 単語変換 

  2) 文節変換 

  3) 単文変換 

  4) 複文変換 

 ワープロの使用者からみた場合、単語変換のみでは不便であり、2)～4)の変換アルゴリズ

ムが実装 されていることが望ましいが、4)の複文変換（単文が複数個続いているという認識

が可能で、前後の文との関連を考えた変換）は技術が未成熟であり、まだ標 準化云々の話

ではないと考えられる。 

 また、3)及び 4)は前記のように機械翻訳の技術と密接な関係を持つと考えられ、機械翻訳

技術が進展し、さらに機械翻訳技術とかな漢字変換の融合が図られることにより、飛躍的に

かな漢字変換の質の向上が図られるものと考えられる。このような考え方が浸透することによ

り、標準化（というよりは、共通の手法 を使用すると言う方が正確かもしれないが）の道は開

けている可能性がないわけではないが、「機械翻訳」は、技術競争の対象となっており、標

準化の可能性は （当面は）ないというのが実情であろう。 

 したがって、標準化の問題は、1)、2)となるが、1)は単語辞書の検索のみで達成されるため、

アルゴリズム的には標準化とは無縁であろう。ただし検索 の「学習機能」( 同じかな読みが

なされる多数の文字・単語があるが、使用者の利用に合わせて頻繁に使用される文字・単

語順に検索していくよう検索アルゴリズムをシステム自 身が記憶し変更していく機能) が必

要であるという点では何らかの標準化ということは考えられるが、既にほとんどのワープロで

は学習機能を装備しており、そのアルゴリズムが変わったから といってユーザーに影響は

ないのではないかと考えられる。したがって、この問題は各種の「辞書」の標準化、及び「辞

書の異機種間交換」の問題に帰着すると 考えられる。 

    ③ 単文変換と学習機能の実験 

 変換の最初は、「名詞」＋「接続詞( 形容詞・副詞等) 」＋「動詞」のような形への文の解析

である。もし、このように文節に解析することが可能であれば、「形容詞・副詞」や「動詞」の活

用形の辞書の持ちかたが 問題となり、やはり「辞書」の問題に帰着する。ただし、このような

「文節」の解析技術も機械翻訳の範疇と考えられ、既に述べたように、技術競争の的であ り、

標準化は困難であると考える。 

 単文変換すら、かなり難しいことを例で示しておく。 
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 あるテレビのクイズ番組では毎週、表記は同じでも意味の異なる文を状況によりどう解釈す

るかという問題が出されている。以下、例文を使い、ワープロでどう変換されるかの実験を行

ってみる。 

 例文を、（良い例ではないが）「あさまではたらく」として、実際に変換してみる。「浅間で働

く」。これが私の現在使用しているワープロ／文書フロッピー を使用した時の結果である。こ

れが気に入らないのでもう一回変換してみると「朝まで働く」となった。こちらを正しいとして変

換を終了させる。この後で、同 じ文を変換すると「朝まで働く」と変換された。これは、使用し

ているワープロが持つ「学習機能」の結果である。前者の変換結果は、私の辞書には「浅間」

が 名詞として登録されており、変換時に文の解析は行わず、「ロンゲストマッチ」（辞書の検

索時に登録されているものと入力を比較していくが、このとき先頭か ら最も長い文字数で一

致するものを選んでくる手法）というアルゴリズムが適用されたためと考えられる。上記の例で

は「あさま」に対応する「浅間」がもっと も長い一致する語であったために前記のように変換

されたと考えられる。確かに、この変換は両者とも、ある文脈においては正しい文章である。 

 文の解析を行うのではなく、直に「ロンゲストマッチ」で変換を行うと、とんでもない文章に変

換される可能性は高い。 

 私の使っているワープロに文句をつけたようだが、もしかすると簡単な文節解析の手法が

入っているのかもしれない。 

 再度、前記の文章を変換してみる。「あさま」の変換が、「浅間」となったので、学習効果が

続いているかをみることができる。「朝まで働く」と変換された。「学習機能」の結果がまだ持

続している。 

 ここで、いったん本文作成の作業を中断してみる。そして再度、作業を開始し、変換を行う

と「朝まで働く」と変換された。 

 中断して別のフロッピーを使用して別の作業を行い、再度変換を行ってみる。「朝まで働

く」。まだ「学習機能」が残っている。フロッピーに学習機能の結果を覚えているのではなさそ

うである。 

 ワープロの電源を落とし再度立ち上げ、変換を行ってみる。「朝まで働く」。私のワープロで

は、「学習機能」が電源の切断後にも残っている。 

 すなわち、「かな漢字変換」については、標準化よりもいかにそのワープロが「学習機能」を

持つかが重要なのではないであろうか。 

 ちなみに、私の現在使用しているものはパソコン上のワープロソフトであり、パソコンは、１２

ＭＢのメモリ、十分なディスク容量をもっているディスクドライブなシステムである。 

 例を続ける。 

 今度は、フロッピーベースのもっと小さなワープロ専用機で実験してみる。 

 「あさまではたらく」を変換してみる。「あさまではたらく」。全然変換しない。ロンゲストマッチ

のアルゴリズムさえ実装していないようである。長い変換がくるとあきらめてしまうのかもしれな

い。 

 「あさまで」ではどうか。「朝まで」。これが変換の結果である。 

 「浅間」を登録して、変換をしてみる。「浅間で」と変換された。さて、ここでいったん作業を
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止めて、再び行ってみる。 

 「浅間で」。同じ結果である。 

  一回電源を落として行ってみる。「浅間で」。同じ結果である。どうも電源を落とすだけでは

なく、システム自身の再立ち上げを行ってみる必要があるようである。システムフロッピーを

強引に読ませてみた。「浅間で」。同じ結果である。 

 では、別の文書フロッピーで行ってみよう。「浅間で」と出てきた。「朝まで」と出ると考えたが

どうしてこうなるのであろうか。 

 私の考えでは、ワープロ専用機であるため、何らかのメカニズムがハード内にあり、電源を

完全に落としても単語の比較順序の記憶を保持しているようである。 

 内蔵しているものも含めて、電池等をすべて取り払ってしまえば記憶がなくなると思うが、そ

こまでの実験はできなかった。 

 「浅間」が、もともと登録されていたのかどうかのチェックを忘れたので、「あさま」を「夜間」と

変換するように登録してみる。「夜間で」と出た。上と同 じように実験してみる。「夜間で」。

「夜間で」。「夜間で」。これでもみな同じ結果が出ている。やはり、記憶を保持しているようだ。

とのくらいの期間記憶 を保持しているものなのかは、実験が困難であり不明である（多分、

内蔵電池が使えなくなるまで、記憶を保持しているのだろう) 。 

 また、同じフロッピーで、同種の機種であるが、別の機械にかけて行ってみた。 

 「朝まで」。「麻まで」。「厚狭まで」。「あさまで」。これが全部の変換結果であり、「浅間で」も

「夜間で」も出てこない。フロッピーには、どうやら情 報を記憶していないようである。または

私自身が本機種を使いこなしていないだけで、フロッピーに情報を記憶させ、別の機械を使

うときに、その情報を機械に 読み取らせる機能があるようである。 

    ④ 本項のまとめ 

  ここまでの結果を以下に要約しておく。また提言は最後にまとめることとする。 

    ・ かな漢字変換アルゴリズムの標準化は困難 

    ・ 標準化でＨＭＩを統一するよりは、「学習機能」により、その人に合わせた環境に対応

していくワープロ が望ましい 

 なお、既に述べたように「辞書」の標準化の問題があるが、これは「辞書」そのものを標準化

するとい うよりも、使用者の登録する文字を含めた「異機種間での辞書の交換」の問題とし

てとらえたい。本件は、既にワープロの業界として認識し、作業が始まってい るので、この結

果を待ちたい。 

（２）ワープロのＦＥＰとしての使用 

 文書処理を行うワープロと、プログラミングやアプリケーションへの入力データを作成するエ

ディタとは一 般には機能が異なっている。これは、文書を作成するためには、文書の清書

のための各種情報が必要であり、作成された文書のファイル内の情報の持ち方が、エ ディ
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タが作成する（旧来のカードイメージの）ファイル構造との間に相違が生じるためである。両

者はその目的／機能が異なるため、仕方がないと考えるべきか もしれない。 

 このような現象は、同じベンダーのシステム内でも生じている問題である。 

 システムベンダーがトータルシステムとして作成した場合は、ワープロをＦＥＰとして使用す

る方法を検討し、実現できる可能性はあるが、独立ソフトウエアハウスや、流通しているフリ

ーソフトでは、このような配慮は困難であろう。 

 しかし、例えばＭＳ-ＤＯＳのシンプルテキストだけのファイルに変換すれば、多くのワープ

ロ間で文書の 交換が（文字コードを標準の範囲で使用していれば、概ね）可能であるように、

文書処理に必要な情報を取り除いた、シンプルフラットファイル（一般的には、 固定長順編

成ファイル）を作成する機能があれば、ワープロをＦＥＰとして利用する問題の解決は可能で

あると考える。 

 本件も、最後に提言の形でまとめることとする。 

（３）その他の事項 

 「ひらがな」「カタカナ」入力ではあまり問題がないが、「ローマ字」入力の場合に、以上に述

べてきたことと異なる問題がある。 

 「ローマナイゼーション」（ローマ字でどのように文章を綴るか、表現するかという方法論）と

いう問題である。これは、ワープロを使う人の世代の違いにより大きな問題となる。さらに、ワ

ープロの開発者の違いにより問題が出てくる可能性もある。 

 例えば、「斉藤」はどうなるか。ある人はサインに Saito を使用している。しかしこれを変換し

てみると「さいと」となった。「Saitou」と入力すると「斉藤」と変換できた。 

 上の例は簡単な例である。かな漢字変換でも「さいと」では変換できず、当然「さいとう」と入

力するから比較的理解しやすい。しかし「じょ」は「jyo 」とするのか、「jo」だけでよいのか等、

特に、小文字（ゃ、ゅ、ょ）や促音（ん、っ）を含む単語のローマ字の入力方法にはなやましい

問題がある。 

 本問題については、学問的な分野で標準化の検討が行われている（残念ながら最新の状

況は不明である) 。ただし、この標準化は情報処理の標準化の世界の外側で行われている

（文献を取り扱う分野で最も検討が進んでいる) 。 

 本件について、ワープロ各種の実体がどうなっているかは未調査であるが、問題は生じて

いないのではないか（あったとしても、慣れの問題であり大きな問題にはなっていないのかも

しれないし、大きな問題になっているが私が知らないだけかもしれない) 。 
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（４）まとめ 

 「漢字入力」の問題点とその解決についての、一つの考え方を示す。ただし、調査を完全

に行っているわけではないので、提言には、既に実施済みのものも含まれている可能性が

ある。 

 かな漢字変換のアルゴリズムの標準化は範囲外でもよい（長期の課題であろう）。 ただし、

自己学習機能は、それがいかなるアルゴリズムでもよいが装備することとし、ない場合は仕

様に明記するべきではないか。 

 また変換アルゴリズムによって、上手な使い方が考えられるのではないか。使用方法の手

引のみではなく「上手な使い方の手引」的なものを作成することはできないか。 

 文字、単語辞書のポータビリティを実現するための方法の検討が必要であろう。 

 （システムに作り付けの）基本辞書についてのポータビリティの実現は不可能としても、少な

くともユー ザーが登録する「文字」「単語」の異機種間でのポータビリィティについては、ユ

ーザーの負荷の軽減が図られるべきである。キーボード、ＨＭＩ等の標準化に ついては、ワ

ープロとしては範囲外でもいたしかたない。 

 また、キーと機能のバインディングについても範囲外となるのではないかと考える。 

 しかし、これらについても標準化の可能性があるかないかを検討し、最小限の標準化（変

換キーや、キーフェースが同じ場合は機能を合わせる等）が可能かどうかの検討を行う必要

があるのではないかと考える。 

 さらに、ワープロをＦＥＰとして使用するために、日本語文書処理システムにおいて、その動

作するシステ ムの標準のファイル（一般には非構造単純ファイル）を作成するオプションを

追加するか、または日本語文書処理システムにより作られた文書を標準ファイル形 式に変

換するコマンドを追加することが必要ではないか。またローマ字入力のため、仮名とローマ

字の対応、促音の入力方法等ローマナイゼーションの解説が必 要である。 

 

２．６ ネットワーク関連機能 

（１）目的・対象 

 ユーザーが情報システムのオープン化に寄せる期待は極めて大きい。昨今の主流となり

つつある分散処理や ダウンサイジングで特に求められるのは、システム間の相互接続や相

互運用である。ネットワーク機器に関してオープン化というときには、上記の他に、機器の 
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相互接続、すなわち製造業者が違っていても各種ネットワーク機器が相互流用できるという

ことも含まれる。 

 本項では、ネットワーク機器関連のうちユーザーインタフェースとして見えている部分、特

にユーザーよりのネットワーク機器に関する標準化の状況などを中心に、その問題点と対応

方法を概観する。 

（２）ネットワーク接続 

  ネットワーク接続に関しては近年、ＴＣＰ／ＩＰ(Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol)による接続が多くなっている。この場合、発生している問題は標準化そのものの問

題というよりは、その運用及び前提としている環境に対する意識の相違が原因となって表面

化する形となっている。具体的には、 

 ・ ＴＣＰ／ＩＰアドレスの誤使用等 

 ・ ＭＡＣアドレスの誤使用等 

 ・ ＬＡＮ接続装置の使い分け 

 本項では、ＴＣＰ／ＩＰに関連した話題について触れる。 

    ① ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

 ＴＣＰ／ＩＰプロトコルそのものは、ＯＳＩレイヤのレベル３、４相当であり、厳密には標準機関

で制定されたものではないが、コンピュータ間通信のいわばディファクト標準として、Ｉｎｔｅｒｎｅ

ｔ（注１）の普及に伴い、その利用を急激に拡大している。今では、ほとんどのＵＮＩＸマシンで

標準的に採用され、ＤＯＳ、Windows 、Macintosh 向けの製品化も進んでいる。またメインフ

レームについてもＴＣＰ／ＩＰを実装しているものが増えている。 

 ＴＣＰ／ＩＰの内、トランスポートレイヤに位置するＴＣＰは、２ノード間の仮想通信回線

(Virtual Circuit) を確立し、通信に際しての伝送エラー、データの紛失、順序の入れ替わり、

輻輳等を監視して適当な対処を講じることにより、通信の高信頼性を確保している。一方、Ｉ

Ｐプロトコルはネットワーク間の相互接続を目的に開発されたプロトコルであり、通信相手を

表２-６-１に示す標準アドレスに基づいて識別している。 
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表２-６-１ 

 

 

 問題となるのはＩＰアドレスであり、本アドレスの設定誤りに起因するトラブル（ネットワークの

異常輻輳、ネットワーク全体のダウン等）が従来かなり起こった。ＩＰアドレスは図２-６-１に示

すように、ネットワークアドレス、ホストアドレス、サブネットアドレスからなり、３つの体系（クラス）

がある。 

 

 

図２-６-１ 

 

 図のアドレス体系の内、ネットワークアドレスに関してはボランティア的活動で行われており、 

SRINIC(SRI International Network Information Center)で一元管理している。ローカルな接

続のみの場合は、必ずしも正式なアドレスを必要とするわけではないが、世界規模の

Internetや、それと間接的にTCP/IPで接続されているネットワークとつなぐときは、正式に取

得した方が無難である。なお、日本では JPNIC(1991 年 12 月設立 の JNIC が 1993 年４月

改称) が行っている。 
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   ＩＰアドレスについては、先に述べたように Internet が全世界的拡がりとなってきたため、32

ビットでは不足するという事態になっており、その拡張が検討され始めている。 

（注１）Internet の概要 

  インターネットは米国防総省高等研究計画局（ＤＡＲＰＡ）が 1969 年に行った特定のベン

ダーに依存しない標準コンピュータネットワーク （ＡＲＰＡＮＥＴ）の研究で開発されたネットワ

ークである。現在、約 130 か国１千万人以上が加入し 200 あまりの代表的大規模ネットワー

クと繋がっている。従来、少数の大学や先端的な研究機関を結ぶ研究者ネットワークの性格

が強かったが、最近は企業が 積極的に利用し、世界で最も広く利用されているネットワーク

となっており、今後も急速な伸びが予想されている。インターネットには、情報提供のコンピ

ュー タが多数存在しており、自由に情報を入手することができる。代表的な無料のサービス

としては、archie、wais、www、gopher & (e)mosaic 等がある。また、Ｔｅｌｎｅｔを用いて、インター

ネットに接続されているコンピュータに接続し、各種商用データベースサービスの利用が 可

能である（この場合は当然有料、利用のためには別途利用者識別番号＝ＩＤの取得が必

要）。 

    ② ＭＡＣアドレス 

   ＭＡＣアドレス（48 ビット）の管理は標準機関（ＩＥＥＥ）が実施している。現在 48 ビットの内、

前 24 ビットはメーカー名、後 24 ビットは各機器ごとの 製造番号を表し、ネットワーク一意の

ものになるように定められている。また最初の１ビットが“０”のとき個別の装置のアドレス向け

であることを示し、最初 の１ビットが“１”のときは、全ホスト向け（multicast)であることを示して

いる。従来、メーカー等の理解不足によるアドレス付与誤りでブロード キャストが異常に増

加するケースが多発したこともあるが、今はほとんど問題も生じなくなっている。 

 本アドレスは、一般ユーザーはあまり意識する必要はない。 

    ③ ＬＡＮ接続装置 

  ＬＡＮ接続装置は、ＬＡＮ間接続、公衆網接続、高速ディジタル回線接続などＬＡＮのネッ

トワークインテグレーションに際し、その接続点において双方のプロ トコルを変換・管理する

装置である。ＬＡＮ接続装置はその機能等により以下のものがある。目的に合わせ機器の選

定を行うことが必要。 

・ リピータ……ＬＡＮの接続距離を単に延長するための装置（レイヤ１）。 

・ ブリッジ……ＭＡＣ(Media Access Control)、ＬＬＣ(Logical Link Control) からなるレイヤ２

（データリンク層）での中継接続装置である。Filtering などの機能を有する。 
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・ ルーター……レイヤ３（ネットワーク層）での相互接続を可能とする装置。ルーティング（経

路選択）機能 や通信相手を限定するアクセスプロテクト機能等を有する。 

・ ブルータ……ブリッジとルーターの機能を合わせ持つ接続装置。 

・ ゲートウェイ……トランスポート以上のプロトコルを含めてプロトコル変換を行いＬＡＮと異

なるネットワークとの相互接続を行う装置。 

 以下に、ＬＡＮ接続装置の機能を示す。 

レイヤ ４～７ → ゲートウェイ 

レイヤ ３      → ルーター 

                                  ｝ → ブルータ  

レイヤ ２      → ブリッジ 

レイヤ １      → リピータ 

 上記装置については、誤設定や経路情報変更の遅延などで情報の不一致等が発生し、

下記のような問題を引き起こすので注意が必要である。 

・ リピータ、ブリッジ……局所的な事故がネットワーク全体に伝染 

・ ルーター、ブルータ……ブラックホール化し、情報が伝搬しなくなる 

 上記の問題を避けるためには、フェールセーフ機能を実装した機器を購入すると共に、ル

ーターについては専用のものを用い、ホストをルーターとして使用することは避けることが望

ましい。ＩＰアドレスの中にブロードキャストを行うための表記方法があるが、 ＵＮＩＸ４．２ＢＳ

ＤとＵＮＩＸ４．３ＢＳＤでは仕様が異なっているのもその理由である（標準的仕様ではａｌｌ’１’

であるが、ＵＮＩＸ４．２ＢＳＤでは ａｌｌ’０’の古い仕様に準拠しており、かつそれが結構広まっ

ている）。 

    ④ ＴＣＰ／ＩＰ上のアプリケーション 

  ＴＣＰ／ＩＰ上の代表的なアプリケーションは以下のとおりである。 

・ Ｔｅｌｎｅｔ……仮想端末機能が実現な、他のコンピュータに文字ベースでログインするため

のコマンド及びそのプロトコルである。日本では漢字コードの変換を行うものが主流である。 

・ ＦＴＰ……ファイル転送プロトコルであり、ファイル転送の相手ノードへ接続を要求すると、

ファイル転送用とは別にプログラム同士の会話用ＶＣを確立し、 ファイル転送用の情報の転

送を行い、その後ファイル転送用仮想回線を確立して転送を行う。このＦＴＰとは別に、簡略

化されたファイル転送プロトコルである ＴＦＴＰがあるが、あまり普及はしていないようである。 
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・ ＳＭＴＰ……２ホスト・ノード間でメールを送信するプロトコルである(SimpleMail Transfer 

ProtocoL) 。 

・ ＳＮＭＰ……ネットワーク管理用であり、障害管理、構成管理、性能管理、セキュリティ管

理及び会計管理からなる。概念的にはＩＢＭのネットビュー（Net View) やＯＳＩのＣＭＩＰと類

似している（Simple NetworkManagement Protocol) 。 

   この他、ネットワークファイルシステムとしてサンマイクロシステムズのＮＦＳやＯＳＦのＡＦＳ

等がある。 

（３）ＩＳＤＮ接続 

 ＰＣ、ＷＳをＩＳＤＮへ接続するためには、大別して以下の２通りがある。 

・ ＰＣ、ＷＳの既存インタフェースを活用しターミナルアダプタ（ＴＡ）を介して接続 

・ ＰＣ、ＷＳに内蔵させたＩＳＤＮボードを利用する方法 

    ① ＴＡによる接続 

１） 低速の非同期インタフェースのタイプ 

  ＲＳ２３２ＣポートをもつＴＡでは安定性の点で若干不安定要素がある（もともと 19.2ｋｂｐｓ程

度までをカバー。電話回線用の非同期モデムで 64ｋｂｐｓの転送を実現しているものもあるが、

伝送エラーが発生しやすいのでケーブルの長さや容量に十分留意が必要）。 

２） 高速の同期インタフェースのタイブ 

  ＤＤＸ-Ｃのような回線交換網に接続されていた装置や専用線に接続して使用することを

意図。V．１１インタフェースや V．３５インタフェースをもっている。 

 ＊現在の問題点 

・ 互換性のない速度変換 

  ＰＣやＷＳの非同期ＲＳ２３２Ｃポートへ接続して使用するＴＡを相互接続する場合、速度変

換の方式が異なると通信できない（V．１１０と V．１２０の２種類がＩＳＤＮで規定。米国ＡＴ＆Ｔ

では独自使用ＤＭＩmodeII）。 

  V．１１０は主に日本で利用、米国では．１２０が主流。 

・ 情報要素に対する問題 
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  ＩＳＤＮにおけるポイント・ツー・マルチポイント接続する際の端末属性指定のための情報

（伝達能力、低位レイヤ整合性、高位レイヤ整合性、着サブアドレス 等の情報要素からなる）

が、この情報に対する解釈なり処理が各装置で混乱している場合がある（例えば、ある装置

ではノンチェックでも他の装置が厳格に チェックしている場合あり）。 

    ② ＩＳＤＮボードによる接続 

  ＴＡでは、ＰＣやＷＳで接続した場合、転送速度の制限や、ＴＡとＰＣやＷＳとの間では複

雑なインタフェースを利用することが困難なため、ＩＳＤＮ本来の特 徴である豊富なオプショ

ンの制御ができないなどの問題がある。これらの問題を解決するものが内部バスに直接接

続するＩＳＤＮボード方式である。 

  これらの目的にファイル転送があるが、ソフトウエアとボードが一緒に提供されるのが通例

であり、異なるベンダー間や機種間での普遍的な相互接続を保証するデータ転送プロトコ

ルが存在しない。 

    〔参考〕異機種コンピュータ接続のための条件 

・ 接続インタフェースが同じ 

・ 通信プロトコルが同じ 

・ データ表現形式／データコードが同じ 

・ 共通ソフトウエアツールが双方の環境にある。 

・ 動作環境の整合がとれている 

    （片方がオンライン状態になっていない等がない） 

（４）入出力機器 

  問題となるのは以下の点である。 

① 本体～キーボード間のプロトコル、コネクタ等が不統一 

     このため、使い慣れたキーボードを別のマシンで使用できない（詳細は２．２参照）。 

② ＲＳ-２３２Ｃの接続コネクタが不統一 

  ＲＳ-２３２Ｃの接続コネクタの種類には、ＤＢ２５（ＳＵＮ，ＰＣ９８等日本では多数）、ｍｉｎｉ Ｄ

ｉｎ-８、ＤＢ-９（ＩＢＭ-ＰＣ）、ＲＪ-１１、 ＲＪ-４５、ＭＭＪ等があり（実質的にはＤＢ２５、ＤＢ-９が大

多数）、さらに、これらは様々な接続方法がある。なお、ＲＳ-２３２ＣはＣＣＩＴＴ の．２４／．２８、

ＪＩＳのＪＩＳ-Ｘ５１０１等と機能的な互換性がある。電気的特徴についてこの３者間で大差はな

いが、機械的仕様においては相違点があ り注意が必要である（例：ＪＩＳではコネクタの固定

ネジをミリネジとしているが、他の２者ではインチを使用、ＪＩＳではＤＣＥ側のコネクタはメスで
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固定ネ ジもメスとしているがＲＳ-２３２Ｃでは特に規定していない）。これらは通信機器が、

近年急速に小さくなり、背面パネルに大きなコネクタが設置できなく なったことも一因となっ

ている。 

③ キャラクタベース端末制御 

    ・ キャラクタ端末制御プロトコルが（ＶＴ-１００やＶＴ-２００等）多数種あり、キャラクタ画

面の表示を伴うＡＰのポータビリティがない。 

    ・ Ｃｕｒｓｅｓの標準は、かなり以前に作られたため、現在はほとんどの端末でサポートし

ているカラー表示の 機能がない。 

    ・ Ｃｕｒｓｅｓがサポートできないワープロやペンコンピュータ等が増加。 

    ・ ＵＮＩＸ以外の環境ではＣｕｒｓｅｓはサポートされていない（ＩＢＭ３２７０等）。 

④ マルチメディアデータフォーマット 

    ・ ＰＣ系、ＭＡＣ系、ＵＮＩＸ系で音声や画像のデータフォーマットが統一されておらず、

表示できない。 

    ・ ～１．５Ｍｂｐｓ対応のＭＰＥＧ１は標準化済み。～１５Ｍｂｐｓ対応のＭＰＥＧ２は標準化

中。 

⑤ モデムのピンケーブル 

   ・ ネジが日米で異なる。 

（５）その他 

 ネットワーク上のサービス（例：ＶＡＮ）等については、今後調査し報告することとしたい。 

 

２．７ ＬＡＮ、ＷＡＮ 

 通信、計算機技術の進展に伴い，各事業所でローカルに運用されるＬＡＮ (Local Area 

Network) と事業所間を結合して運用されるＷＡＮ (Wide Area Network)が発達してきた。 

 また、現在はＬＡＮ、ＷＡＮがようやく普及時期を迎えつつあり、今後、音声、画像、データ

を統合したマルチメディアへの対応を控え、高速、大容量の通信インフラに対する需要も大

きく膨らみつつある。 

 このような中で、情報システムを開発構築するユーザーはシステムの構築を短期間に低コ

ストで実現するべく、標準化された製品を導入してシステムを構築しつつあるのが現状では

ないかと思われる。 



 

 

 36  

 

 現在は、ＬＡＮ、ＷＡＮの標準化に関して多くの提案がなされている段階であり、これら標

準化された製品の採用をするにあたって、いくつか考慮すべき課題があると考える。 

 よって、ここでは各ＬＡＮ、ＷＡＮの種類ごとの課題を列挙し、それを整理し、課題の明確

化を図り、考えられる対応を記述することとする。 

（１）ＬＡＮ 

    ① Ｅｔｈｅｒｎｅｔ ＬＡＮについて 

  ＬＡＮについて最も有名なのは、米ＤＥＣ、米Ｉｎｔｅｌ、米Ｘｅｒｏｘの３社が開発したＥｔｈｅｒｎｅｔ

である。 

  この３社の仕様は社名の頭文字をとってＤＩＸ規格として現在でも使用されている。 

 また、ＬＡＮの標準化作業はＩＥＥＥ（米国電気電子技術者協会）ＰＲＯＪＥＣＴ８０２（８０２委

員会）にて 1980 年から始められ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔでも利用されているＣＳＭＡ／ＣＤ（ＩＥＥＥ８０３．

２）等はこの委員会で作成されたものである。 

 このように使用されだしてから10年以上経過したＬＡＮであるが、デファクトスタンダードとし

ての生いたちを国際標準としたために、いくつかの不整合がＥｔｈｅｒｎｅｔ（ＤＩＸ Ｖ２．０）とＩＳ

Ｏ８８０２-３（ＩＥＥＥ８０２．３）に生じている。 

     1) フレームフォーマットの違い 

   Ｅｔｈｅｒｎｅｔは複数の上位プロトコルを識別するためにタイプフィールドを設けているのに

対しＩＳＯ８８０２-３は上位層にＯＳＩのみを意識して作られているため、Ｅｔｈｅｒｎｅｔのタイプフィ

ールド部分をレングスとして取り扱う。 

     2) 物理インタフェース 

  物理インタフェースであるピン数及びピンアサイン（シールドピン）の取り扱いが異なる。 

     3) ＳＱＥ機能の取り扱いの相違 

  ＳＱＥ機能（トランシーバーの衝突検出機能が正しく動作しているか否かをステーションが

確認できるように、一定のタイミングで衝突信号をステーションに対して送出する機能）は、Ｅ

ｔｈｅｒｎｅｔはオプション、ＩＳＯ８８０２-３は必須としている。 

    ② ＦＤＤＩ（Fiber Distributed Data Interface) について 
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 ＦＤＤＩは伝送媒体に光ファイバーケーブルを利用し、米国規格協会（ＡＮＳＩ）が作成して

いるＬＡＮ規格である。 

 ＦＤＤＩは国際的に標準化されているＬＡＮとしては最高速度であり、この高速性を生かして

主にバックボーンＬＡＮとして使用されている。 

 ここで、ＦＤＤＩの規格は４つの部分（物理層媒体、物理層プロトコル、媒体アクセス制御、ス

テーション管理）からなり、ステーション管理（ＳＭＴ）を除く３部分の規格化が終了し、ＩＳＯで

国際標準となっている。 

 しかしながらＳＭＴの規格化は遅れており、現在製品として出荷されたものは規格案ＡＮＳＩ

規格案レベル６．２を基に国内ではＩＮＴＡＰ（情報処理運用技術協会）が実装規約としたも

のをベースに作成されている。 

 また、ＩＮＴＥＲＯＰ’９１、ＩＮＴＡＰＩＮＥ’９１、ＬＡＮＥＸＰＯ’９２において相互接続性の試験が

実施された。 

 ここで話題となったのはやはりＳＭＴの問題であり、相互接続不良の８～９割の原因がＳＭ

Ｔと言われている。 

 現在においてはＳＭＴ Ｒｅｖ７．２が発行されるに至り、Ｒｅｖ６．２と７．２の共存や管理方法

を含めた相互接続試験が課題としてある。 

    ③ ツイストペア型ＦＤＤＩについて 

  ツイストペア型ＦＤＤＩは伝送路の価格を下げるためにＡＮＳＩにて標準化が進められている

ツイストペアケーブルを採用したＬＡＮである。これは基本的に物理層媒体の規格が光ケー

ブルからツイストペアケーブルに変更されるのみで他の変更はない。 

 しかしながらケーブルについては現在２つの大きな流れがある。 

 1) ＣＤＤＩ(Cupper Distributed Data Interface) 

ＨＰ社、ＡＴ＆Ｔ社、アンガンバス社を中心に製品化をしており、ＡＮＳＩ標準ベースである。 

 2) ＳＤＤＩ（FDDI over STP STP ：Shielded Pair Cable) 

  ＩＢＭ社、チップコム社、モトローラ社を中心に製品化している。この２つの流れについては

ＡＮＳＩは案で 94 年中に標準化の見込みである。 

    ④ １００ＭＥｔｈｅｒｎｅｔについて 

  １００ＭＥｔｈｅｒｎｅｔについては現在２つの勢力が技術を競っており、同じ種類のものがそ

れぞれ規格化される可能性がある。 

  1) ＩＥＥＥ８０２．１２ ： １００ＶＧ-ＡｎｙＬＡＮ 
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        1992 年 11 月にＨＰ社、ＡＴ＆Ｔ社が共同で提案した高速Ｅｔｈｅｒｎｅｔで、音声級ケーブ

ルの使用を前提とした技術である。 

  2) ＩＥＥＥ８０２．３ ： １００ＢＡＳＥ-Ｔ 

        1993 年３月に３ＣＯＭ、インテル社ＳＵＮ社等が提案したもので１０ＭＥｔｈｅｒｎｅｔと同一

アクセス方式でビットレートを 10 倍化した技術である。 

    両案については 1995 年前半にも標準化作業が終了する予定となっている。 

    ⑤ 無線ＬＡＮについて 

無線ＬＡＮの出現背景については、 

       ・ オフィスへのＬＡＮ敷設工事ができない 

ＯＡ用に設計されていない古いタイプのビル 

賃貸ビル 

       ・ 組織改編等による頻繁なオフィスレイアウトの変更 

       ・ セミナー、展示会等の一時的なＬＡＮの構築 

        等への回答として、近年無線ＬＡＮが欧米において実用化・製品化されてきた。 

 日本においては電波法の制約があり、ほとんど実用化されていなかったが、1992 年 12 月

の改正（２．４～２．５ＧＨｚ帯の免許不要）により製品が発表されるようになった。 

 製品化動向としては、ＮＣＲ（ＡＴ＆Ｔ）とモトローラがシェアを拡張している状況（ＮＣＲ：

30％、モトローラ：18％）であり、代表２社の（ＮＣＲ、モトローラ）の製品概要は以下のとおりで

ある。 

      ■モトローラ社（ＡｌｔａｉｒＪ） 

    ＊基本構成 

・ ＣＭ（Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｍｏｄｕｌｅｒ）と複数台のＵＭ（Ｕｓｅｒ Ｍｏｄｕｌｅｒ）で構成、ＵＭ１台当たり最

大８台の 端末接続が可能 

・ １台のＣＭで最大 50 台の端末を管理可能 

・ ＵＭ、ＣＭ間の伝送距離は最大 40 メートル 

    ＊既存有線ＬＡＮとの共存 
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・ 実行速度５．７Ｍｂｐｓ（伝送速度は１５Ｍｂｐｓ）とＥｔｅｒｎｅｔと同等の速度 

    ＊ダイバシティ・アイテナの採用 

・ ＣＭ、ＵＭ間で、36 通りの伝送路を持っており、常にマトリクスの中から最良の伝送路を選

択して使用 

      ＊ネットワーク・マネジメント対応 

・ ＳＮＭＰエージェントをサポートしており、ＭＩＢ-及び拡張ＭＩＢに対応 

      ＊ブリッジ機能 

・ ＵＭ内に接続された端末間の通信はＵＭのブリッジ機能により、そのＵＭ内で終結するた

め、基幹ＬＡＮ内への影響を最小限に抑える 

      ＊セキュリティ 

・ スクランブルとアクセス制限の併用 

       ■ ＮＣＲ社（Ｍａｖｅ ＬＡＮ） 

    ＊基本構成 

       ・ 無線装置が組み込まれたＷａｖｅＬＡＮインタフェースカードと呼ばれるＮＩ（Ｎｅｔｗ

ｏｒｋ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｃａｒｄ）と全方向型アンテナから構成 

       ・ 有線ＬＡＮへの接続はＮＩＣ搭載サーバーまたはＷａｖｅＰｏｉｎｔ機器を使用 

       ・ ＮＩＣはＡＴ互換機（ＩＳＡバス）及びＭＣＡ（ＭｉｃｒｏＣｈａｎｅｌ）用を提供。この他ＮＥＣ

がＯＥＭし、ＰＣ-９８やＥＷＳ４８００シリーズで提供 

       ・ 有線ＬＡＮとの接続は１０ＢＡＳＥ-５、トークンリングをサポート 

       ・ 接続距離はセミオープンで 30～60 メートル、クローズドで 15～30 メートル 

    ＊ＩＳＭバンドの使用 

        ・ ２．４ＧＨｚ帯を使用し、耐干渉性の強いスペクトラム拡散を採用 

       ・ 伝送速度２Ｍｂｐｓ、実効データ転送速度１５４Ｋｂｐｓを実現 

       ・ 無線局のライセンスが不要 

    ＊無指向性アンテナの使用 

       ・ 対等分散方式に向いており、クライアント間のＰＥＥＲｔｏＰＥＥＲ通信が可能 

      ・ ケーブルが不要であり、移動性に優れている 
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    ＊現存プロトコルとの互換性 

        ・ 業界標準のネットワークドライバ（ＩＰＸ、ＤＬＰＩ、ＮＤＩＳ、ＯＤＩ）をサポートしており、

Ｎｅｔｗａｒｅ、ＬａｎＭａｎａｇｅｒ、ＴＣＰ／ＩＰとの互換がある。 

    ＊セキュリティ 

        ・ 盗聴、妨害、混信に強いスペクトラム拡散を採用 

        ・ 独自の機密セグメントＩＤコードによる相手判別 

        ・ 暗号化ＡＥＳ（Ａｄｖａｃｅｄ Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ Ｓｃｈｅｍｅ）の採用 

       ■ 標準化動向 

   国際標準の動向としてはＩＥＥＥ８０２委員会で標準化作業中（ '94 末までには標準化予

定）であり、国内標準については電波システム開発センターで検討中である。 

  ここで、現状では無線ＬＡＮについて標準化されたものはなく、各メーカー独自に製品化

しているが、標準化団体（ＩＥＥＥ）で制定後は、規約に合致した製品が出回ると思われる。 

 また注意しておかねばならないことは、いままでに成立しているＬＡＮの規約はすべて有線

であり、現在策定作業中のＬＡＮは無線であることから、セキュリティ管理方式が規約に取り

込まれているかどうかという点である。 

 また、規約に合致した製品同士の接続についての保証（規約には冗長性をもたせることが

ある）は標準 化団体（ＩＥＥＥ）で行われないため、ユーザーが独自に調査・実証を行わなけ

ればならなくなる可能性がある。無線ＬＡＮについてはＩＥＥＥ８０２．１１  委員会にて標準化

作業中であるが、現在はＮＣＲ（ＡＴ＆Ｔ）とモトローラがシェアを拡張している状況にある。 

    ⑥ ＴＣＰ／ＩＰについて 

 これまでの標準化は物理層とデータリンク層の規格であり、ネットワーク層以上のＬＡＮ固

有のプロト コルは原則として存在しない。しかし、ＬＡＮボードやＬＡＮ用アプリケーションが

標準的に採用しているプロトコルがある。その代表的なものとして米国国防 省（ＤＯＤ）のＴ

ＣＰ／ＩＰ（Trancemission Control Protocol /Internet Protocol)がある。 

 ＴＣＰ／ＩＰが広く利用されている理由は仕様が公開されＬＡＮ用プロトコルとして採用でき

る環境が 整っていたことと、ＵＮＩＸが標準でサポートしたこと等が考えられる。特にアプリケ

ーションレベルのプロトコルであるＦＴＰ（ファイル転送）や ＳＭＴＰ（電子メール）なども標準

化されており、簡単な業務なら特別な通信ソフトウエアを利用しなくとも実行できる。 
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 ＩＣＭＰ（Internet Control Message Protocol)はＩＰモジュールの一部として実装されているプ

ロトコルである。機能としてはＩＰフレームの異常に対して、その異常を送信元に通知する 機

能とＴＣＰ／ＩＰ動作上必要な情報入手のための問い合わせメッセージであるが、ＩＣＭＰを受

け取った際の各端末の動作について記述されていないため製品 によっては受信ステーシ

ョンに無視されるケースがある。 

    ⑦ ＳＮＭＰ（Simple Network Management Protocol) について  

 ＳＮＭＰはＴＣＰ／ＩＰネットワークの標準管理プロトコルとなっている。もともとＯＳＩ管理のＣ

ＭＩＳ／ＣＭＩＰ（Common Management Information Service /Protocol) の標準化が進むまで

の短期解として開発された。しかしながらＴＣＰ／ＩＰネットワークが広く普及したことや、ＯＳＩ

管理がなかなか標準化されなかったことなどから急速に利用が拡がっている。 

 ここでＳＮＭＰを利用するにあたり管理情報収集のため多数のパケットのやり取りが発生し

（ポーリングベースであるため）ネットワークのトラフィックを増やしてしまうことがある。 

 また、ＭＩＢ（Management Information base ）：管理対象の集合が標準ＭＩＢ（ＩＢＡ〈Internet 

Architecture Board 〉が規定している）と各ベンダーが独自に定義した拡張ＭＩＢの２つあり、

各メーカーにおいてすべてサポートされているとは限らない。 

（２） ＷＡＮ 

    ① フレームリレーについて 

  フレームリレーについては、近年国際的にはＩＴＵ（InternationalTelecommuni-cation 

Union) におけるＩＴＵ-Ｔ勧告があり、国際的にはＴＴＣ勧告が進められている。ＴＴＣ勧告は

基本的にはＩＴＵ-Ｔをベースとした内容となっており、ＩＴＶ-Ｔ準 拠で推進されている。国内

においては、1994 年６月よりＮＴＴにおいてサービスインが予定されている。 

  このような中においても、ＩＴＵ-ＴとＡＮＳＩでの相異が見られる（ＤＬＣＩ〈データリンク識別

子〉の使い方等）ことや、ＩＴＵ-Ｔでは物理インタフェー スはＩ．４３０かＩ．４３１を規定している

が、現実には製品化されている交換機はＸ．２１やＲＳ４２２等であるので事前にチェックが必

要であったりする。 その他においてもフレームリレーサービスでは網が輻輳した場合の回避

方法については明確にされていなかったり、課金方法についても明確でない。 

    ② ＡＴＭ（Asynchronous Transfer Model)について 

  ＡＴＭの標準化については、ＩＴＵ-Ｔや民間団体のＡＴＭフォーラムなどで進められてい

るＩＴＵ-ＴはＢ-ＩＳＤＮの実現を目的としてＡＴＭを定義してい るのに対し、ＡＴＭフォーラム

はＬＡＮや自営ＡＴＭ網への実装も対象としている。ＡＴＭフォーラムはＩＴＵ-Ｔの勧告があ

ればそれをベースとして取り込 み、未勧告でも早期に必要な内容についてはＩＴＵ-Ｔと連
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携をとりながら仕様を作成している。よってＩＴＵ-Ｔより仕様作成作業が進んでいる部分もか

なり ある。 

  このような中において、ＩＴＵ-Ｔ勧告はいくつか出されているが、内容についてはあいまい

な部分が多く、まだこれからとの感が強い。 

（３） 課題の整理 

   以上のような課題を整理してみると、 

① 規格（規約）の中にあいまいさを含んでいる部分がある。 

② 規格（規約）は決まっているが、ユーザーがオプションパラメータを選択可能で、結果とし

てうまくつながらない。 

③ レイヤの低い部分は当然標準化していかなければならないが、ユーザーが利用する第７

層（アプリケーションレイヤ）の充実がＴＣＰ／ＩＰの例を見ても必要である。 

④ 標準規格の設計は技術を有するベンダー中心のためユーザーニーズを反映することが

難しい（メーカー間の戦略に振り回される結果となる）。 

⑤ 世界的コンセンサスを得るため標準作成に時間がかかる。 

⑥ ＷＡＮの分野についてはＩＴＵ-Ｔ勧告、ＬＡＮの分野についてはＯＳＩ、ＩＥＥＥ等が作成し

ているため、これをシームレスに接続また管理するための方策を考える必要がある。 

などが考えられる。 

（４） 改善策ならびに考え方 

 規格（規約）の曖昧さについては、ハードウエアについては導入時における仕様への反映

や、検査で顕在化 させることができるが、ソフトウエアについては導入時検査で発見する方

法しかとれない。テストを実施するにあたっても時間、費用もかかることから、その効 率的実

施方法を検討しておかなければならない。幸い最近になってＯＳＩ one（メーカーの任意団

体）がインターオペラビリティテストの結果のＤＢ化を推進する動きが見られることや、ＯＳＩの

コンフォーマンステストに Internet も加える動きがあることから、そのような情報の利用やＦＤ

ＤＩ製品のテストについてはＡＮＴＣ（Advanced Networking Test Center ：米国）を利用する

など検討し、テスト工数を削減すべきと考える。 

 また導入するソフト製品の仕様を作成する上においては、どの規準を満足すべきか明示し

ておくことも必要と考える。 
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 以上のように、情報の共有化を図り、情報システムに関わる人たちの生産性向上を図ること

が大切である。 

 また、無線ＬＡＮの中でも周波数の割当等の法規制の問題があったが、今後さらなる規制

の緩和が必要と思われる。 

 ＷＡＮについては今後、音声等のリアルタイム系とデータ系の融合が図られてくると予想で

きるが、現在は、シームレスな融合のためのシナリオを早く描く必要があると考えられる。 

 最後に、新しい製品や規格（規約）については前項の、のとおり、ユーザーはアプリケーシ

ョンサービスの享受が最終目的であるから、ユーザーは特にこの部分に対して積極的に意

見を述べることである。これによって標準への反映も現在よりも進展していくと考えられる。 

 各分野について思うがままに課題を書き出し、その課題のすべてについて改善策は示す

ことができなかったが、システム設計／構築していく上で参考となれば幸いである。 

 

２．８ ドキュメント・データ標準 

 ドキュメント・データについては、身近なワープロ等のＯＡソフトで作成するケースが最も多

いが、スタン ドアローンＯＡ機用に開発されてきた経緯からわかるように、このような領域で

は、機能重視、優先のため個々のソフト間のデータ形式を統一するのは、当分の 間、非常

に困難なことと思われる。 

 本項では、既に統一されたデータ標準を目指し活動が続けられている技術分野の動向を

参考に、ドキュメント・データ標準に関する今後の課題を検討した。 

（１）現状と問題点 

    ① 現状 

 ＯＡ機器の大幅な普及、適用業務の拡大と深化は、電子的に処理される情報、特にドキュ

メントの割合を急激に増加させている。対象となるデータ形態は文字（テキスト）以外にイメー

ジ、図形が追加され、テキストフォントの増加も合わせ、多様な表現様式を持つに至ってい

る。 

 例えば、契約書、見積書、予実算管理書、ビジネス参照資料、取り引き関係書類、コミュニ

ケーション資料、技術文書、プロジェクト共通文書などでは、通常の事務手続き文書以上に

多様で高品質な表現を要求され、ドキュメントのデータ構造もより複雑になっている。 
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 その作成手段は、内部データ構造の異なるパソコン、ＥＷＳ、大型ホスト、専用ワープロで

あり、利用されるソフトもワープロ、表計算、ＤＢ管理ソフト等多くのものがある。さらに技術分

野ではＣＡＤ、ＣＧのようにビジュアルなデータ形態もドキュメントの一つとなる。 

 このようなデータがネットワーク利用の進展に伴い個人レベルで使用するワープロや表計

算ソフトから 全社的な事務、技術関連のアプリケーション、あるいは企業間で相互に関連す

るようになり、伝達、参照、利用される機会が多くなるに従い、互換性のないデー タ形式が

情報の共有、流通の大きな問題として顕在化してきている。 

    ② 問題点 

 一過性のデータであればある程度我慢できるが、企業内のドキュメントはそれ自体がデー

タベースとしての役割の側面があり、伝達や再利用の際の電子化されたデータの互換性は

重要な問題である。 

 具体的に問題点を列挙すれば以下のようになろう。 

1) ソフト間でデータ形式が異なる。特に国内のパソコン用ワープロではデータ変換の対象

はテキストに限定されている。 

2) 機種間で電子化媒体が異なる。例えばフロッピーの初期フォーマット形式が異なる。 

3) データ形式が異なるため、プリンタ等の出力媒体で文字フォント、サイズ、罫線等の線種

が一様にならない。 

4) イメージや図形が統一して扱えない。 

5) 日本語入力が統一されていない。 

6) 機種、ソフトにより日本語のコード体系が異なる（JIS、 シフト JIS 、 EUC)。 

7) ソフトごとにドキュメント作成操作が異なる。 

8) ドキュメント内容は作成されたソフトを起動しないと確認できない。 

9) ドキュメントの変更管理が容易でない。 

10) 異なるソフト間でＥ-ｍａｉｌが利用できない。 

11) データ圧縮技術が活用されていないため、ドキュメントデータ量が膨大になる。 

 以降では、主にドキュメントの形態がより複雑となる技術分野を対象に、企業全体の商品

が形成されるサイクル全体を通じたドキュメントのかかわり合いから検討を進める。 

（２）必要要件 

 このようにソフトごとに作成されるドキュメント形態が不統一な状況に対して、ユーザーが業

務でドキュメ ントを作成する場合に必要とする要件は、電子情報化社会において際限なく

湧き出て、一朝一夕では解決が困難と思われるが、連動するドキュメント作成ソフト や周囲

の処理環境と共にこうあってほしいと願う姿をあげれば、以下のようになる。 
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    ① ドキュメント内容、作成機能 

 1) 文字フォント、サイズが容易に定義、変更でき、ソフト間で相互に参照できる。 

 2) 多国語に対応している。 

 3) イメージ、図形等を含む。 

 4) 複数ドキュメントの編集（切り貼り）が容易にできる。 

    ② 表示・出力 

 5) どのような環境（機種・フォント）であっても一様な表示、出力が可能である。 

    ③ 変更、管理 

 6) ドキュメント作成変更が最小限の作業で行える。保管、検索が容易で履歴が保存できる。 

 7) ドキュメントの変更内容が記録され、かつ同時に共同利用が可能。 

 8) 一般アプリケーション、ＯＡソフト、ＤＢＭＳから出力されたドキュメントファイルが容易に

互換でき、 

     他のソフトのファイルが参照、引用できる。 

 9) 大容量ドキュメントの保管・取り出しが迅速に行える。 

    ④ ネットワークでの利用 

10) 作成されたドキュメントが社内及び企業間で標準化され、ネットワーク上で利用可能。ネ

ットワーク通信、配信に対応している。 

11) ネットワークからの参照に対して機密が保持される。 

（３）標準化の動向 

 国内では、ソニーが提唱し推進している文書互換のための標準フォーマットＣＤＦＦに２０

数社のベンダー が参加している。これはＵＮＩＸワークステーション（ソニーＮＥＷＳ）の文書

を対象とし、テキスト、ベクトルデータ、イメージデータ（ラスター）を含む文 書構造（レイアウ

ト、文書構成、データと属性）を規定している。一般ＯＡ用のワープロは対象外である。 

 技術分野でのドキュメントデータの標準化については、国際的な活動が活発になりつつあ

り、企業内での生成と企業間でのデータ交換の２つの観点から整備が進んでいる。 

 その１つはＣＡＬＳ（Computer-aided Acquisition and Logistic Support)計画で、米国安全

保証産業委員会と国防産業が共同で推進している。ＣＡＬＳは、設計開発段階から、製造、

保守、運用、教育訓練に至る各段 階で発生する情報の標準化を図り、データベース化によ

り情報の再利用をもくろむもので、トータルなライフサイクル・コストの削減、さらには設計等

の時間短 縮を計ろうとしている。 
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 戦闘機の設計製造には多くの企業が係わり、関連する技術ドキュメントは数１０万～１００万

ページに及ぶ 膨大なものとなり、製品の変更改良やそれに関連する技術伝達、教育で多

大な労力が発生すると言われている。そのため 85 年に米国防省で正式な計画として改 善

の検討が開始された後、標準化の作業に移り、第１段階の 89 年～94 年に情報を１つのディ

ジタルファイル交換標準に統一し、94 年以降の第２段階で情報 のデータベース化を行う予

定となっている。 

 ＣＡＬＳ計画の実現によりエンジニアリング領域で期待される効果には、設計変更時に

80％の時間削減、図面アクセスが数日から数時間へ、図面枚数が 200 枚から３枚へ、教育

訓練時間が 82％削減、実物模型が不要等があげられており、遠望な計画が進みつつある。 

 ＣＡＬＳでは表２-８-１のデータ標準を採用／規定している。 

 

表２-８-１ 

（ファイルが見つからない） 

 

 ドキュメントに直接関連するＳＧＭＬは、1986 年にＩＳＯ ８８７９として承認され、92 年には 

ＤＯＤ（米国防省）への納入の際に義務づけられる等、標準として定着している。ＳＧＭＬ文

書は、文字コード体系など全体を定義するＳＧＭＬ宣言、論理構造 を定義する文書型定義

（ＤＴＤ）、実体を表す文書インスタンスで構成され、タグで個々の内容を識別する。出力や

表示にはスタイル定義（ＤＳＳＳＬ、 ＦＯＳＩ）、プリンタ言語（ＰＤＬ）が組み合わされる。単にド

キュメント作成の目的だけではなく、文書データベースにも応用されている。 

 ＣＡＬＳは米国の国防における情報取扱規約を出発点として、ＩＳＯのような対応する国際

標準を取り込み 標準が策定されているが、すべてにわたってビジネスで流布している国際

的な包括規定に対応しているわけではない。今後、技術ドキュメント標準として実際に 効力

を発揮するためには、現実的な標準の取り込み、移行が必要と考えられている。例えばＰＤ

ＥＳ／ＳＴＥＰのように標準化が初期の段階にある規定を採用し ており、安定するまでにかな

りの期間を要するものと予想される。 

 米国以外でも、日本、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、台湾、シンガポール、西欧

において広がりを見せ始めているが、まだ評価段階にある。 

表２-８-２  CALS 関連規約 
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表２-８-２ 

 

 

表２-８-３   米国での CALS 推進組織 
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表２-８-３ 

 

 

（４）要望 

 ドキュメント・データは企業の中枢のノウハウを含み非常に重要な情報源になるべきもので

あるにもかかわらず、その標準化は軽視されている。データの標準化を全面に押し出してい

るＯＡソフトは一部を除き一般には出廻っていない。ドキュメント・データを生成するソフトに

関連するベンダー各社にはもっと前向きな姿勢で対応していくことを切に望みたい。 
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 このような観点を踏まえ、いくつかの要望事項を以下に示す。 

① ドキュメント・データの標準化への参画を意志表示する。 

② 中間フォーマットとしてのデータ標準の協議機関を明確にする。 

③ 国際標準化機関への積極的な参画（ＩＳＯ等）。特に日本語コードの国際規約への対応

として国内の意見を集約し提示する。 

④ 個々のソフトについては準拠しようとしているデータ標準と範囲を明確にする。 

  当面、行ってほしいこととしては、 

⑤個々のソフト間のデータ変換機能を提供する。 

⑥そのためデータ形式、論理構造を公開する。 

⑦日本語コードの統一（ＪＩＳ、シフトＪＩＳ、ＥＵＣ）。 

       困難であればコード変換ツールの提供。 

 一方、ここ最近、音声や動画、映像を含むいわゆるマルチメディアの利用が急速に進んで

いる。今後、情報 伝達内容は、従来のドキュメントのように静的な文字主体のものから、さら

に多くの情報を含むイメージを多用したものやマルチメディアを対象としたものへ移 ることが

予想される。 

 そこでは多くの情報をもつため、大容量データの高速転送や保管が大きな課題となり、デ

ータ圧縮技術が必 須の技術となる。したがって、ＪＰＥＧ（カラー静止画像圧縮）、ＭＰＥＧ（カ

ラー動画圧縮）、ＭＨＥＧ（映像、音声を含むマルチメディアデータ圧縮）のよ うな国際標準

にも留意したい。 
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第３章 相互接続性・相互運用性・可搬性関連 

 

３．１ ＴＰモニタ 

（１）ＴＰモニタ関連の標準 

 ＴＰモニタ関連の業界標準としては、以下のようなものがある。 

  ・ Ｘ／ＯＰＥＮ ＤＴＰモデル 

  ・ ＯＳＦ ＤＣＥ 

  ・ ＩＳＯ ＯＳＩ ＴＰ標準 

  ・ ＩＥＥＥ ＰＯＳＩＸ 1003.11 ＴＰ標準   等 

 ここでは、ＴＰモニタの内部のコンポーネント及びコンポーネント間のインタフェースを規定

しているＸ／ＯＰＥＮ ＤＴＰモデルについて考察を加える（図３-１-１）。 

 

 
図３-１-１ 

 

 ＲＭ（ＲＥＳＯＵＲＣＥ ＭＡＮＡＧＥＲ）は、共有資源（ＤＢＭＳ、プリンタシステム等）に対する

アクセスを提供する。この部分はＴＰモニタには含まれない。 

 ＴＭ（ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ ＭＡＮＡＧＥＲ）とは、トランザクション処理の開始や終了等の処

理を行い、ＴＰモニタの主要部分である。 

 ＣＲＭ（ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＲＥＳＯＵＲＣＥ ＭＡＮＡＧＥＲ）は、クライアント／サーバ

ー間のコミュニケーション機能を提供し、ＴＰモニタの一部分である。 

 このモデルは、汎用機のＴＰモニタと比較すると、ＴＰモニタ特有の機能がデータベース機

能から分離され ている点が大きく異なる。そのため、既存のデータベースを比較的に自由

に組み合わすことが可能になっている。しかし、その反面、障害時等に、ＴＰモニタの ログと、

ＤＢＭＳのログと両方みる必要がある等、運用が複雑になっている部分もある。 
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 ＴＰモニタは、１つのサーバーで大量のオンライントランザクション処理を行う場合には必須

の機能であるが、通常のクライアント／サーバー型のアプリケーションを構築する場合も非常

に有効なツールである。 

（２）Ｘ／ＯＰＥＮ ＤＴＰモデルの標準化動向 

 ＡＰとＲＭ間のインタフェースは、ＲＭがＲＤＢの場合は、ＳＱＬインタフェースが事実上の標

準である。 

 ＡＰとＴＭ間は、ＴＸ Ｉ／Ｆというプレリミナリー仕様がある。 

 ＴＭ－ＲＭ間は、ＸＡインタフェースがあり、これは正式な標準になっている。 

 ＴＭとＣＲＭ間は、ＸＡ＋インタフェースという標準の検討が行われている。 

 ＡＰとＣＲＭ間のＡＰＩは、現在、標準の検討が行われていて、ＴＵＸＥＤＯベースのＸＡＴＭＩ、

ＥｎｃｉｎａベースのＴｘＲＰＣ等が標準の候補となっている。 

  したがって、このモデル自体、未完成の状況であり、アプリケーションの可搬性等が保証

できるレベルには至っていない。早期に確定することが望まれる。 

（３）標準化の問題点 

 分散アプリケーション開発には、ＴＰモニタは様々な意味で重要である。 

  １） ＯＬＴＰ処理の実現 

  ２） 通信制御処理部分の開発工数削減 

  ３） アプリケーション開発の生産性向上 

  ４） システム運用負荷の軽減、 等 

 Ｘ／ＯＰＥＮ ＤＴＰモデルは、上記の１）２）やＡＰの可搬性を高めるという意味では効果が

あるが、異種のＴＰモニタを相互接続するということは現状の標準化のレベルでは困難であ

る。異機種のＴＰモニタ間の接続には、ＯＳＩ ＴＰがＣＲＭ間の標準として有力である。 

 また、アプリケーション開発環境については、一部ＣＯＢＯＬや４ＧＬがＴＰモニタ配下で使

用可能なものもあるが、メインフレーム環境と比較すると、必ずしも高度な性能が提供されて

いるわけではない。 

 システム運用に関しては、ＴＰモニタによりターゲットとしている環境に差があり、機能レベ

ルは製品によりまちまちであるが、システムの分散化という流れを考えると、より高度な運用

機能を実現することが望まれる。 
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 今後の標準化において、ＴＰモニタが備えるべき運用や開発のための標準機能の定義と

そのＡＰＩ等の標準化が一番必要と思われる。 

 〔例〕 ・ 運用支援機能 

       クライアント管理／構成変更／ソフトウエア配布／定義体作成支援 

     ・ 開発支援機能 

       テスト支援／ＣＯＢＯＬ／デバッカ 

（４）製品の標準化準拠状況 

 Ｘ／ＯＰＥＮ ＤＴＰモデルが、ＸＡインタフェースのみ正式標準という状況なので、各ＴＰモ

ニタは独自仕様のＡＰＩを定義している。 

 ＴＵＸＥＤＯ、ＥＮＣＩＮＡ、ＴＯＰ ＥＮＤ等の主要なＴＰモニタの製品群は、Ｘ／ＯＰＥＮ ＤＴ

Ｐモデルへの準拠ということを方針として打ち出し、積極的に標準インタフェースをサポート

する姿勢を示している。 

 ＲＭとして、ＸＡインタフェースをサポートしているＤＢＭＳは増加している。 

 ＯＲＡＣＬＥ、ＳＹＢＡＳＥ、ＩＮＦＯＲＭＩＸ等が最新版で、ＸＡインタフェースのサポートを行っ

てい る。ＴＰモニタによっては、ＸＡインタフェースをサポートしていないＤＢＭＳが利用でき

るように、特別なインタフェースを提供しているものもある（ＴＯＰ  ＥＮＤのＸＡベニア等）。 

 

３．２ データベース 

   昨今のワークステーションやＬＡＮの発達とクライアント／サーバーシステムの進歩により、

分散システム環境がますます利用されるようになってきている。こ のような環境において、異

機種分散環境下のデータベースを容易に利用できることが、ユーザーの要求するところであ

る。そのためにはデータベースに関連する 様々な技術の標準化が必要である。本項では、

データベースの標準化についてこれまでの経緯と今後の動向を紹介し、ユーザーから見た

データベースについての 問題点を提起する。なお、本文中、* で示した番号は、本項の終

わりに掲載した参考文献を指し示すものである。 

（１）ユーザーのデータベース使用状況 (*1) 

 X/Openが行ったXtra調査（注）によると現在最も多く使用されているデータベースはＳＱＬ

対応のリレーショナルデータベース（ＲＤＢ）であり、将来依存度が高まると考えているデータ

ベースはオブジェクト指向データベース（ＯＯＤＢ）である（表３－２－１、２参照）。 
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表３－２－１ 

 

 

表３－２－２ 

 

（注） 1993 年に X/Open が、北アメリカ、ヨーロッパ、日本、オーストラリアにおいて実施した、

237 名のオープンシステムのオピニオン・リーダーを対象に行った調査。なお表中の「アメリ

カ」には、アメリカ、カナダ、オーストラリアが含まれる。 

 以下、各データベースの標準化の概要と、現状及び将来主流となると考えられるＲＤＢ及

びＯＯＤＢ関連の標準化動向について記す。 

（２）データベースの標準化動向 

    ① これまでの各データベースの標準化概要 (*2） 

      1) 階層型データベース／ネットワーク型データベース 

  データベースに関する最初の標準化は、1967 年米国データ・システムズ言語協議会ＣＯ

ＤＡＳＹＬ(The  Conference on Data Systems Languages)によって行われたネットワーク型ＤＢ

ＭＳについてのものであり、階層型ＤＢＭＳについては行われなかった。階層型ＤＢＭＳの主

流であ るＩＭＳをリリースしているＩＢＭは、ＣＯＤＡＳＹＬが階層型ではなくネットワーク型を使

用したことに強く反発、「ＩＢＭはあくまで階層型で行く」 と宣言しており、現在でもＣＯＤＡＳ

ＹＬ準拠製品をリリースしていない。 

         2) ＲＤＢ (*3） 
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   ＲＤＢの標準化は、その操作言語であるＳＱＬの標準化を中心に行われている。これまで

のＳＱＬの標準化経緯を以下に記す。 

海外   

1986 

1987 

1989 

 

 

 

 

1992 

 

ＡＮＳＩ（米国規格協会）で米国標準化 

ＩＳＯで国際標準として制定「SQL(IS9075-1987)」→SQL1 

ＩＳＯで SQL1 機能拡張を制定 

「SQL1Addendum（補遺）1(IS9075-1989)」→SQL89 

追加機能 

① 参照制約定義機能 

② 定義域を制約する CHECK （検査制約）と DEFAULT （既存値の指定）機能 

ＩＳＯ規定（大規模ＤＢシステム構築対応） 

「SQL(IS9075-1992)」→SQL2→SQL92 

追加機能 

① データ・タイプの追加 

② 表やビューの削除／変更が可能 

③ 動的ＳＱＬ 

国内   

1987 

1990 

1993 

ＪＩＳ規格制定「JIS SQL(X3005-1987) 」 

JIS SQL 補遺(X3005-1990) 

SQL92 対応版 JIS SQL(X3005-199X) 原案作成済み 

現在規格調査委員会での審議待。 

          

       1) その他のデータベース 

              その他データベースの標準化は行われていない。 

   オープンシステムの標準化を推進している X/Open では、SQL92 と InformixCorporation

により発行された C-ISAM 製品のためのインタフェースを採用している。 

   ② 主要ＤＢの今後の標準化動向 

         1) ＲＤＢ (*3） 

        ＳＱＬの今後の標準化について以下に記す。 
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          ・ SQL92 について提案に上がっている追加規定 

            a. コール・レベル・インタフェース(CLI) →SQL92 補遺１の公算大 

       b. ストアド・プロシジャ機能→SQL92 補遺２の公算大 

            c. トリガ機能→SQL9X （以下 SQL3）または SQL92 補遺３の可能性あり 

          ・ SQL3 の計画 

         ISO データーベース言語(DBL) グループ会議でＳＱＬ標準化プロジェクトの見直

し提案 

             →このままでは規定が大きくなりすぎて実現が困難（1992.11 ） 

             「SQL3 では、規定を機能ごとにパッケージ化して個別に標準化作業を進めて

いく」 

          ・ 提案事項 

                  ＊SQL3 では、規定をコアとパッケージ部分に分ける。 

           ＊コア部には、SQL89 、及び「SQL92 の中間規定(intermediate+α）」を採用

する。 

                     +α 部分は、整合性機能と各国語対応を付け加える。 

           ＊パッケージ部は次の５機能で構成する。 

                      ① ランゲージ・バインディング 

                      ② 演算処理機能 

                      ③ トランザクション機能 

                      ④ データ・タイプ 

                      ⑤ セキュリティ 

       ・ ＤＢＬグループ会議でオブジェクト指向とマルチメディア対応の機能を SQL3 に取

り込むことを決定 

             ・ オブジェクト指向に関する追加機能 

                        ①クラス 

                ②クラス階層と継承 

                 ③メソッドの記述 

                ④抽象データ型のサポート 

               ⑤複合オブジェクト 

                         ⑥オブジェクト識別子 
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           ・ マルチメディア対応 

              SQL3 そのものの機能ではなく、SQL3 から参照するライブラリのような位置

づけとして考えている。 

             「SQL Multimedia and Application Package(SQL/MM)」 

                   →SQL3 対応のマルチメディア機能の標準化プロジェクト 

   1993 年秋に、SQL/MM を ISO の標準化プロジェクトとして取り上げるよう日本を中心に提

案がなされた段階であり、まだ今後のスケジュールなどは決まっていない。 

           ・ 問題点 

＊ DBL グループはSQL3とSQL92 の非互換は避けたいとしているが、SQL3をSQL92 の

延長上からはずしたため、すべての項目に互換を確保するのは難しい。 

＊ 計画では、SQL3 を 1994 年中にＤＰ(draft proposal)化し、1995 年にＤＩＳ（draft 

international standard) として確定することを目標にしているが、検討項目の多様さを考える

とその時期の達成は微妙である。 

     2) ＯＯＤＢ (*4） 

  ＯＯＤＢに保存するオブジェクトは、永続性(Persistence) をもたせるための指定が必要で

あるが、この指定は、永続性をもつオブジェクトを継承する方法や、ポインタを使う方法があり、

統一されていない。ＯＯＤＢに関する標準推進化団体ＯＤＭＧ(Object Database 

Management Group)が標準仕様を作成中である。 

  ＳＱＬの標準化に関連して、ＡＮＳＩ ＳＱＬの標準化でオブジェクト指向の要素を取り入れ

る方向にある。これは 1995 年に規格化されるはずのＳＱＬ３で 実現する。ＳＱＬ３で検討され

ている項目には、オブジェクト識別子、抽象データ型、データ型の拡張、継承による階層化

などがある。 

  ＯＯＤＢＭＳと呼べる製品はＲＤＢＭＳを包含していると見てとれる。しかし、オブジェクト指

向言語が一般に広く受け入れられてない点や自由度が高い点で、 扱いの難しさが指摘さ

れる。一方、ＲＤＢＭＳは複雑なデータ構造を扱う面で機能不足が指摘されている。ＲＤＢＭ

Ｓのオブジェクト指向拡張とＯＯＤＢＭＳの ＳＱＬ採用によって、お互いの欠点を克服しつつ

接近してきている。 

〔参考〕標準化関連団体概要説明 

① ＩＳＯ(International Organization for Standarization)  (*5）  
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    工業及び技術に関する国際規格の統一と国家間の調整を目的として、1947 年に設立さ

れた国際機関で、90 か国以上から国家を代表する標準化団体が加盟している。日本からは

日本工業標準調査会が参加して いる。 

② ＣＯＤＡＳＹＬ(The Conference on Data Systems Languages) (*6） 

    1959 年、アメリカの政府、コンピュータ・メーカー、ユーザーの３団体によって構成された、

事務用プログラミング言語の開発を目的とする団体。1960 年には事務用プログラミング言語

としてコボル（ＣＯＢＯＬ) が発表され、その後、データベースの言語についても研究が行わ

れ、コダシル型データベースを開発している。 

③ ＡＮＳＩ(American National Standards Institute)  (*5） 

   アメリカを代表する民間の標準化団体。アメリカを代表してＩＳＯに加盟しており強い影響

力を及ぼしている。アメリカ政府機関もＡＮＳＩに加入している。 

④ Ｘ／Ｏｐｅｎ (*5） 

  1984 年、フランスのブル、イタリアのオリベッティ、イギリスのＩＣＬ、旧西ドイツのシー メン

ス、ニクスドルフといった欧州の中心的企業５社により、ＵＮＩＸの統合化を目的として結成さ

れた。現在はＵＩ及びＯＳＦ自身とその主要メンバーのすべ てを含む日・米・欧のベンダー

24 社、及びユーザー、ソフトハウスなど、約 120 社の企業、団体から構成されており、特にヨ

ーロッパにおいて強い基盤をもっている。 

（３）異機種データベース分散環境のための標準化動向 

  異機種データベースを、分散環境で自由に利用するために標準化団体及び業界団体で

様々な活動が行われている。 

   ここでは、ＩＳＯが標準化に取り組んでいるＲＤＡ(remote database access)、及び業界が推

進しているＯＤＢＣ(Open Database Connectivity)、ＩＤＡＰＩ(Integrated Database Application 

Programming In terface)について記す。これらは、その対象範囲、実現環境は違うが、図３-

２-１のＲＤＡの例に示すように、クライアント側とサーバー側（もしくはアプリケーション側とＤＢ

ＭＳ側）のＡＰＩを規定するものである。 
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図３-２-１ 

 

    ① ＲＤＡ(remote database access)の標準化動向 (*７） 

 複数ベンダーのデータベースにまたがる分散データベース・システムを構築するために必

要な、共通したデータベース及び通信インタフェースを提供するのがＲＤＡである。以下に

その標準化動向を記す。 

海外   

1985.11 

1985.12 

 

1987.12 

1992.06 

ＯＳＩ参照モデル第７層のアプリケーションの一つとしてＩＳＯで標準化開始 

ＥＣＭＡ（欧州電算機製造者協会：European Computer Manufact-urers Association ）の 

データベース技術委員会が技術報告書を提出。 

規格草案作成 

ＩＳＯ、ＲＤＡの基本標準を国際規格(IS)化 

国内   

1988.11 

 

1993.03 

ＩＮＴＡＰ（情報処理相互運用技術協会：通産省管轄の社団法人）主催のＯＳＩ相互接続実験

デモが世界で初めて実施された。 

ＩＮＴＡＰ、ＲＤＡのＩＳ化を受けて、ＲＤＡ実装規約の初版を完成。 

今後の動向 

  ＩＳＯは、SQL92 への対応を含めた標準 RDA の機能拡張を検討しており、1995 年６月を

目指して改訂版(Amendment) のＩＳ化を予定している。 

    ② ＯＤＢＣ(Open Database Connectivity)の動向 (*８） 

    クライアント側のアプリケーションからデータベースにアクセスするための標準ＡＰＩとして

マイクロソフト社が提唱している仕様。91 年 11 月米国で発表。 
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 ＯＲＡＣＬＥなどの主要ＲＤＢベンダーはＯＤＢＣ対応を表明しており、現在各社ともＯＤＢＣ

ドライバを開発している。 

 ＜ＯＤＢＣ対応の Windows アプリケーション＞ 

「ACCESS」（マイクロソフト） 

「Excel」（マイクロソフト） 

「VisualBasic 」（マイクロソフト） 

「PowerBuilder」（ニチメンデータシステム） 

     ＊ＲＤＡとの違い 

ＲＤＡはＯＳＩを前提としているが、ＯＤＢＣにはその限定はない。 

ＲＤＡは機能を定義しており、ＡＰＩまでは規定していない。ＯＤＢＣは Windows 環境のＡＰＩ

である。 

    ③ ＩＤＡＰＩ(Integrated Database Application Programming Interface) の動向(*８） 

  ボーランド、ノベル、ＩＢＭなどが提唱している標準インタフェース仕様。ＯＤＢＣを包含する

位置づけでありＳＱＬベースのＡＰＩと非ＳＱＬベースのＡＰＩ とを分けたアーキテクチャとなっ

ている。現在仕様を詰めている段階であり、具体的なプロダクトの登場は 94 年夏頃と見られ

ている。 

    ④ ユーザーから見たデータベースの標準化についての問題点 

  以上、データベースの標準化について記してきたが、最後にユーザーから見たデータベ

ースの標準化についての問題を４点提起する。 

1) 各ＤＢＭＳベンダーは、他社との差別化のために標準に加えて付加機能を付けるが、ど

こまでが標準の 

   範囲でどこからが付加された機能であるかを明示していないため、非標準仕様を使ってし

まうことが多い。 

2) ＡＰＩが標準化されると各ＤＢＭＳの差異はコストパフォーマンスのみとなるが、コストパフォ

ーマンスを比較 

   する客観的データが不足している。ＤＢＭＳについて業界標準の性能評価基準として、Ｔ

ＰＣ（ Transaction  

    Processing PerformanceCouncil)の定めた各種のテストが存在するが、この基準は測定環

境までを規定し 

   ておらず、測定はメーカーに委ねられている。そのため現状ＴＰＣベンチマークテスト結果

として公表されて 
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   いるものは、メーカー自身が自社製品に有利な環境で測定した結果が多く、実システム

に直接使用するこ 

    とはできない。 

3) 企業の基幹システムでは、高ドラフィック、高レスポンス、高信頼性の要求があったり、ＲＤ

Ｂでは扱えない 

   ような長大レコードが必要になる場合が多い。そのような場合には階層型ＤＢＭＳで対処

しなければならな 

   いが、これに対する標準化の動きがない。 

4) ＯＤＢＣやＩＤＡＰＩのように、国際標準ができる前に複数の業界標準ができてしまうため、

ユーザーは標準 

   化前の選択を迫られてしまう。国際標準化をもっと迅速にすることが必要である。 

〔参考文献〕 

*1 オープンシステムへの指針 X/Open 1993    （本文に戻る）  

*2 データベース管理システムの現状（日経データプロ・ソフト 1989.8 NS3-500-201） 

（本文に戻る） 

*3 ＳＱＬの標準化動向（日経データプロ・ソフト 1994.2 NS3-500-251）（本文に戻る） 

*4 オブジェクト指向ＤＢＭＳ 試用期から導入期へ、ツール類の整備も進む 

    （日経オープンシステム 1993.10  p.135 ）（本文に戻る） 

*5 オープンシステム入門（末松千尋著 ダイヤモンド社）（本文に戻る） 

*6 わかりやすい コンピュータ用語辞典（高橋三雄監修 ナツメ社）（本文に戻る） 

*7 ＲＤＡの標準化動向（日経データプロ・ソフト 1993.10 NS3-500-501）（本文に戻る）

*8 ＯＤＢＣ環境 ＡＰＩ標準化で変わるミドルウェアの役割 

    （ネットワークコンピューティング 1994.4 p.56）        （本文に戻る）  

 

３．３ オペレーティングシステム（ＯＳ） 

（１）ＯＳ発展の経緯と特徴 

  1940年代後半にコンピュータが世の中に現れてから、数多くのＯＳが世の中に送り出され

てきた（表３-３-１）。ＯＳの役割をまとめると、「コンピュータシステムを構成する物理資源（ハ
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ードウエア資源）、論理資源（ソフトウエア資源）を管理し、資源操作上の複雑な事項（資源

ごとの多様な特性やその利用法）を隠蔽し、ユーザーに使い勝手のよさを提供すること」に

なる。 

 

表３-３-１ 

 

 

  ＯＳの最もプリミティブな機能は 1950 年代初頭にバッチ処理をより効果的に行うために考

案され、汎用大型コンピュータで発展してきた。その後、ミニコ ン、ＰＣ、ＷＳの出現に合わ

せてその機能が引き継がれると共に、より効果的に処理を行ったり操作するための新しい概

念が考案・提供されており、特にＰＣ分 野では使いやすさを追求したＯＳが登場している。 
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  コンピュータはあらゆる分野に導入されており、ＯＳに要求される機能は極めて多岐にわ

たり、そうした要求を実現するためのＯＳ機能も要求のレベルにより異 なる。このため、標準

化の動きも適用分野により異なった動きにある。以下、次に挙げる項目について、標準化の

動向・問題点等を述べる。 

      ・ 汎用情報処理分野 

バッチ処理、オンライントランザクション処理などの伝統的なビジネス用情報処理システムと

して利用。 

メインフレーム、ＷＳ等に搭載されているＯＳが対象。 

      ・ パーソナル処理分野 

           多数の人間が使うことを前提としないセルフユースとして利用。ＰＣ、携帯端末等に

搭載されているＯＳ が対象。 

       ・ リアルタイム処理分野 

  原子炉監視・制御などのように、瞬時で、かつ高信頼の処理を必要とする分野。交換機

や工場の監視・制御装置から、通信システムなどの装置に搭載されているＯＳが対象。 

 なお、上記の分類のうち標準化が進展しているのは、汎用情報処理のＷＳ分野に限定さ

れているのが実状であり、それ以外は各種コンソーシアムやユーザー団体等により提案普

及しているディファクト（事実上の）標準の位置づけになっている。 

（２）汎用情報処理分野の標準化の動向 

  ＯＳの標準化が一番進展している分野である。この分野は歴史が長いということのほかに、

ユーザーが多くオープン化に対する要求が一番大きいことも、標準化 活動を促進したと言

える。特にＷＳ分野では、ＵＮＩＸ（注１）の展開に合わせて標準化が図られてきた。一方、メイ

ンフレームでは長らくＩＢＭの製品が支配 的であったが、ＩＢＭコンパチ路線を採用するメー

カー以外は独自のＯＳを持ち、ＩＢＭを含めＯＳをユーザーの囲い込みの道具とするために

非公開としたこと により、ＯＳそのものの共通化はさほど進展していない。このため、特定の

目的を持った企業が集合し（コンソーシアムを構成し）ＯＳインタフェース（注２） なり製品に

関する共通化の検討開発を実施しているのが実情である。なお、この分野での標準化機関

以外の代表的な団体・機関は以下のとおりである。 

 ・ ＵＮＩＸ International （ＵＩ）……実質上消滅 

 ・ Open Software Foundation （ＯＳＦ） 

 ・ Common Open Software Environment （ＣＯＳＥ） 

 ・ Ｘ／Open 
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 ・ Network Management Forum （ＮＭＦ） 

 ・ Petroleum Open Software Corporation （ＰＯＳＣ） 

 ・ Group of 10 

 ・ Advanced Computng Environment （ＡＣＥ） 

 （注１）ＵＮＩＸはＸ／ＯＰＥＮカンパニーリミテッドがライセンスする、米国及びその他の国に

おける登録商標。 

 （注２）ＯＳという言葉は、ソフトウエア製品を示す場合に用いられる。これに対して、ＯＳの

機能や使い方を規定した部分使用のことをＯＳインタフェースと呼ぶ。 

    ① ＵＮＩＸ仕様の共通化 

  ＡＴ＆Ｔにより開発されたＵＮＩＸは、その使いやすさと共に当初無料でリリースされたこと

などから急激な拡がりをみせた。しかし、ユーザーが独自に手を入 れられることから互換性

のないＵＮＩＸが氾濫した。その内の大きな流れとしては、ＡＴ＆Ｔの SystemＶと、カルフォル

ニア大学バークレー校の ＢＳＤ（Berkley StandardDistribution)の２つがある。このような状況

を解決するため、1984 年米国ＩＥＥＥ学会にＵＮＩＸ標準化を目的として ＰＯＳＩＸ（Portable 

Operating System forComputer Environment) 委員会が設置され、その検討結果がＩＳＯに

提案され標準化が行われた（現在も進行中）。1985 年にはＸ／ＯＰＥＮが結成され、応用プ

ログラム（ＡＰ）の 流通と相互接続を図るための仕様を検討し始めた。 

 業界側でも 1987 年にＡＴ＆Ｔとサンマイクロシステムズが提携し、SystemＶとＢＳＤ統合の 

ＵＮＩＸの開発に着手し（後のＵＩ）、これに反発したＩＢＭ、ＤＥＣなど７社が 1988 年に対応組

織（ＯＳＦ）を結成し、互いに主導権争いを演じた。この 争いは、昨年夏、米国ノベル社がＡ

Ｔ＆ＴからＵＮＩＸの開発元であるＵＳＬ（ＵＮＩＸSystem Laboratories)を買収したことにより終

焉し、次いでＵＮＩＸの商標がノベル社からＸ／ＯＰＥＮに委譲された。今後はＸ／ＯＰＥＮが

規定する ＵＮＩＸの共通ＯＳインタフェース仕様に基づいた製品のみがＵＮＩＸと呼べること

になる。この意味ではユーザーにとって極めて好ましい方向にある。 

 なお、ＵＩとＯＳＦを構成する主要メンバーがＵＮＩＸシステム上でソフトウエア実行環境を共

通化するＣＯＳＥを結成した。最近１～２年のこうした動きは、米国マイクロソフト社の

Windows ＮＴ（注３）への対応策との読みが一般的である。 

 最後に、ユーザーへの注意を一言。ＵＮＩＸ（というより、パッケージソフト全般）は系列の違

いに よって仕様が異なるのは通例であるが、同じ社についてもバージョンが変わると互換を

保証しないのが一般的である。システムの移行に際しては十分留意が必要 である。最近で

は、Solaris （注４）での混乱が記憶に新しい。 

 （注３）Windows ＮＴは、米国マイクロソフト社の登録商標。 
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 （注４）Solaris はサンマイクロシステムズ社の登録商標。 

    ② ユーザー主導によるＯＳ共通化 

  上記はベンダーが主導となって、いわば土台である下の方から進めている共通化の動き

である。これとは別にユーザー自身の要求である応用プログラム（ＡＰ） の流通性、相互接

続性、相互運用性、保守の簡素化等の観点からＯＳインタフェースを共通化しようとする、い

わば上の方からの動きがある。 

  前述したように、メインフレーム系のＯＳインタフェース仕様は、各社とも独自仕様に基づ

いた製品を出荷してきたことにより、オープン化の時代にあって、 ＡＰの相互流通性、システ

ム間の相互互換性、さらにはデータベース（ＤＢ）をはじめとしたシステム間相互運用性の点

で問題があった。具体的には、新しいシ ステムの導入に際しての膨大な量の（特にトランザ

クション系の）ＡＰ・ＤＢの修正移行作業、システム間相互接続に際しての通信プロトコル整

合検証・試験作 業、システムの運用操作方法や運用データの相違によるオペレータ要員

等の再教育等である。 

  このような機関・団体のうち、有力と思われるものに、ＮＭＦの ＳＰＩＲＩＴ （Service 

Provider Integrated Requirements for Information Technology)がある。これは Bellcore、ＢＴ

及びＮＴＴなど世界の主要なキャリア（通信電話会社）と主要コンピュータベンダーが共同で、 

汎用コンピューティングプラットフォームのためのキャリヤ共通仕様を開発しようというもので

あり、昨年３月発足、９月に第１版を発行した。1995 年３月 末には最終仕様発行の予定で

ある。これに先立ってＮＴＴと主要ベンダーとの間で開発されていたＭＩＡ（Multivender 

Integration Architecture）については、そのほとんどの仕様がそのままＳＰＩＲＩＴに採用される

方向である。 

 ＰＯＳＣは、1990 年に世界の５つのメジャーが中心となって設立した、石油探索と生産

（Exploration and Production) のためのコンピュータ技術を集約し、Ｐ＆Ｅのためのオープン

なソフトウエアプラットフォーム仕様開発と製品開発を目的としたコンソーシアムである。現在

５メジャー以外に 40 社余りのハードウエアベンダー等が参加している。 

  ＧＲＯＵＰ10 は、1991 年に米国の 10 大企業により結成された、ベンダーにオープンシス

テムの提供を迫るためのコンソーシアムであり、オープンシステムアーキテクチャへ誘導する

ための標準仕様とプロトコルの検討開発を目的としている。 

（３）パーソナル処理分野 

  ＰＣ等に代表される処理分野に適用されるＯＳの特徴は、基本的にはシングルユーザー、

シングルタスクの機能と言える。最近では、マルチタスク機能に拡張される傾向にある。本分

野における標準化機関はなく、またコンソーシアム等も従来あまり多くなかった。ＭＡＰ／ＴＯ
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Ｐ（ Manufacturing Automation Protocol / TechnicalOffice Protocol) やＥＩＳＡ（Extended 

Industry Standard Architecture)はその例である。しかし、最近では、マルチメディアに対する

期待の増大・技術の発展に併せて、各種情報端末や携帯端末などの分野で多くのコンソー

シアムなどが形成されている。 

 この分野のいわばディファクト標準となっている（なっていた）ものは以下のとおりである。 

 ・ ＣＰ／Ｍ（Control Program for Microprocessors)（注５） 

  マイコン上で動作する最初のフロッピーディスクベースのシングルユーザー、シングルタス

クのＯＳ。 

高水準言語ＰＬ／Ｍで記述され、ハードウエア依存部の基本入出力を分離したことにより、

各種のプロセッサに搭載され、８ビットマイコンのディファクト標準となった。 

 ・ ＭＳ－ＤＯＳ（MicroSoft Disk Operating System)（注６） 

16 ビットパソコンのディファクト標準となっているＯＳである。メモリ保護機能がない、メモリ容

量が６４０K バイト、等の制約がある。 

 ・ ＯＳ／２（Operating System/2) （注７） 

ＭＳ－ＤＯＳの制約を解消すると共に、マルチタスク機能、グラフィック機能／ウィンドウ機能

などを持つＯＳ。 

 なお、この分野では、シングルユーザー、マルチタスク機能を持つと共に、高速の応答性

を実現するためのリアルタイム機能を加味しビットマップディスプレイをもつＷＳやＰＣのため

のＯＳインタフェースとしてＢＴＲＯＮ（Business TRON)があり、トロン協会で仕様が検討されて

いる。 

 （注５）ＣＰ／Ｍは、米国ディジタルリサーチ社の登録商標。 

 （注６）ＭＳ－ＤＯＳは、米国マイクロソフト社の登録商標。 

 （注７）ＯＳ／２は、米国ＩＢＭ社の登録商標 

（４）リアルタイム処理分野 

 電子交換機、産業用ロボット、発電所等の監視・制御システムなどにおいては、緊急の処

理を即座に実行する必要があり、厳しいリアルタイム性が要求される。このため、従来はＡＰ

とＯＳを一体化したシステム作りや専用のリアルタイムＯＳの利用が中心である。しかし、標準

化なりオープンなものがまったくないわけではない。比較的汎用性の高いものとして、ＶＲＴ

Ｘ(Versatile Real-Time Executive）（注８）とＭＴＯＳ（Multi-Tasking Operating System)(注９）
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等がある。しかし、両者とも緊急時の処理速度や提供機能がプリミティブすぎることによるＡＰ

開発量、及び信頼性等の点の問題点が指摘されている。 

 上記の問題を解決すると共に、ソフトウエアの流通性を狙いとしたリアルタイムＯＳインタフ

ェース仕様がＣＴＲＯＮ(Communication and Central ＴＲＯＮ）であり、トロン協会で検討が行

われている。先に述べたＰＯＳＩＸでもリアルタイム拡張仕様が出ているが、上記のような分野

に適用する上ではまだ機能不足との指摘がある。 

 （注８）ＶＲＴＸは、米国レディシステムズ社の登録商標 

 （注９）ＭＴＯＳは、米国インダストリアルプログラミング社の登録商標 

 

３．４ 分散処理 

『オープンシステム』『ダウンサイジング』といった大きな流れがある。 

 ここで、オープンシステムの“オープン”とは製品の設計仕様に関する情報がオープンであ

り、このために 標準化が促進され、ユーザーにとってベンダーや機種の組み合わせ等の選

択の幅が広がることになる。したがって、オープン化、ダウンサイジングの特徴は仕様 統一

のための標準化活動が活発に行われ、オープンな分散処理を実現する環境が整ってきたこ

とである。ここではユーザーの立場で「分散処理環境」に関する標 準化の動向と、分散処理

環境を進めるにあたって、その課題について述べる。 

（１）分散処理環境 

    ① 分散処理環境の概要 

  「分散処理環境」とは計算機の使用形態を指す用語であり、「マルチユーザー型」「ネット

ワークコンピュータ型」、あるいは「クライアント／サーバー型」と 呼ばれている。システムに

おける計算機などの資源を、ネットワークを活用してより効率的に利用できる環境を目指すも

のである。具体的には「計算機等の各装 置にそれぞれ特定の機能をもたせた機能分散化

や、効率的な資源配置を行って負荷分散化を図ることにより、高いコスト・パフォーマンスを

追求すること」、そ して「それら各装置をネットワークを通して共有し、高い効率を求めること」

が上げられる。これを実行するためには強力な通信機能を備えていることが前提で ある。 

    ② 情報システムの発展段階（図３-４-１参照） 
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図３-４-１ 

 

       1) 集中型→分散型のメリット 

・ システムの柔軟性の向上：各ユーザーのニーズに合致したシステム設計が可能 

・ 操作の生産性の向上：汎用的であるための不必要な処理操作を排除する 

・ システムの発展性：段階的かつ部分的発展を実現 

・ 負荷分散による効率的資源活用：応答時間に対しての最適資源の配分 

・ システムの信頼性の向上：リスク分散によるシステム稼働率向上 

・ 運用時間の制約が少ない 

      2) 分散型→統合型のメリット 

・ 資源共有による効率的資源活用：データ、電子メールなどの単純な情報資源交換から、

共有性の強い資源（ソフト）、特殊性の強い資源（共有プリンタ）の活用 

・ 機能分散によるコスト・パフォーマンスの向上：各構成装置が特定機能に特化することに

より高いコストパフォーマンスを達成。 
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・ 負荷配分による効率的資源活用：常に全体として最も効率の高い状況に負荷を自動的に

配分する 

・ 水平分散機能の充実：分散処理のための通信ソフトの充実。 

仮想ワークステーション、リモートリソースアクセス、ファイル転送、アプリケーション間通信、

遠隔システムの監視、障害回復を行う「遠隔保守」などワークステーション同士の水平分散

機能の充実。 

    ③ 統合型分散処理の考え方 

１） 独立して運用・管理されている複数のコンピュータシステムをネットワークで接続し、プロ

グラム，データ、周辺装置などの資源を相互に利用できるようにするもの。 

２）複数のコンピュータシステムをネットワークで接続し，全体で単一のシステムであるかのよ

うに見せるもの。 

（２）分散処理環境に関する標準化作業 

 マルチベンダー環境でメインフレームやＵＮＩＸシステム、パソコンなどを統合して分散処理

システムを構 築することが可能になった。ネットワークで統合されたコンピュータの複合体は

ユーザーからは単一のシステムに見える。データの所在地や処理がどこで実行さ れるかな

どユーザーは意識する必要がなくなってくる。 

 オープンな分散処理システムを構築するために必要な環境の標準化作業が着実に進展し

ており、基盤となる製品の出荷も始まった。 

・ ＯＳＦ（オープン・ソフトウエア・ファンデーション）：ＵＮＩＸの標準化推進団体で分散処理環

境の基本機能をパッケージ化したＤＣＥ（分散コンピューティ ング環境）を提供している。メ

ンバー企業のＩＢＭや日立製作所などはＵＮＩＸ環境だけでなく、メインフレームなどの独自

アーキテクチャにもＤＣＥを搭載し ている。 

・ ＵＩ（ＵＮＩＸインターナショナル）：ＵＮＩＸの標準化でＯＳＦと対立関係にあったが、94 年３

月、ＵＩの主要メンバーである、ＡＴ＆Ｔ、サン、富士通、ノベルがＯＳＦに大同団結、今後コン

ピュータの標準化作業が一本化されることになった。 

    分散処理環境のフレームワークを規定したＡＴＬＡＳを提供してきたが基本的にはＤＣＥ

をサポートしている。サンマイクロなどが設立したＣＯＳＥ（共通オー プンソフトウエア環境）

やＰＳＴ（既存技術）プロセスと呼ぶ標準化作業基盤を設立した。ＣＤＥ（共通デスクトップ環

境）や共通ＡＰ（アプリケーション・プ ログラミング）等ＰＳＴで新たなソースコードの開発ライセ

ンス提供等、すべての作業がＯＳＦに集約されることになり、オープンシステム志向を強める

ユー ザー側の要請に向けた標準化作業が進展すると思われる。 
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・ Ｘ／ＯＰＥＮ：メーカーから中立なオープンシステムへの将来の方向付けを行うことを目的

にオープンシステム標準仕様ＸＰＧ４を発行している。Ｘ／ＯＰＥＮ がＵＮＩＸの商標権を取

得、従来ＵＮＩＸの標準ＡＰＩ仕様は一本化されていない。そのためベンダー間でＡＰの互換

性が保証されていなかった。 

  今後はＸ／ＯＰＥＮのブランド認証制度がスタートすると、ＳＰＥＣ１１７０ （共通ＡＰＩ）への

準拠が保証される。 

   オープンな分散処理環境を実現する上での基準となる仕様は、以下のとおりである。 

・ユーザー側の要求事項に立脚しているか 

・移植性と相互運用性の両方をカバーしている 

・特定のメーカーから独立している 

・特定の製品から独立している。 

・国際的か 

・継続的に改訂／拡張が可能か 

・実用的か（多くのメーカーの多数の製品に適用されているか） 

・中立的な検証手段があるか 

（３）分散処理環境の期待効果 

    ① 期待効果 

  様々なオペレーティング・システムや処理環境のプラットホームがネットワークを介して混

在できる環境が求められるようになった。このような環境で構成され るコンピュータ間で資源

を共用し、協調した分散環境でアプリケーションを効果的に動作させる以下の機能を提供す

る必要がある。 

      1) リソースの共用（分散コンピューティング；接続可能性） 

  分散コンーピューティング環境でのリソース供給者は供給者とユーザーの位置に無関係

に、一様で透過な方法によってスタンドアロン環境の場合よりもより広範 囲なユーザーのも

とへ情報を届ける。分散 コンピューティング環境は認可されたカスタマーであれば何の制

限もなくリソースにアクセスしたり、逆にリソースを提供したりすることが許されている。単一 

の分散コンピューティング環境で唯一仮想的に実現できる利点は並列化である。リソースは

同時に、しかも並列にアクセスできる。 

       2) 先端技術の利用 
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  近年のマイクロエレクトロニクス分野における最新の先端技術を使うことができる。したがっ

て、分散コンピューティング環境を構築することはコスト的に効率のよい方法である。またシ

ステムの段階的な投資も可能である。 

     3) 可用性と信頼性 

  重い負荷がかかったり部分的な障害が発生しても、システムサービスとリソースは利用可

能で、保護完全性は維持される。サービスが無停止であることとリソースへの中断のないアク

セスは重要な利点である。 

     4) 性能 

  物理的な分離は、ネットワーク交信量の増大と複雑なプロトコルスタックによるオーバーヘ

ッドという避け難い現象を引き起こす。リソースの同時利用を避け、 利用可能なリソースを使

うことから効率が上がり、性能が向上するという優位性を持っている。分散環境において、す

べてのリソースにオンラインアクセスできるということで、そのシステムの性能が劇的に向上す

る。 

（４）分散処理環境のフレームワーク 

 オープンな分散処理環境を実現するために必要となるコンポーネントを図３-４-２に示す。 

 

 

図３-４-２ 
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 コンピュータユーザーはエンドユーザー、システム管理者がネットワークの複雑さを意識せ

ず、情報が格納されているところから必要とする情報を送れるような通信環境を要求してい

る。 

 ＯＳＦのＤＣＥアーキテクチャはネットワーク環境の物理的な複雑さを隠し論理的に単純な

階層を提供する。 

    ① 標準化の動向 

       １） 分散セキュリティ機能 

 ソリューションの多くはＤＣＥが基本になっている。製品化も業界団体仕様が有力である。 

        2) 分散バックアップ／リストア機能 

  半分のメーカーしか計画を持っていない。個別のソリューションは存在するが明確な標準

がない。 

        3) 分散システム／ネットワーク管理 

          ＯＳＩ標準がすでにあるが、多くの製品化が計画されている。 

        4) オブジェクト管理 

         ＯＭＧ（オブジェクト・マネジメント・グループ）がＣＯＲＢＡ（オブジェクト・リクエスト・共

通ブローカ・アーキテクチャ）を提供している 

       5) 分散データベース 

  分散データベースについてはオープンな分散処理環境で標準となる仕様が決まっていな

いことが問題である。ＩＳＯ（国際標準化機構）がＯＳＩの一部として ＲＤＡ（リモート・データベ

ース・アクセス）プロトコルを制定しようとしているのが現状で、ＩＢＭが独自に仕様を定め公開

している。 

（５）オープンな分散処理環境のシステム構築する場合の留意点 

    ① 早い技術革新 

    あまりに早い技術革新で、ユーザーからみるとハードウエア、ソフトウエアに何を選択す

べきか、いつ入すべきか判断に苦しむところである。したがって、ハー ドウエアにしろソフト

ウエアにしろ、使用実績が多く、一般ユーザーの評価が高く、サポート体制がしっかりしてい

る製品を選択することである。 
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    ② 非常に多くのベンダーの参加 

  自社システムのニーズを最適化をさせようとするとマルチベンダー化することになり、多くの

製品群の中から自社に最適な製品を選択するため、卓越した選択眼が必要である。このた

めに、 

・ 日頃から新製品情報を収集しておくこと、 

・ 収集した製品情報から自社ニーズを満足させる製品を選ぶ評価能力を養っておくことが

必要になる。 

・ マルチベンダー製品は特にソフトウエア製品に対して、他社のソフトウエア製品との間の

整合性まで考慮していない。例え結合できたとしても、十分な性能が出ないとか、ハードウエ

アリソースを喰うとかがある。 

    ③ 不安定、不十分なベンダーの支援体制 

  経営基盤の弱い新規ベンダーが参加している場合もあり、ある日突然、他ベンダーに買

収されていたという話もあり、マルチベンダー製品で特に全国展開などを行う場合、各ベン

ダーのサポート体制等、十分な事前の調査が必要である。 

    ④ 不完全なオープン性 

オープン性についても百パーセント保証しているわけではない。メインフレームに比してオ

ープン性が図られている程度である。 

    ⑤新しい設計・管理手法の確立 

  オープンシステム化により、これまでにない新しい分散型システムの設計方式や、各所に

分散したハードウエア機器、ソフトウエアを管理するための運用管理方式を確立する必要が

ある。 

（６）オープンな分散処理環境を進めるにあたっての課題と提言 

    ① マルチベンダー・オープン環境における相互運用性についてはデモ環境等で実現

している事例が出てきている。ユーザー側にも確認しようという動きがある。 

  一方、ユーザーの立場からすると、ユーザーはまだマルチベンダー環境を取りまとめてい

ける実力を備えていない。したがって、ユーザー側の保守体制や障害時の切り分け等が不

十分である。ユーザーの側に立ってマルチベンダーを取りまとめていくＳＩベンダーが必要で

ある。 

    ② 運用支援系機能の未成熟 
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   分散処理方式の運用は従来の重装備かつ専門のオペレータによる集中管理方式から、

無防備でユーザーの現場にはシステム運営の専門家を配置するのは困難であり、故障した

場合の耐障害性機能、配置されたコンピュータ群を運用するための各種運用支援機能が極

めて未成熟である。 

    ③ パッケージソフトの不足 

 標準化に準じたツール系は多いがアプリケーション系が少ないのが実状である。 

    ④ ユーザーインタフェースの実態 

 ＧＵＩはＯＳＦグループのＭｏｔｉｆ系とＵＩグループのＯｐｅｎ Ｌｏｏｋがあり、Ｍｏｔｉｆ系に 統合さ

れる見通しであるが、すでに開発されたソフト資産は存在する。すでに導入したユーザーは

サポートについて心配になる。システム構築をやってみて初めて製品の差がわかる実状で

あり、事前の調査とユーザーがプロトタイピングの試行で開発工程を考える必要がある。 

    ⑤ 最大の障害はプラットホームの違いにある。汎用機上にある既存資産とＵＮＩＸ 

  上に新たに構築するアプリケーションやデータとを分散処理環境で共存させ連携させる相

互運用性が要求される。 

  分散システムという新しい基盤への移行に取り組む場合のコスト増について、開発コストを

抑えるためのベンダーやユーザー自身が開発に関する社内標準やガイドラインの作成が必

要である。 

    ⑥ 分散処理環境の中でネットワーク、特に伝送路としてＬＡＮ管理の問題がある。 

    ＮＯＳ（ＮＥＴＷＯＲＫ・ＯＳ）は伝送路に依存しない半面、伝送路の監視機能は弱い。「ケ

ーブルの障害、ＷＡＮと接続した場合のトラヒックが異常に混んでいないか、ブリッジやルー

ターは正常か」等の監視機能の強化が必要である。 

〔参考文献〕 

 ・ Ｘ／ＯＰＥＮ、標準化セミナー資料Ｘｔｒａ’91－92 

  ・ ＯＳＦ ＤＣＥ 分散コンピューティング環境 （１）（５）その他 

 

３．５ ネットワーク管理、分散システム管理 

 ネットワーク管理機能については、大規模ネットワークを利用した情報システムを運用して

いく上で必要不 可欠なものとして装備され、各ユーザーにおいて利用されている現状にあ
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る。近年、ネットワーク管理についてはＩＳＯ（国際標準化機構）において標準化作業 が推

進されている。一方、最近は情報システム技術の進展に伴い、分散処理システムが従来の

ホストコンピュータを中心としたシステムに代わり展開されつつあり、このシステムを運用して

いく上で分散システムの管理が重要な問題として浮上してきた。 

 このような状況の中で、ユーザーは情報システムを効率的に運用していくために必要な機

能について、標準化規約に基づいた製品を利用して推進していく方法を望んでいると考え

られる。 

 ここでＩＳＯやその他の標準化団体で検討ならびに制定されている規約、規格は、ユーザ

ーが実際に必要としている運用機能レベルまで到達しておらず、現状ではネットワーク管理

が中心となっていると思われる。 

 よって、ここではユーザーが実際に必要と思われる機能と、現状の標準化範囲内容、これ

らの比較検討を行い、抱える問題点を抽出し、さらにこれの対応について記述することとす

る。 

（１）ユーザーがネットワーク管理、分散システム管理に求める機能 

 近年、展開されつつある分散型システムの管理は、分散システムのベースがＵＮＩＸ機とい

うことから、 ネットワーク管理を実施することから始まったと考えられる。ネットワーク管理の内

容としては、ネットワークに接続されたコンピュータやネットワーク機器な どのノードの構成、

障害、性能、課金、セキュリティなどの管理である。次に利用範囲が拡大していくとノードとし

ての管理だけでなく、システムを構成する多 くの資源を集中管理したいとのニーズが出てき

た。このため、コンピュータのＣＰＵ、メモリ、ディスクなどの構成、障害、性能や、サーバーか

ら各クライアン トに配信するプログラム、データなどの管理が必要となった。さらにＵＮＩＸ機

のＣＰＵや入出力バス等のハードウエアの性能が大幅に向上し、ＲＤＢＭＳや ＴＰモニタな

ど基盤ソフトも充実してきたことから、バッチジョブの運用やコンピュータの自動運転、帳票の

制御、データのバックアップ等の管理機能が求められるようになってきた。 

 整理すると、 

①ネットワーク管理 

・構成管理 

・障害管理 

・性能管理 

・課金管理 

②システム管理 

    ・構成管理 

    ・障害管理 

    ・性能管理 

    ・課金管理 

    ・セキュリティ管理

    ・資源管理 

③システム運用管理 

    ・バッチジョブ管理 

    ・自動運転 

    ・帳票出力制御 

    ・データバックアップ
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    ・ソフトウエア配布

 となる。 

（２）標準化動向 

 現在、標準化されたもの、または標準化推進中のものとしてはＯＳＩ管理、ＳＮＭＰとＯＳＦ／

ＤＭＥがある。 

    ① ＯＳＩ管理 

      1) 標準化の状況 

         ＯＳＩ管理はネットワークを管理するために機能とプロトコルを定めている。 '78 から

検討が開始され、基本標準としては、 

   ・管理フレームワーク 

   ・システム管理概要 

   ・管理情報構造（ＳＭＩ） 

   ・共通管理情報サービス（ＣＭＩＳ） 

   ・共通管理情報プロトコル（ＣＭＩＰ） 

   ・システム管理機能（ＳＭＦ） 

   が検討されており、このうちＳＭＩの６項目中３項目、ＳＭＦの 24 項目中 14 項目が まだ検

討中であるが、その他の項目については国際標準（ＩＳ）となっている。 

 しかしながら、基本標準は考えられる機能やそれを実現するためのパラメータを網羅して

定義している ため、実装レベルの標準仕様としては幅がありすぎる、または機能が大きすぎ

る等の問題がある。そのため実装レベルの標準仕様としての機能やパラメータを絞り込んだ

機能標準が必要となってくる。これを国際標準プロトコル（ＩＳＰ）と呼び、開発が進められてい

る。ＩＳＰは一部実装規約として世の中に出ている が、必要なものがそろうまではまだ時間が

かかる見込みである。 

   このようなことから、一部メーカーよりＯＳＩ管理をサポートしている製品が出荷されているが、

ＩＳＰ等の標準化が遅れているためにベンダーごとのインプリメンテーション仕様が出てくるた

め、ベンダーを超えた製品間の接続は実際にはできないのが現状である。 

     2) ＯＳＩの機能 

     ＯＳＩ管理で実現できる機能としては、 
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  a 構成管理機能 

   ・ネットワーク全体の構成、及び構成要素（装置等）の状態監視 

  b 障害管理機能 

   ・障害の検出・復旧・原因の特定 

  c 性能管理機能 

   ・ネットワーク構成要素や伝送状のトラフィック、稼働率などの把握 

  d セキュリティ管理機能 

   ・ネットワーク構成要素に対する不正アクセスの監視、保護 

  e アカウント管理機能 

   ・ネットワーク構成要素の使用状況の管理 

         とまとめることができる。そしてこの機能を利用すればネットワーク管理は十分に満足

する管理が可能となると思われる。 

    ② ＳＮＭＰ（Simple Network Management Protocol） 

マルチベンダー環境の中で利用できるＴＣＰ／ＩＰネットワークの標準プロトコルであるＳＶＭ

Ｐは、ＯＳＩ管理のＣＭＩＳ／ＣＭＩＰ ( Common Management Infor-mation Service / Protocol ）

の標準化が進むまでの短期解として開発された。 

     1) 標準化の状況 

  ＳＮＭＰは 1970 年頃ＤＡＲＰＡ(Defense Advanced Research Project Agency：米国防総省

高等研究計画局）によるＩｎｔｅｒｎｅｔ基本構想にさかのぼれる。 

   Ｉｎｔｅｒｎｅｔは米国の研究者用ネットワークで、初期の実験ネットワークＡＲＰＡＮＥＴ

(Advanced Research Project Agency Network)によるパケット交換網を通して発展した。当初

からマルチベンダー・ネットワークであり、83 年以降ＴＣＰ／ＩＰを実装した。ここで Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

があまりにも急激に拡大したため、この巨大ネットワークを管理する必要が生じてきた。ここで

考え出されたのがＳＧＭＰ(Simple Gateway Monitoring Protocol)である。そしてＳＮＭＰはこ

のプロトコルをベースに開発された。 

  88 年にＩＢＡ(Internet Architecture Board：ＴＣＰ／ＩＰ関連のプロトコル開発を進めている米

国の組織） はＴＣＰ／ＩＰネットワークにおける管理標準設定の指針を示し、標準管理プロト

コルとしてＳＮＭＰとＴＣＰ／ＩＰ上でＣＩＭＰ（ＯＳＩ管理プロトコル）を実現したＣＭＯＴ(CMIP 

over TCP/IP)を認定した。以降管理対象の集合としてのＭＩＢ(Management Information Base）

などを含め、ＲＦＣ(Request For Comments)として短期的／長期的な視野に立った改定作業

が続けられている。 
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  ＩＡＢは当初ＳＮＭＰを短期間だけ使用する管理プロトコルとして位置づけ、長期的にはＣ

ＭＩＳ／ＣＭＩＰのＯＳＩ管理の利用を目指していた。このため移行 プロトコルとしてのＣＭＯＴ

も認定していたが、実装上の理由から 90 年８月にＳＮＭＰを当面の標準プロトコルとして位

置付ける発表をした。 

     2) ＳＮＭＰの機能 

  基本的にＯＳＩ管理を指向して作成されているためにＯＳＩ管理が備える前出の機能を実装

すべく作られたが、その中で、 

 a 構成管理 

 b 障害管理 

 c 性能管理 

は充実しているが、 

 d セキュリティ管理 

 e アカウント管理 

は不十分である。 

（３）ＯＳＩ管理とＳＮＭＰ比較 

 ＯＳＩ管理はネットワーク管理については非常に充実しているため、ＯＳＩに対してのＳＮＭＰ

の長所、短所としてまとめてみると以下のようになる。 

    ① ＳＮＭＰの長所 

  1) 管理機能の数と複雑さを最小限にとどめているため、エージェントプロセスの開発が

容易 

  2) 最小のプロトコルスタックで構成されているため実装が容易で、実装システム及びネッ

トワーク管理の負荷が軽い 

  3) プロトコル自身のオプションがなく、基本的相互接続が保証されている 

  4) ＭＩＢオブジェクトの拡張ができ、管理対象となる機器ベンダーを限りなく増やせる 

  5) ＩＰＸ等ＴＣＰ／ＩＰ以外でも実装されはじめている 

    ② ＳＮＭＰの短所  

  1) ポーリングベースであるため、トラフィックを不用意に増大させる可能性がある 
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  2)  ＰＵＤ(Protocol Data Unit)が少ない 

        単純な反面、エージェントに対する直接的な動作指定ができない 

        エージェント側で事象が起きたことを知らせるＴｒａｐの規定も少ない（７種類） 

  3) マネジャー間の通信ができない 

    ・ 複数マネジャーを統合管理できない 

  4) ＵＤＰ(User Data Protocol)を使用しているため、認証機能やデータの保証が弱い 

  5) ベンダーの拡張ＭＩＢが増加する一方である 

    ・ 類似した機器ごとのＭＩＢ集約化が必要となる 

 さらにＳＮＭＰを移行用プロトコルとして規定されたＣＭＯＴと比較してみると、ＣＭＯＴは 37

種類とコマンドの種類が豊富である。さらに、被管理対象としての動作要求、例えば障害の

起きたポートを切り離すなどの能動的な管理ができる。 

 このように機能が豊富なＣＭＯＰであるが、現状ではＯＳＩ管理の標準化が終了してもＳＮＭ

Ｐがなくなることは考えづらいため、両者が共存していくと思われる。 

（４）統合運用管理環境 

 ２節、３節に記述したとおり、現状における標準化動向は、まだネットワーク管理に特定した

管理に限られている。 

 １節に記述したとおり、ユーザーの特にシステム管理者はそのネットワーク管理の上位にさ

らにシステム管理、システム運用の機能を必要としている。 

 つまり図３-５-１に示すようになり、まだまだ一般ユーザーが標準に基づく製品でシステムを

管理するには時間がかかると思われる。 

 

 
図３-５-１ 
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 しかしながら、一部メーカー等では管理するための製品として、 

 ①ＧＵＩ 

 ②データ収集に使う通信プロトコル 

 ③収集したデータを管理するデータベースのツール 

などから、利用するときの共通ＡＰＩを規定しようとする動きが出ている。 

 例えばＨＰ社の Open View 分散管理プラットフォーム（個々のツールが共通ＡＰＩを通じて

利用できるＧＵＩ、通信プロトコル、データベース等を提供するソフト群）やＳＵＮ社の SunNet 

Manager 等がある。これらは他社にもＡＰＩを公開して品ぞろえも強化する方針を打ち出して

いる。 

 さらに、コンピュータ業界全体でプラットフォームを共通化しようという動きがある。 

 例えば、ＯＳＦが開発しているＯＳＦ／ＤＭＥ（分散管理環境）が注目を集めている。 

 以上のような、統合運用環境が充実してくるならば、ＯＳＩ管理やＳＮＭＰが機能として取り

込めなかったシステム管理やシステム運用も近い将来標準化された製品を利用できるように

なると思われる。 

 分散システム管理についてはネットワーク管理から徐々に標準化が進められ、最近はシス

テム運用管理までの標準化方策が発表されるまでに至ってきたが、まだまだ製品ベースで

出てくるものは少ない。 

 まだ、このような製品は開発しても爆発的に売れる製品とは考えにくいためメーカーも開発

意欲がないと考えられることから、ユーザーとしては、例えば図３-５-２のような共通ＡＰＩの部

分で標準化が進むように、これら製品に対するニーズ等をメーカー（ベンダー）に提言し、推

進していくべきと考える。 
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図３-５-２ 

 

３．６ 文字コードセット 

 以下の報告では文字コードセットの概要を把握し、問題点を明確にするため、まず、文字

コードセットとは どんなものであるかを解説している。解説にあたっては、技術的な完全性を

追求することよりは、わかりやすいよう記述することを第一とし、技術的な専門家の 方にとっ

ては「不満を感じられる方」もいらっしゃると思うが、専門用語の使用、アーキテクチャの不完

全な紹介については、目をつむっていただきたい。 

 これは、ユーザーが文字コードセットの変更で、どんな影響を受けるか、影響を最低限に

抑えるためには、 どんな対策をとっておけばよいか、対策が容易になるようなベンダーのサ

ポートへの要望等を検討することが、本報告を作成する主目的であり、文字コードの アーキ

テクチャそのものを紹介するためのものではないことをご理解いただきたい。 

 したがって本報告の最初の部分（６節まで）は、７節以降を理解しやすくする目的だけで作

成しており、読み物として参照していただきたい。 

（１）図形文字集合と文字コードセット 

 「田」「中」「Ａ」「Ｂ」等の文字の集まりを図形文字集合という。文字の形を「Glyph(グリフ) 」と

いう。グリフは文字の形を問題にするもので、国内では「書体」「異体字」の問題がこれに対

応すると考えられる（これらを、国際的にグリフと呼び、漢字について、国際規格として検討

するかどうかは別問題) 。 

 文字を計算機（ワープロ、ＰＣ等を含む。情報機器類を代表する言葉として以下使用する) 

で処理するためには、各文字を計算機で処理できる形の、内部表現とする必要がある。この

ため各文字にある数値を割り振る。 
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 情報処理の対象、結果等のデータは、多くの場合、文字を含んでいる。このデータの異な

る計算機間での交換性を保つため、計算機で処理をする同じ文字に対しては、同じ数値を

割り振るべきである。 

 このように、ある図形文字集合の各文字に数値を割り振った物を文字コードセットという（一

文字に対しては、その文字の文字コードあるいは単にコードと呼ぶ）。 

（２）ＩＳＯ６４６ 

 国際規格として最も有名な文字コードセットがＩＳＯ６４６である。幾多の変遷はあったが、現

在の ＩＳＯ６４６は、米国標準で、国際的に使用されているＡＳＣＩＩ文字コードセットと同じもの

となっている（旧版では異なるところがあったし、現在のＪＩＳ では、「＄」記号を使用するより

「￥」記号を使用する確率が高いとして、「￥」記号を「＄」と同じコードとしている。その他に

も、現ＪＩＳ規格は最新の国 際規格ＩＳＯ６４６＝ＡＳＣＩＩと一部異なっている）。 

 ＩＳＯ６４６は７ビットで文字を表現している。ただし 16 進( 以下＃印を頭につけて表現する) 

で、＃０Ｘ、＃１Ｘ（Ｘ＝０～Ｆ）の 32 個は制御コードのための領域として使用している。この制

御コードの領域を、Ｃ０集合と呼んでいる。したがって、文 字は＃２０～＃７Ｆの 96 字となる

が、この場合を 96 文字セットと呼び、＃２０と＃７Ｆをリザーブし 94 文字のみを使用する場合

もあり、これを 94 文字 セットと呼ぶ（図３-６-１）。 

 

 

図３-６-１ 

 

（３）ＩＳＯ２０２２、ＩＳＯ８８５９ 

 ところで、96 文字（または 94 文字）では、取り扱える文字が少ないということから、文字コー

ドの拡張方法が議論され、ＩＳＯ２０２２として既に国際規格化されている。日本のＪＩＳ文字コ

ードセットはこのＩＳＯ２０２２に従って拡張されたものである。 
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  ＩＳＯ２０２２の拡張方法の完全な紹介は、技術的すぎると考えるので省略させていただく。 

 最も簡単な図形文字集合の拡張を説明しておく。ＩＳＯ６４６では７ビットで文字を表現して

いるが、これ を８ビットに広げてみる。ところで、ＩＳＯ６４６の構造を継承するため＃８Ｘと＃９

Ｘは制御コードのための領域とする（Ｃ１集合と呼ぶ) 。この拡張により 192 または 188 文字

を表現することができる。８ビットの全体を使用すると本来は 256 文字が表現できるはずであ

るが、Ｃ０、Ｃ１集合の領域があるため実際にはもっと少ない文字しか表現できないこととなっ

ている。この種の拡張を行った 文字コードセットはＩＳＯ８８５９という複数パートを持つ国際

規格となっている。このとき数値の小さい方の半面（先頭ビットが０となる、＃００～７Ｆま で）

を「左半面」、数値の大きい方の半面（先頭ビットが１となる、＃８０～ＦＦまで）を「右半面」と

呼ぶ。ＩＳＯ８８５９は、多パートを持つ規格書であり、各パートで１つの文字コードセットを規

格化している。一般に、左反面にＡＳＣＩＩコードを置き、右反面に欧州で必要な文字をおい

たり、ラテン文字を置 いたりしている（図３-６-２）。 

 

 
図３-６-２ 

 

 日本では１オクテット（１オクテット＝８ビット。バイトという言葉は、処理の単位であり、旧世

代の計算 機では、１バイト＝４ビット、６ビット、９ビットのものがあったため、ビットの数を明確

にするため、オクテットという言葉を使い始めている。通信の規格等 では常識的に使用され

ている）では漢字を表現できないため、ＩＳＯ２０２２に従って、２オクテット＝16 ビットを使用す

る文字コードセットに拡張している が、上位、及び下位の８ビットにＣ０集合とＣ１集合に対

応する数値を使用していない。このため、16 ビットでは本来 65536 個の文字が表せるはず

であるが、７ビットベースとすると 94×94＝8836、８ビットベースとして 188× 188＝ 35344 文

字しか表現できないこととなる（96 文字セット、 192 文字セットでも同様に計算できる）。 
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（４）文字コードの表現可能な数の増加について 

 １オクテットでは、全世界の図形文字をコード化できないことは明らかである。また２オクテッ

トとして も、ＩＳＯ２０２２に従う限りその図形文字の増加には制限がつくため（実際はコード表

の切替え機能がありこのような制限は付かないが、２オクテット固定で 使うことを考えるとこの

ような制限が付く) 、Ｃ０、Ｃ１集合を使用しないという制限をなくし、すべての数値を制御符

号及び図形文字のコード化用の数値として使用するという考え方が現れた（制御符号 につ

いては、他に国際規格がすでにある) 。 

 このような考え方をさして、すべてのビットの組み合わせを使用することから、 「ピュアバイ

ナリ」と呼んでいた。ピュアバイナリでは、制御符号を除いて、６万５千個以上の図形文字に

対してコードの割り付けを行うことができる（図３-６-３）。 

 

 

図３-６-３ 

 

 ６～７年前と記憶しているが、今後の文字コードセットの拡張の国際規格化をＩＳＯ２０２２を

ベースとす るか、ピュアバイナリとするかの国際投票を行った。この時は、ＩＳＯ２０２２に従っ

て、文字コードの拡張を行うことを第１プライオリティとし、ピュアバイ ナリを次のプライオリテ

ィとするという結果となった。 

（５）文字コードセットの国際規格化作業について 

 図形文字集合の選択は、各国の事情があること、他の国ではよくわからないところがあると

いう考えから、 図形文字を選択し集合を作ること、及び文字コードセットの規格化は「登録

制度」（登録機関にこう決めましたと登録を行う制度で、制度の運営の仕方も国際規 格化さ
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れている）で国際規格として認めることとなっていた。ＪＩＳの第１水準、第２水準は既に国際的

に登録されており、各国とも情報の入手は可能となって いる（欧州のＥＣＭＡが文字コード

についての国際登録機関である) 。 

（６）情報処理における日本の文字の取り扱い 

 日本のコンピュータメーカー、ワープロメーカーは、以上に述べてきた国際規格に基本的

には従いながら も、ＩＳＯ６４６とＪＩＳ漢字コードの共存、半角、全角の取り扱い等を含め、き

めの細かいサポートを行ってきた。なお具体的な計算機の実装では、ＪＩＳ コードを使用して

いると言いながらも、実際の計算機の内部処理では、ＪＩＳコードを変形させたものを使用し、

他機種とのデータの交換の必要がある場合に、 ＪＩＳに変換する方法を持ち、対処している

場合が多い。 

 ＪＩＳコードは「情報交換用」と位置付けられているため、各社の文字コード体系（計算機の

内部処理向けのコード体系や各社の周辺機器への出力のコード体系等) に、上に述べたよ

うな独自性を持つことになってしまっている（メーカーからの立場で考えると、自社に最も都

合のよいようにＪＩＳを解釈し、許される範囲で変更を加えていると言ってもよい。許されないと

いう厳格な意見はもちろんある）。 

 さらに、ＪＩＳの改定と、そのＪＩＳに対応する製品開発の追従のスピードの相違、ＪＩＳに追加・

変更文字があった場合の旧資産（ユーザーデータ）の継続使用の保証の方法の違い等が

各社の事情で異なっている。 

 これが、ＪＩＳがありながら、標準文字コードが各社間の計算機で統一されていないという一

つの原因に なっている。なお、これ以外に、各社がＪＩＳコードセットの未使用領域に勝手に

固有の文字を追加しているため、この部分も各社固有となり、各社の計算機間 の文字デー

タの交換の妨げになっている。 

 さらに、処理の複雑さを減少させるための工夫を施して開発されたシフトＪＩＳ、ＩＳＯ２０２２に

従って ＵＮＩＸのために開発した文字コードセット（ＥＵＣ：Ex- tended UNIX Code) 等がサポ

ートされることになったため等、各種の要素が複雑に絡み合って、日本のメーカーの文字コ

ードセットの計算機によるサポートは複雑なものとなっている。同じ会社の中でも、メインフレ

ーム、ワークステーション、ＰＣ、ワープロで、それぞれ違ったコード系をサポートしている場

合もあるし、極端な場合に は、同じレベルの計算機でも文字のサポート範囲が異なり、交換

ができないという場合すらある（これと同じような課題として、媒体の非互換の問題もあるがこ 

こでは触れないこととする) 。 

 それぞれのシステムの規模によっての差、利用方法の差等からこのようなケースが生ずる

場合があるが、一 般には、同一社内ではコード変換のツールを準備している。ただし、他社

の機種間では変換が困難な場合がある。この最大の原因は、規格に含まれる文字数が少 
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ないため、各社独自に追加文字を規定しており、これらが日本全体としては統一されていな

いことによっている。 

 さらに、利用者固有の文字の登録を可能としている場合があり、これらをメーカーが使用し

ていない領域に割り付けると、異なる社の計算機では空いている領域の違いから、これらの

文字すらが異なる文字コードを持つようなことも考えられる。 

 米国では、日本における８ビット、16 ビットの混在した文章、 データのこのような細かな処

理、複雑な体系について、日本に及ばないという危機感が次第に大きくなってきた。これが

エスカレートして、８ビット、16 ビッ トあるいは 32 ビットで表される文字の混在した文章、デ

ータの処理が必要となる中国（台湾、香港、及びベトナム等の中国人が多い東南アジアの

国等を含む) 、韓国、タイ、中近東、エジプトその他多数の国での米国メーカーの地位が危

なくなるのではないかとの危機感が広がり（のではないかと私は想像している) 、文字ので

きるだけ統一した、わかりやすい拡張の検討が行われてきた。 

（７）７ビットコードから８ビットコードへの移行 

 ＡＴＴの開発したＵＮＩＸは７ビットコード（ＡＳＣＩＩ）を使用していた。このため、システムの開

発者 は、現在の計算機の取り扱うバイトは８ビットが主流であり、ＵＮＩＸも当初から８ビットが

基本の計算機上に開発されたことから、メモリ領域の有効利用を考 えて、最上位の１ビット

を処理の情報用に使用していた。このため、日本の多くのメーカーやＩＢＭ等を含め、文字コ

ード体系として８ビットを使用していた メーカーにとっては、従来から使用していたコード系

をＵＮＩＸでは使用できないこととなり、ＡＴＴへ要望をだし、最上位ビットを使用しないような

改造を提 案、ＡＴＴも了承し、第１ビット目を使用しないようにする改造の検討が行われた

（図３-６-４）。 

 

 
図３-６-４ 
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 この改造と同時に、日本語の取り扱いを可能とすることが、日本のメーカーとＡＴＴを中心と

する米国勢で検討され、前記のＥＵＣが開発された。 

 ここで大きなステップがあったと私は考えている。 

 すなわち、これまでのコードセットの標準化は「情報交換用符号図形文字コードセット」であ

ったが、この 検討の過程で、このほかに「内部処理用コードセット」、「ファイル用コードセット」

の考え方が提唱されている（実用的には、既に多くの社が区別して使用し ていたが、公開

される文書にこのような名前が出たのは初めてであろう) 。 

 内部処理に適したコード系としては、例えばすべてのコードを 16 ビット（２オクテット) で表

現することにより処理が容易となる。またファイルに保存することに適したコード系は必要領

域を最少とするというように、文字コードを使用目的にあった ものとする考え方である。もち

ろん、これらのコードの間に１：１の対応を付けられることが前提条件となる（図３-６-５）。 

 

 
図３-６-５ 

 

 以上で、ほぼ本論のＩＳＯ１０６４６及びＵＮＩＣＯＤＥの出現までの話がすんだ。以下、新し

いコード系であるＩＳＯ１０６４６とＵＮＩＣＯＤＥの話に移る。 

 なおＪＩＳの具体的な話を記述しなかった。これらとしては、ＪＩＳ Ｘ０２０１：Ｘ０２０８、０２１２が

あるが、これらの具体的な紹介は省略する。 

（８）ＵＮＩＣＯＤＥとは 
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 ＵＮＩＣＯＤＥは、米国のベンダーが集まって開発をした新しい文字コードセットである。検

討の中心／開始したのは、Microsoft 、アップル、ＺＥＲＯＸ等であったが、現在は会社組織

ＵＮＩＣＯＤＥ Ｉｎｃ．（ＩＢＭ、ＤＥＣ等多くの参加企業がある) として活動を行っている。 

 ＵＮＩＣＯＤＥの概要は以下のとおりである。 

 ・ ２オクテット（16 ビット）を使用するコード系である。 

       前記の言葉で言えば、ピュアバイナリコード系であり、Ｃ０、Ｃ１領域に対応するコードも

自由に使用している。 

 ・ 世界のほぼすべての文字を含んでいる。 

 ・ 合成文字を作る機能がある（例えば、ハングルやタイ語等のように字母を持っており、そ

れらを重打ちする〈３、４つの字母の重打ちもある〉ことで、一つの文字とする) 。 

 ・ 日本のＫＡＮＪＩ、中国のＨＡＮＪＩ、韓国のＨＡＮＪＡに別々のコードを割り振ると２オクテッ

トでも足りない可能性があり、字形の同じもの／同じようなものには同じコードを割り振ってい

る（ＨＡＮ Unification と呼んでいる。どの程度の違いの範囲を同じ文字と見るかの

Unification ルールが、以前は明確でなかった) 。 

 ＵＮＩＣＯＤＥを開発した理由は以下と考えられる（メリット) 。 

 ・ すべての文字が２オクテットで表現されているため、処理が容易である。 

 ・ 世界のほぼすべての文字を含んでいるため、各国での文字に関するテーラリングがほ

ぼ不要である。 

 ＵＮＩＣＯＤＥに対する日本の対応としては当初は富士通、ＩＢＭ社を除いてコメントを出して

はいなかった模様である（ＵＮＩＣＯＤＥについては、後に述べるＩＳＯ１０６４６との関係が問題

となるまで、日本として組織的な対応を検討したことはなかったと記憶している) 。 

 ＵＮＩＣＯＤＥはこのように米国内で検討が進んでいたが、ＩＳＯの新しい規格化作業として、

次に述べるＩＳＯ１０６４６が開始されるに及んで、一躍国際の場にその名前を出してきた。 

 ＩＳＯ１０６４６の中にＢＭＰ(Basic Multilingual Plane)と呼ばれる特別な領域があるが、この領

域の内容をＵＮＩＣＯＤＥと同一とする案であり、これについて以下の項で述べる。 

 なお 1994 年春には、ＵＮＩＣＯＤＥの紹介（説明会とデモンストレーション）が日本で行われ

ており、米国の計算機では既にＵＮＩＣＯＤＥがサポートされていることをご覧になった方も多

いと思う。 
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（９）ＩＳＯ１０６４６の検討経過について 

 ＩＳＯ１０６４６は ISO/IEC JTC1 で検討を行った、世界中の文字コード系をひとつの体系とし

てまとめあげる（基本的には) ４オクテットの文字コード系である。これら４オクテットで表現で

きる数値の領域を、いくつかの領域（プレーンと呼ぶ) に分け、目的ごとに使用する（図３-６-

６）。 

 

 
図３-６-６ 

 

 コード系としてはピュアバイナリであるが、各プレーンは、もしそれが日本に割り当てられた

プレーンであれば、日本が自由に検討し、使用方法を登録すればよい。 

 ＩＳＯ１０６４６の考え方については一般的には大きな問題はないが、あるプレーン、上述の

ＢＭＰについては大きな論争が起きた。 

 ＢＭＰは、ＵＮＩＣＯＤＥの開発目的と同様、ほとんどの世界の図形文字集合を含めようとし

ているプレー ンであり、文字コードを表すデータ（文字コードに割り振る数値）としては、４オ

クテットの内の、下位の２オクテットを使用している。上位の２オクテット は、これがＢＭＰであ

ること等、プレーンを識別したりする情報として使用される。ＩＳＯ１０６４６には、コンパクション

メソッドというものがあり、ある制 御のデータが表れると、それ以後のデータストリームでは、

ＢＭＰプレーン内のコードの部分だけを使用するということを宣言できるようになっているため、 

ＵＮＩＣＯＤＥと同様、２オクテットで文字の処理が可能である（図３-６-７）。 
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図３-６-７ 

 

 当初は（簡単な変換で) 現在のＪＩＳとの互換性を保てる方向で検討が行われており、日本

としてもＩＳＯ１０６４６には問題はあるが全面的に対決する、とはしていなかった。 

 しかし、ＵＮＩＣＯＤＥの体系が整うにつれて、ＩＳＯ１０６４６のＢＭＰとＵＮＩＣＯＤＥという同じ

ようなものが世の中に２体系あることはまずく、ＢＭＰとＵＮＩＣＯＤＥの整合化を図ることが国

際会議で決議された。 

 ＢＭＰに含める漢字については、先に述べたＨＡＮ Unification が必要であり、そのとき、ど

んな順で漢字を並べるかの検討が行われたが、中国の「コウキ辞典」を基にすべきとの意見

が強く、日本としても、その案をのまざるを得なかった。 

 この時点で、日本のコード系の国際対応委員会としては、ＪＩＳとの互換性については検討

のプライオリ ティを下げざるを得なくなった。ただし各国際会議ごとに各国の固有の（しかし

国際的には登録された正規の）コードがあり、既存資産との互換性の保持の重要 性につい

ては問題であるとしてコメントしてきた。 

 また実際のＨＡＮ Unification の作業ついては、China 、Japan 、Korea で解決すべきとの

国際的な結論となり、CJK-JRG(Joint Research Group) を結成し、日本としても対応委員会

を設置し対応を行った。CJK-JRG の問題などは今回は省略させていただく。 
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 ＩＳＯ１０６４６が国際的に実際に使われるとすると、現在具体的に決まっているものはＢＭＰ

のみであり、必然的にＢＭＰを使用せざるを得なくなる。 

 さらに、他のプレーンの検討も行われることにはなっているが、ＢＭＰが本当に、Multiligual 

処理として有用であるということになると、ＢＭＰのみがＩＳＯ１６４６の中身となる可能性も考え

られよう。 

 ＩＳＯ１０６４６の国際投票が行われ、賛成２４（内Ｐ－メンバーは 20) 反対６で国際規格とな

ることが決定した（1992 年５月末投票は締め切られた) 。 

 いまさら愚痴を言っても始まらないが、投票に関して問題となることが２点あったと考える。 

 １つは、多くの国がコメントをつけており（コメント付賛成 16 か国) 、その中で、ＢＭＰへ新た

な図形文字を追加せよといっているものはほぼ無視をされた（次のバージョンの検討課題と

なっている) 。 

 他は、ＪＴＣ１の投票手続きに関しての無知から生じたもので、コメント付き賛成だが、コメン

トの中にこ れが受け入れられないと反対にまわるというものがあることや、資料は別途送付

するとしていることである。ＪＴＣ１の規定では、賛成投票はコメントがどのよ うに取り扱われよ

うとも「賛成」であり、「反対」にまわることはできず、意見を通す必要がある場合は、「反対（こ

の場合必ずコメントが必要) 」としなければならない。また後者の問題は、国際投票に関する

情報については、委員会に直接持ち込むことは正規には認められていず、必ずＪＴＣ１の Ｉ

ＴＴＦ(Information Technichal Task Force: ＪＴＣ１の中央事務局に当たると考えればよい) を

通す必要があるため、ある程度の時間的余裕をもって送付する必要があるのだが、これらの

規定を知らずに投票をしているとしか考えられない。 

 さらに多くのコメントを読むと、ＢＭＰを作ってくれれば自国のためになると単純に考えてい

る国が多いようだ（自国ではコンピュータを作っていないし、まだそれほとコンピュータライゼ

イションが進んでおらず、データ互換等問題ではないと考えている国がかなり多い) 。 

（10）日本としてのＩＳＯ１０６４６ ＢＭＰの問題点 

 いくつかの問題点を日本は指摘している。 

 しかし、日本単独のコメントはほとんど受け入れられていないといってもよいと考える。 

 本日はテクニカルな状況は割愛させていただくが、最大の問題は既存国際規格（登録さ

れた仕様を含む) との互換性の確保である。 

 互換性確保の方法は考えられるが、どのような方法で行うべきかの技術的な検討は進んで

いない。 
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 現在欠如している情報は、実装システムとしてＩＳＯ１６４６ ＢＭＰまたはＵＮＩＣＯＤＥを使用

する所 があるのか、あるとして、どのような実装を考えているのかであり、実装の方法によっ

てはインパクトを最小に押さえられる可能性もある。もし情報交換用コー ドとしてのみの使用

であれば、コード系が１つ増えただけ（これも大きなインパクトではあるのだが) 、内部処理コ

ードとして使用するときはその実装方法で大きく互換の取り方が変わってくる。したがって、

日本も情報交換用コードとしてＩＳＯ１０４６の ＢＭＰは使用できますと言うだけでよいのであ

れば、費用はかかるがユーザーへの影響はほとんどないはずである。 

 日本としては、ＢＭＰについては問題があるとしているが（国内で広く利用されている文字、

記号類がない。反対に、ほとんど使われていない記号が日本オリジンとしてある等）、それら

は今後修正していくこととし、ＢＭＰの良さに目を向け、また既に述べたよう に、ＵＮＩＣＯＤＥ

の実装者が現れつつあることを考え、ＩＳＯ１０６４６のＪＩＳ化を行うことを決定した。ＪＩＳの原案

は、まず翻訳、ＪＩＳとの対応表を 作成するなどして、ＪＩＳとしては初めてと考えられるパブリッ

クレビューを行い、コメントを広く一般に要請し、それらのコメントを解決して、1994 年３ 月末、

ＪＩＳ化委員会としての最終資料のまとめを行った状況である（ＪＩＳ Ｘ０２２１となる予定）。 

 なお、先に述べたように、現在のＪＩＳとは互換性はないので、付属書としてＸ０２０１、Ｘ０２０

８、Ｘ０２１２との対応表を載せている。 

 さらに、ＪＩＳの本文ではないが、解説書、使用方法の注意事項等、ＪＩＳを使用するうえでの

留意事項をまとめていく計画である。 

 ＪＩＳの案の完成からＪＩＳの制定までには少なくとも半年程度は必要であり、この秋、あるいは

遅くとも 1994 年度内には、ＩＳＯ１０６４６に対応するＪＩＳが制定されると考えられる。 

 なお、日本のベンダーでＩＳＯ１０６４６を開発する社があるのかどうかは、現状では製品計

画の段階と考えられ、明らかにはなっていない。しかし米国オリジンのシステムは、一般的に

はＵＮＩＣＯＤＥ＝ＩＳＯ１０６４６のＢＭＰをサポートするであろうことは想像される。 

（11）まとめ 

 以上、簡単に文字コードの紹介を行った。 

 しかし、ユーザーとしては、文字コードセットの差異を直接意識して、プログラムを作成した

り、ワープロの入力を行うことは苦痛である。したがって、文字コードの差異はできるだけベン

ダー、ソフトウエアハウスの提供するソフトウエアで吸収していただきたい。 

 文字コードの取り扱いについての具体的な提案はユーザーとしては困難であるが、 

1)上の目的を達成するためにユーザー自身が気をつけておくべきこと 

2) 使用する文字コードセットを変更する可能性を考える場合に、ユーザーが気をつけてお
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くべきこと等を事前に周知できるような利用マニュアルの完備 

3) もし実際に移行を行うことになった場合には、移行を助けるツールの開発 

等の検討をよろしくお願いしたい。 
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第４章 方法論、見積り標準関連 

 

４．１ ＣＡＳＥについて 

 ＣＡＳＥとは、システム開発者の設計・製造・試験活動を計算機を用いて支援するツールで

ある。ＣＡＳＥ はさらに、開発工程のうち要求分析工程、基本設計工程を支援するツールを

上流ＣＡＳＥ、また詳細設計、製造、試験工程を支援するツールを下流ＣＡＳＥと大まかに分

類される。 

 個々のＣＡＳＥツールは様々なシステム開発活動のうち一部の活動を支援するのみである。

開発工程全体を支援する環境を構築するためにはこれら個々のツールを組み合わせて使う

必要がある。これを統合ＣＡＳＥと呼ぶ。 

 システム開発の効率化は、システム開発者のみならずユーザー、経営者など多くの人の関

心事である。しかしながら現状ではＣＡＳＥの普及はあまり進んでいない。 

 本稿では、ＣＡＳＥの普及における問題点について述べ、ＣＡＳＥ標準化の動向と問題点

について述べる。 

（１）ＣＡＳＥの普及における問題点 

 ＣＡＳＥの普及の阻害要因として、ユーザーの期待とＣＡＳＥの約束する効果のズレを指摘

する意見があ る。すなわち、開発生産性についての捉えかたのズレである。ユーザーの期

待するものは即効性であり、目先のバックログの解消であるのに対し、ＣＡＳＥの提 供するも

のは開発全工程トータルの生産性向上であるというものである。さらに、「構造化手法が日本

人になじみにくい」と考えるユーザーが多いことも指摘さ れている。これらは現象面としては

事実であろう。これらは、ＣＡＳＥそのものに対するユーザーの理解が進み、構造化手法の

習熟に伴い、徐々に解消されていくであろうと考えられる。むしろ、ＣＡＳＥの普及の阻害要

因とはユーザー自身そのものの問題なのではなかろうか。ＣＡＳＥとは、いわばシステム開発

のモデ ル化である。モデル化されている分だけ現在のユーザーのシステムをめぐる問題点

が浮かび上がりやすい。この点がＣＡＳＥの導入に二の足を踏ませるのではな かろうか。 

 上流ＣＡＳＥあるいは統合ＣＡＳＥには、たいてい経営戦略を対象とするフェーズがある。計

画局面などと 呼ばれるこのフェーズは、自社の資源・強み・弱み・成功要因・重要課題とそ

の優先度等の定義をもとに、開発すべきシステムの対象領域と開発目的を定義する ことに

なる。このフェーズの推進主体はユーザーであり、システム部門はシステム技術の専門家と

しての参画が求められる。しかし、実際問題としてシステム部 門もまた経営戦略についての

取り組みは当然要求されよう。だが、情報システム部門を巡る様々な批判には経営問題に

ついての取り組みのなさが挙げられること も多く、現在のシステム部門の能力・体制等から、
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一朝一夕に経営戦略に関わることが可能なユーザーは多くはないと考えられる。また、トップ

マネジメントの システムへの関与が欧米に比して低いこと、ＣＡＳＥ導入の初期投資が大きく

効果が出るまで時間がかかることなども、システムの戦略的位置づけを低くしている。仮にＣ

ＡＳＥを導入したとしても、これらの局面のツールの有効利用が難しいユーザーが多いと考

えられる。経営者及び情報システム部門の責任者がこうした事項に理解を示すことがＣＡＳＥ

導入成功の必須要件である。 

 一方、ＣＡＳＥツールは厳格なトップダウンとウォーターフォールモデルを採用しているもの

が多い。した がって、万が一要件の抜けが発覚した場合、進捗に致命的な影響を生じる場

合もありえる。ベンダーによっては、構造化手法に教条的に従う必要はないという説 明をし

ているところもあるようだが、手法の簡略化・変更の許容範囲が明確でない限り、後工程にど

のような影響が生じていくのかが把握しにくいものである。 開発途上における仕様変更・要

件変更に柔軟に対応可能なＣＡＳＥの提供が強く求められる。 

（２）開発支援ツールの標準化動向 

 現在の標準化の方向は、ツールのインタフェース（ツールの走行プラットフォーム、データ

交換形式、ツー ル間制御など）を統一する方向である。これはユーザーが様々なＣＡＳＥツ

ールを組み合わせて使用することを容易化するのが目的である。ツールの機能や、 ツール

が支援する開発方法論の標準化は行われていない。 

    ① ＣＭＡ 

 以前より、開発環境のフレームワークの概略としてＥＣＭＡのＰＣＴＥ（Portable Common 

Tool Environment）が知られている。このモデルには、ユーザーインタフェースサービス・プロ

セス管理サービス・オブジェクト管理サービス・通信サー ビスの４つのサービスが規定されて

いる。ただし各サービスのＡＰＩについての具体的な規定については完全な形のものが存在

していない。この中で特に重要な ものは、オブジェクト管理サービスに属するリポジトリ（設

計データ管理サービス）である。これはＣＡＳＥツールで作り出す設計情報を一元管理する

データ ベース機能である。現在、ＰＣＴＥは国際標準化をＦａｓｔ Ｔｒａｃｋ（早期標準化の手続

き）により手続き中である。 

    ② ＣＯＳＥ 

 昨年３月、統一ＵＮＩＸに向けてＣＯＳＥが発表され、同６月にはデスクトップ環境 （ＣＤＥ＝

Common Desktop Environment）の最終仕様が決定している。ＣＯＳＥは通信機能のＡＰＩとし

て、ＨＰのＳｏｆｔ Ｂｅｎｃｈが採用されている。ここに業界標準の 有力候補が登場したことにな

る。ＣＯＳＥの目的は、ＡＰＩを統一することでサードパーティーのソフト開発を容易にしアプリ

ケーションを増やすことであり、 Ｗｉｎｄｏｗｓ ＮＴに対抗するものであると言われている。その
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後、ＣＯＳＥに参加しているサンソフト社がＮｅｘｔｓｔｅｐのライセンスを受けることが発 表される

等、業界標準の確立には今しばらく流動的状況が続く模様である。 

    ③ ＥＩＡ 

 ＣＡＳＥツール間での設計データを交換するための言語構文としてＥＩＡのＣＤＩＦ（CASE 

Data Interchange Format）がある。現在これをベースとした国際標準が検討されている。 

（３）標準化をめぐる問題点 

 以上、標準化の動向をおおまかに見てきた。これらの標準化はユーザーにとって益はある

のだろうか。全体 の傾向として、ベンダーはデータ交換・共有の標準化にはあまり積極的と

は言えないようである。また、データ交換・共有についての標準化は、設計データの記 述言

語や設計データを格納するリポジトリについての標準化が中心であり、ＣＡＳＥツールの作る

設計データの中身についての標準化、すなわち方法論や ＣＡＳＥツールの持つべき機能

の標準化やＣＡＳＥツールが作り出す設計データが互いにどのような関係にあるのかという

標準化が行われていないようである。 

 ＣＡＳＥの導入が成功し利用が進めば、膨大な設計情報が蓄積されることになり、リポジトリ

の有効利用が ユーザーにとっての最大関心事となろう。このとき異なるＣＡＳＥ間でデータ

の互換性が保証されていなければ、ユーザーにとって様々な不利益が生じることは 容易に

想像がつく。こうした問題についてベンダーの積極的取り組みを期待するとともに、ユーザ

ー自身も積極的に発言する姿勢が強く望まれる。 

 

４．２ オープンシステム（クライアント／サーバーシステム）開発方法論 

（１）現状の問題点 

 汎用コンピュータ系の情報システムは歴史も古く開発方法論が確立され開発の進め方や

方法論について標準化が進み、社内標準として完成しているところが多い。 

 一方、オープン系の情報システムについては、汎用機系との違いを認識しているにもかか

わらず、汎用機で の開発方法論に準じて開発を進めたり、簡単な標準を作って開発を行っ

ているのが大部分であり、方法論として体系的にまとめられたものを活用している例はほ と

んどない状況である。 

 現状の認識として、大きな問題点と思われる項目を挙げてみる。 

    ① ＯＳの成熟度及び機能 
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   オープン系システム開発は従来型システム開発に比べて、開発者側の担当範囲が広い。

それは、成熟した汎用機のＯＳに比べるとオープン系ＯＳ（ＵＮＩＸなど）の機能が不足してい

ることに起因している。 

   例えば、従来は極端に言えば適用業務設計のみに没頭すれば情報システムが開発でき

たが、オープン系システムでは、ＯＳを適用業務に最適化して使用するため の開発作業や

論理上は実現可能な仕組みでも実際に稼働するかどうかプロトタイピングなどにより確認し

てから次のステップに進むなどの作業が、システム開発 上重要な作業として発生する。 

    ② オープン化／ダウンサイジングシステムは分散処理が前提 

   ダウンサイジングにより能力の小さなコンピュータを使用することになるが、１台では能力

不足の場合が多いことから分散処理、クライアント／サーバーモデルの形態をとることが多く、

規模の大きいシステムでは超分散システムとなる。 

   そのために、ＬＡＮなどのネットワーク技術、最適なデータベース設計、ＯＬＴＰなどのミド

ルウエアの設計など、システム開発者が考慮しなければならない範囲が広く、高度なノウハ

ウが必要である。 

    ③ システム規模は汎用機系に比べオープン系は小規模システムであり、開発スピード

が早い 

   汎用機系システムは集中型が多く大艦巨砲的システムが多く、システム開発もおおがかり

で、大勢の開発者が参加するため開発工程も細分化されており、結果として開発工程も長

いものになっている。 

   しかし、オープン系システムでは、ダウンサイジングされたシステムでシステムの規模が小

さい場合が多く、汎用機系のシステム開発工程のように細分化された手順ではなく、大くくり

の工程で効率よく、しかも抜けがないような開発工程が望まれている。 

    ④ 利用部門がシステム開発に参画する度合が高い 

   オープン系システムはより利用部門に近いシステムとなり、利用部門自らシステム開発に

参画するケースが多い。 

   そのために開発ドキュメント、開発手法もオープン化が必要になり、従来のように情報シス

テム部門のＳＥだけがわかるような専門的なドキュメントでは困る。 

    ⑤ 利用部門でシステム運用 

   利用部門主導で開発されたシステムは利用部門で維持・運用を行い、現業部門の改善・

改革をタイムリーにサポートしていく必要がある。 

   そのためには、システムの仕組みや内容、データの意味や作られ方などが利用部門で理

解できなければならないが、利用部門のためのシステム公開の仕組みがない。 
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    ⑥ コンピュータサービスは共通サービスから個別サービスへ 

   汎用機系システムでは、全社の業務を標準化（共通化）して構築するという考え方であっ

たが、オープンシステムの出現は部門個別の業務に対応する個別サービスの考え方で構築

しなければならない。 

（２）標準化の動向 

    ① 「システム開発の共通フレームに関する委員会」からの提案 

 通産大臣の諮問機関である産業構造審議会情報産業部会から、ソフトウエアに関しての

「マーケットメ カニズム確立のための基礎条件の整備」として取引ルールの明確化が指摘さ

れたのを受けて、情報処理振興事業協会で「システム開発の共通フレームに関する委 員

会」で平成４、５年度にわたって活動を行ってきた。 

 その成果物として 

 「ソフトウェアを中心としたシステムの取引に関する共通フレーム体系」、及び「ソフトウェア

を中心としたシステムの取引に関する共通フレーム定義」（表４-２-１（文字が小さ過ぎるため

掲載しておりません））が完成している。 

  内容的には契約作業、システム開発作業の標準の枠組みと手順が示されたもので、必要

な項目が網羅されている。 

 しかし、この成果物はシステム開発やシステム開発方法論の社内標準を作成することを目

的としていないため、オープン化／ダウンサイジングにおけるシステム開発方法論という最

新のノウハウのために活用するには適切ではない。  

    ② ベンダー提供開発方法論 

  コンピュータメーカー、システムコンサルティング会社から提供（市販）されている方法論が

流通し始めている。 

  しかし、製品の質、量とも汎用機系に比べるとプアーであり、これから急速に品揃えが行わ

れるものと思われる。 

  しかし、オープンシステムでは上流工程はともかく、下流工程（製造工程）はそれぞれの企

業やシステム形態・内容により特徴があり、カストマイズなどの作業をしないと社内標準として

は活用できない。 

（３）オープンシステム（クライアント／サーバーシステム）開発標準の考え方 

    ① 基本的考え方 

  オープン化／ダウンサイジングシステムは分散処理（超分散）が前提になるが、システム全

体の整合性をとるということが重要になってくる。 
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  また、従来のシステム開発は個別システムがそれぞれ独立して開発され、連携が取り難い

という問題を提起されることが多く、都市計画型システム開発という考え方が重要になってく

る。 

 企業の仕組み全体を見通して、利用部門、情報システム部門の関係者全体で都市計画

（システム全体構想）を作り、システム間インタフェースとしてのデータベースを固め、インフラ

を整備してから個別のシステム開発に取り組むというアプローチが必要である。 

 このような開発の進め方をすることにより、個別システムは個性を発揮し、利用部門に最適

なシステムが構築でき、しかも全体の整合性も取れることになる。 

 そして、利用部門は自分の要望・予算の範囲を明かにし、情報システム部門では都市計

画を遵守する中で要望に応えられるように設計図（開発ドキュメント）で設計し、その設計図

で利用部門とのコミュニケーション及び製造作業を行う。 

 製造作業は個別受注を受けてその都度生産するオーダーメイドではなく、モジュール合成

で個別ニーズに対応するという基本的な考え方で実施する。どのよう なモジュールにする

か、既製のモジュールが再利用できるかがポイントであり、そのために開発の進め方も考慮

する必要がある。 

 既製モジュールの再利用をすることにより、納期の短縮、個々の品質保証が全体の品質を

向上させ、コストの最適化が実現できるのである。 

1) システムを３つの分野に分離（図４-２-１参照） 
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図４-２-１ 

 

    クライアント／サーバーモデル（Ｃ／Ｓモデル）が前提のシステム開発では、設計の上流

工程からＣ／Ｓモデルに適した設計の進め方をしなければならない。 

   具体的には、情報システムを、 

ａ コンピュータアウトプット帳票や画面のような人と会話するマンマシンインタフェースの分野 

ｂ データチェック、計算などコンピュータ処理するコンピュータプロセスの分野 

ｃ データを保管、管理、検索するデータコントロールの分野 

  の３つに分離して設計を進めることにより、機能の明確な分離と独立性を高めることができ

るので、Ｃ／Ｓモデルの設計の進め方の基本として重要である。 

    このような考え方を徹底することにより、再利用可能なモジュール化、部品化が実現でき

る。 

2) 開発ドキュメントは公開を前提に作成（図４-２-２参照） 
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図４-２-２ 

 

   企業レベルで見たときに、基幹業務のシステム化は一巡しているが、汎用機での集中型

システムが 大部分であり、システムが大型化し、利用部門にとってはコンピュータ化が業務

のブラックボックス化となり、現業部門の改善・改革意識の阻害要因になってい るのではな

いかと思われる。 
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   したがって、利用部門がシステムの仕組みや内容が理解でき現業の改善・改革やシステ

ム運用を行えるようにするためにもドキュメントの公開が必要である。 

   公開を前提にすると、当然のことながらドキュメントの電子ファイル化が必須となり、そのた

めにはドキュメント作成ツールの活用が必要である。 

   また、公開したドキュメントは専門家だけがわかるものでなく、利用部門で理解できるよう

な表現になっていなければならない。 

   そのために、 

    ・ 業務の持つ機能構造と機能の役割を定義 

    ・ 機能と機能のつながりを表現 

    ・ 作業手順とコンピュータ処理のつながりを表現 

    ・ 業務パターンと機能の働き 

 を定義するという４つの角度からシステムを表現する必要がある。 

3) システム設計とはドキュメントを修正すること（図４-２-３参照） 
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図４-２-３ 

 

    システム設計は現状の業務を変化させることであり、最大のポイントは利用部門に新しい

仕組み、仕事の手順・内容を正しく理解させることである。完成したシ ステムが利用部門に

受け入れられないという悲劇が起きるのは、利用部門が正しく理解した上で、承認していな

いからである。 

   また、システム設計で重要なことは正しい現状認識であるということから現状分析、システ



 

 

 103  

 

ム検討の結果をドキュメント化しドキュメントで利用部門とのレビューを行うという手順が必要

である。 

   利用部門に、より容易に正しい理解をしてもらうためには、プロトタイプなどの併用も有効

である。 

4) システム開発標準手順の考え方（図４-２-４参照） 

 

 
図４-２-４ 
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 図４-２-４はシステム開発の概要手順であるが、システムを３つの分野に分離して設計する

という考え方に基づき、分析工程、設計工程、開発工程での作業を示したものである。 

   分析工程のマンマシンインタフェースでは作業分析、プロセスコントロールでは機能の分

析、データコントロールではデータ分析を行う。 

   設計工程のマンマシンインタフェースでは作業手順の設計、プロセスコントロールではモ

ジュールなど 

のプロセスの設計、データコントロールではシステム間インタフェースという見方でインタフェ

ースの設計を行う。 

  開発工程のマンマシンインタフェースでは作業マニュアルの作成など作業手順を定義、プ

ロセスコントロールではモジュールの開発、データコントロールではインタフェースファイルと

してのデータベースを開発する。 

    ② オープンシステム開発工程概要 

1) オープンシステム開発フェーズ概要（図４-２-５参照） 

 

 

図４-２-５ 
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   図４-２-５は開発フェーズ全体図であるが、オープンシステムの特徴としては、プラットフォ

ーム設計と呼ばれることもあるアーキテクチャ設計・構築のフェーズ（図４-２-７）とシステム機

器構成などを決めるハードウエア設計（図４-２-８）のフェーズがあることである。 

 

 

図４-２-７ 
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図４-２-８ 

 

  上流工程のシステム開発ステップ（図４-２-６）は手順としては汎用系の場合とほぼ同じで

あり、先に述べたシステムを３つの分野に分離するという基本的な考え方が全体を通して貫

かれている。 

 

（ファイルが見つからない） 

図４-２-６ 

 

    ③ オープン化／ダウンサイジングにおける情報資源管理（ＩＲＭ）の考え方 

 オープン化／ダウンサイジングシステムでは利用部門自らシステム開発や維持・運用を行

うケースが増えることや分散型のシステムのため維持・管理が複雑になる可能性が高い。 

 そのためにシステム開発や維持・運用をサポートするツールとして情報資源管理が必須に

なってくるので、オープン化／ダウンサイジングにおける情報資源管理（ＩＲＭ）の考え方に

ついても若干言及しておきたい。 

        1) 基本的な考え方 

    従来の情報資源管理は、情報システム部門でシステム開発や維持を効率よい生産性を

向上させるためのツールという専門的な使い方であった。 

  オープンシステムでは、エンドユーザーが自分でシステム開発や運用を行うケースやシス

テム開発に深く関わることが多くなってきている。 

  したがって、基本機能として次のことが必要になってくる。 

ａ エンドユーザーが情報システムを活用するために必要な情報が検索できる（情報システム

の内容がユーザーに理解できる） 
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ｂ 情報・データの素性がわかる検索ができる（エンドユーザーのために必須） 

ｃエンドユーザーが主体的にシステムを活用できる 

ｄ  どこに、どのようなシステムを提供しているかがわかる 

  情報資源管理は「管理のための管理」「情報システム部門だけの管理」は避け、「利用部門

サービスの向上」を目的とした考え方で構築しなければならないわけで、次のような観点が

必要である。 

 超分散環境を前提に   

・ システム開発から見たＩＲＭ 

・ システム維持・運用からみたＩＲＭ 

・ コンピュータ運用からみたＩＲＭ 

・ コンピュータ、ネットワークから見たＩＲＭ 

という観点でＩＲＭの構築を行う 

        2) システム開発方法論との連携 

    ＩＲＭシステムを構築するには、システム開発方法論が確立されていなければならないの

で、ダウンサイジングにおけるシステム開発方法論（標準化）と整合を考慮しなければならな

い。 

 システム開発方法論とＩＲＭの連携、上流工程と下流工程の連携の役目を果たすリポジトリ

ーの役割が重要となる（図４-２-９）。 
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図４-２-９ 

 

        3) 情報資源の種類 

  まず第一にどのような情報資源（コンポーネント）が必要か洗い出す作業が必要である。 

データコンポーネント 

ウィンドウ 

ボタン 

システム：４階層構造の連携が難しくなってきている 

組織 

プロジェクト 

ハード仕様：ホスト、ローカル 

ロケーション 

管理者、所属 

プロトコル 

使用業務システム 

ＯＳのバージョン 

ＤＢＭＳの種類、バージョン 

４ＧＬの種類、バージョン 

開発ツール 

データ提供先のハード（ＰＣ……）、ソフト（ロータス、ＥＸＣＥＬ……） 

担当者 

ミドルソフトの種類とバージョン 

ネットワーク管理 

ローカル側ＡＰプログラムのバージョン 

システムドキュメント（ユーザーが参照できる） 

  ただし、なにもかも管理できるわけではないので見極めが必要。 

    ④ 今後の進め方 

  オープンシステム開発方法論についての概要を述べたが、より具体的なコンセプトや社内

標準などを作成するための指針となる基本的な考え方について、体系的にまとめる必要が

あるので、以下の項目について別途まとめる必要がある。 

〔オープンシステム（クライアント／サーバーシステム）開発方法論コンセプト編〕 

１ オープンシステム出現の背景 
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   1.1 企業レベルでみた情報システムへの新たな要求 

   1.2 情報システム部門内の問題 

   1.3 ｵｰﾌﾟﾝシステムの必要性 

２．オープンシステムの特徴 

   2.1 オープンシステムのモデル 

   2.2 オープンシステムと汎用システム（専用システム）の比較 

２．３オープンシステムの特徴（システムとして何を備えていなければならないか） 

       処理の分散、管理の集中 

３．オープンシステム開発における特徴 

   3.1 開発方法の考え方（都市計画型） 

   3.2 開発手順の概要 

   3.3 利用部門によるシステム運用の実現 

４．オープンシステム開発標準化の概念 

   4.1 オープンシステム開発全体フェーズ 

   4.2 機能分散型の開発 

   4.3 システムの 3 分割 

        ・ マンマシンインタフェース 

        ・ プロセスコントロール 

        ・ データコントロール 

   4.4 開発ドキュメントは唯一のコミュニケーションツール 

   4.5 システム 3 分割基準によるシステム開発標準の手順 

   4.6 システム開発ステップ 

５．開発ステップの概要 

   5.1 システム化検討（FS、要件定義） 

   5.2 システム基本設計  

   5.3 システム機能設計 

   5.4 利用部門業務マニュアル作成 

   5.5 プログラム設計 

   5.6 プログラム開発 

   5.7 結合テスト 

   5.8 総合テスト 

   5.9 システムテスト（試運転） 

   5.10 運用・評価 

６．データベース設計 
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   6.1 データ分析 

        データ定義は単に物理ファイルの構成要素を明確にするためだけに行われるのでは

なく、 

        エンドユーザーへのデータの素性を公開するためにも必要であるという観点も踏まえ

て行う 

        ことがポイントである。 

   6.2 概念 DB 設計 

   6.3 論理 DB 設計 

   6.4 物理 DB 設計 

７．システムアーキテクチャ設計･開発 

   7.1 アーキテクチャ方針の検討 

   7.2 アーキテクチャの設定 

   7.3 プロトタイプによる検証 

   7.4 アーキテクチャ設計 

   7.5 システムリソース決定 

８．ハードウエア設計 

   8.1 システム構成の決定 

   8.2 ハードウエア機器の選定 

   8.3 ハードウエア個別設計 

９．プロジェクト管理 

   9.1 工数見積基準作成 

   9.2 システム開発体制 

   9.3 システム開発計画立案 

   9.4 プロジェクト管理の仕組み検討 

   9.5 プロジェクト管理サイクル 

   9.7 プロジェクト評価 

１０．オープンシステム環境での情報資源管理（ＩＲＭ） 

   10.1 情報資源管理の目的 

   10.2 オープンシステムに必要な情報資源管理の機能 

   10.3 開発方法論と情報資源管理の関係 

   10.4 CASE ツールと情報資源管理の関係 

   10.5 リポジトリーの機能  
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４．３ 品質保証 

（１）ソフトウエア・システムにおける品質 

 一般的に言って、ソフトウエア・システムは目に見えにくい“もの”である。そんな事情もあっ

てか、ソフトウエア・システムの品質については、多くの議論や考え方の提示がなされてき

た。 

 図４-３-１はソフトウエア・システムにおける品質を考えるうえでの、１つのフレームワークを

示したものである。また表４-３-１は品質の構成要素を整理して示したものである。 

 

 

図４-３-１ 
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表４-３-１ 

 

 

 実務的には、自らの個別環境を意識した『自社（自組織）の品質標準／基準』をどう検討・

設定するかが極めて重要なポイントとなる。 

（２）開発方法論（ＳＤＬＣ）の工程モデルにおける品質保証の考え方 

 ソフトウエア・システムの設計・開発は、何らかの開発方法論に基づく工程モデルをベース

に作業が進められているといっても過言ではない。 

 開発方法論及びその中核として包含されている標準工程（工程モデル）は、各ベンダーご

とに若干の相違点（例えば、工程や作業項目の名称の付け方やその内容定義が微妙に異

なる等）はあるものの、骨格をなす考え方に大きな違いはない。 

 図４-３-２は、ウォーターフォール型の工程モデルにおいて、品質保証の考え方がどのよう

に組み込まれているかを示したものである。 

 



 

 

 113  

 

 

図４-３-２ 

 

 図で示したように、システムの設計・開発の工程はＶ字型の構造になっている。前半部分

の設計はトップダ ウンでマクロ（システム）からミクロ（モジュール）へと順次ブレークダウンさ

れていく。Ｖ字型の底にあたる部分で最少単位の“もの”づくりがなされ、テス トはボトムアッ

プでミクロ（モジュール）から幾つかのレベルを経て、最終的にマクロ（システム）まで実施さ

れる。 

 この大きなフローの中で、前半部分は『品質保証組み込みのプロセス』、後半部分は『品質

確認プロセス』ととらえることができる。 

 また各工程の最後にはレビューが位置づけられ、当該工程の成果物の品質確認がなされ

ることで、全体として手戻りを少なく（理想的には無しに）する小さなフィードバック・パスが用

意されている。 
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 全体を貫いている基本的な考え方は以下のとおりである。 

 すなわち、品質は設計で 95％以上規定されてしまうということに対応し、“もの”を作った後

で検査し、 その善悪を判定するという、いわゆる「事後対応型の品質保証」ではなく、よい設

計に基づき定められた仕事のやり方で良品質の“もの”を作るという「未然防 止型の品質保

証」を強く指向しており、この点に大きな特徴がある。 

 別の視点からみれば、各企業が所有・維持している当該企業（組織）向けにカスタマイズさ

れた標準的な工程モデルに基づいて作業を行い、環境を作り上げ、遵守することで、そこか

ら生み出される成果物は一定レベルの品質が維持できることになるという考え方につながっ

てくる。 

（３）品質保証マネジメントの基本的な考え方 

 実際のマネジメントにあたっては、可能な限り品質目標を定量化し、客観的な把握ができ

るように具体的な 目標値、基準値を、システム開発（プロジェクト）の計画時点で設定し、品

質に対する保証確認が開発者（受注者）側、利用者（発注者）側双方でビジュアルに 評価

できるようにすることが肝要である。 

 蛇足ながら一言申し添える。前述のフレームワーク、基本的な考え方等は、あくまでも一つ

の考え方を提示 したものであり、実際に個別の企業（組織）での適用にあたっては、自らの

環境に適合した品質管理対象項目とその測定・評価方法、及び各基準値（目標値）の 設

定と、マネジメント面でも企業（組織）ニーズや組織風土を踏まえた“一味”を付加する工夫

が必要とされる。 

（４）関連トピックス 

 ここ２～３年、「ＩＳＯ９０００－３」をめぐるホットな議論が続いてきた。この「ＩＳＯ９０００－３」を

一言で言えば、「ＩＳＯ９００１」をソフトウエア対象に情報処理業界向けに改定したものと言え

る。 

 一般的に製品の品質保証を考える場合には、図４-３-３で示したように対象となる“製品”、

製品を作り出す際に適用される“技術・技法”、そしてインフラとしての“品質システム”を三位

一体で把握する必要がある。 
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図４-３-３ 

 

 しかし、「ＩＳＯ９０００－３」では、特定の開発方法論（ＳＤＬＣ）を前提にしているわけではな

いと公 式表明しているし、周知のようにソフトウエア（システム）の製品としての品質規格を定

めたものでもなく、製品を作り出す基盤となる“品質システム”につい てのみ規定しているも

のである。 

 ところで、「ＩＳＯ９０００－３」については、早ければ 1994 年末頃までにＪＩＳ化されるのではな

い かとの噂を耳にする。日本の情報処理業界はまだ若く、体質も脆弱なので、業界の体質

強化のためにはガイドラインではなく規約（ＪＩＳ化）が望ましいからと の理由説明が流布して

いる。経過はともあれ、この先目が離せないところである。 

（５）品質保証に関する要望 

 考えるまでもなく、品質保証のテーマは開発者にとっても利用者にとっても永遠の課題の１

つである。開発者について言うならば、地道な取り組みを継続することこそが、将来の“優位”

を約束し、よい結果をもたらしてくれるはずだ。 

 利用者について言うならば、システム要件定義として機能はもちろんのこと、操作性や性

能を含めた品質目標を明示することで、結果的に速く、かつ安価で“本当に欲しいシステム”

を入手することにつながるはずだ。 

 以上、カスタムメイドのシステムを前提に記述してきたが、多数の顧客を相手に流通してい

るパッケージソフトについて一言付け加えておきたい。 

 利用者の視点からの要望は、パッケージソフトの説明書記載項目に品質に関する項目を

含めた表示規格が制定され、ソフトの動作及び記述内容についてベンダーが文字通り「品

質保証」してくれることである。 
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 これが遵守されれば、利用者は今まで以上により安心してパッケージソフトの購入の意思

決定ができる。 

 『今、一番欲しいのは“ソフトウエア版暮らしの手帖”である』という実感を一日も早く捨てら

れるようになりたいものだ。 

 

４．４ 見積り 

（１）見積りの問題点 

 見積りは企業（組織）にとってシステム計画や開発の管理上、重要な作業の１つである。見

積値は予算獲得はもとより、実際のシステム開発（内作にしろ、外部委託するにしろ）にあた

り、実行計画のベースを定めるものである。 

 特に平成不況の真只中、情報化投資に対しても経営トップの厳しい目が光る今日におい

て、その重要性についてはあらためて強調するまでもない。 

  見積りに関する問題点は、結果論から言えば「見積り精度が悪く、なかなか当たらない」と

いう表現に集約されることになろう。 

  この主たる原因は２点ある。１つは前提条件としての『対象システム』の要件仕様の確定度

合いに起因するものであり、もう１つは見積りに関する技術的なものである。 

  このうち前者に関わる事項は、システム設計・開発が進行する過程で内容が次第に詳細

に確定していく実態を踏まえ、要所要所で見積りを複数回実施すれば見積 り精度が向上

する事実をマネジメント上どう取り入れるかで解決するしかないであろう。したがって、ここで

はこれ以上の言及はしない。 

  一方、後者については適切なモデル化と基準値管理で相当レベルの解決を図ることが可

能である。以降、この視点で議論を深めていくこととする。 

（２）見積りをとりまく環境世界 

 見積りをするうえで考慮すべき対象となる環境世界は一般的に図４-４-１のように構造化し、

整理することができる。 
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図４-４-１ 

 

 与件としての開発対象システムに対し、独自の見積り方式を用い、見積り基準値を適用し、

見積り値を求め ることになる。ここまでが一般的な見積りモデル化可能な世界である。しか

し、現実には、この見積り値を重要な参考値としながらも、特に対外的には、各種の 政治的、

政策的判断が加味され適用値（予算値、契約値、等）として形を変えて実際に用いられる。 

 見積り値と適用値との間で一線を画したことは、モデルの中にノイズの影響を持ち込みたく

ないという思いからである。 



 

 

 118  

 

 この図でもっとも重要なポイントは、総論として、仮にこの図のような関係が理解できたとし

ても、実務的には各企業（組織）の個別環境に依存した基準値を自らの努力で求めないと

役に立たないという点である。 

 もちろん大切な点としては、見積り方式（後述）についても、世の中の研究成果や、他社事

例等を参考に、自社（組織）にフィットした基本的な考え方や、それに基づく見積りモデルを

確立することである。 

（３）見積り方式のフレームワーク 

 図４-４-２に見積り方式のフレームワークを示す。 

 

 

図４-４-２ 
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 これら全体が図４-４-１の見積り方式のＢＯＸに対応しており、見積り方式を手順通り行うと

見積り値が算出されることになる。 

 見積りモデルという言葉は見積り方式の中に内包されており、図４-４-２に示すように、規模

見積り、工数見積り、費用見積りのサブセットから構成される見積りモデルが存在する。 

 各見積りサブセットごとに対応する見積り基準値を必要とする。 

 見積り手法について若干補足説明を加えておく。世の中的には、ＣＯＣＯＭＯモデルや、

ファンクション・ ポイント（ＦＰ）法などが著名なものとして認知されているし、日常的には類似

システムからの類推、トップダウン見積り、ボトムアップ見積り等、様々なやり 方が存在する

（各手法の説明は割愛する）。 

 実務上大切な留意点は、見積り方式に関する基本的な考え方を検討・確定する過程でベ

ースとなる手法（カスタマイズを含め）を決めることである。同時に、見積り精度を向上させる

ために他の手法を補完的に組み合わせて利用する運用面での配慮が望ましい。 

 また生産性基準値についても補足コメントを付加しておく。工程などについては開発標準

が確立している必 要がある。そのうえで、ライフサイクル全体とか、設計フェーズ、開発フェ

ーズ、あるいは個々の工程のように、複数レベルの基準値が設定されることが望まし い。こ

れは現実的に言えば、内作／外部委託（どの工程から外注するかの発注パターンと関連さ

せて）や、業者別の基準値にならないと役に立たない場合が多 い。 

 言わずもがなではあるが、この生産性基準値は単価テーブルとも密接に関連しており、そ

れぞれを独立に考えることは難しい（「この生産性だから、この値段」あるいは逆に「この値段

だから、この生産性」といった実態がある）。 

 単価テーブルについて言えば、技術ランク別に設定されているのが常識的である。 

（４）見積り精度向上のための仕組み／体制 

 繰り返し強調したように、実際の見積りにおけるキー・ファクタは自社（組織）としての基準

値であり、この良悪が見積り精度を左右する。 

 図４-４-３は 見積り精度向上のための仕組みを示したものである。図中、２つのサイクルが

示されているが、内側のサイクルが組織的な基準値管理 （ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥ）を示して

いる。ここでの見積り基準値見直しは１～２年の期間毎と想定している。また外側のサイクル

は個々のシステム開発（プロ ジェクト）における適用を表している。 
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図４-４-３ 

 

 見積り精度向上のためには、前述のごとく見積り基準値を設定する際の環境を識別するう

えでのベースとなる「自社（組織）としての開発標準」の作成が大前提となる。 

 さらに加えて、図にある見積り精度向上サイクルを維持するための組織的な体制作りが重

要な課題となる。 

（５）見積りの“万能薬”はない 

 「わが社の状況にフィットした見積りの仕組みがどこかに“もの”としてあれば、たとえ高価で

も購入したい」という考えを持たれている方はよもやおられないだろうが、心の片隅に淡い期

待を捨てきれない人がおられたら、一刻も早く夢から覚めてもらいたいものである。 

 図４-４-１で示したように、見積りについてその本質を一般的に理解することはできても、こ

と実務的に言うならば、基準値は個別環境世界を反映したものでなければ役に立たない。こ

の個別環境に適合した値は、当該企業（組織）内で地道に蓄積する以外、管理できないも

のである。 
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 また生産性指標などについての他社比較は、一般的に言えば、百害あって一利なしであ

る（その理由は、個別環境の違いがわかる場合にはじめて、単なる数値の比較を越えた意

味の解釈が可能なのだから）。 

 夢を捨てきれない人は、“青い鳥”を求めて旅を続けるチルチルとミチルの姿にオーバーラ

ップされよう。 

 

４．５ 契約 

 本項では、特にカスタムソフトウエア（出来合いの市販ソフトウエアではなく、発注者個々の

要求を満足するために開発・改造されたソフトウエア）開発維持に関する契約について述べ

る。 

 契約に関しては、まだ国際的な標準というものが存在しない。契約締結に至るためには、

契約を締結する２ 者（当然複数の場合もある）間で、契約の内容について合意ができること

が必要であるが、ソフトウエアについてはその作業が多岐に渡るということの他に、 個々の

作業内容の定義がまだ曖昧であり、そのプロセスについて標準化の試みが行われているの

が現状である。 

 そうした標準化活動としては、以下がある。 

  ・ ソフトウエア品質：ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１／ＳＣ７ 

   ソフトウエアライフサイクルプロセス 

   ソフトウエアプロセスアセスメント 

  ・ ソフトウエアの品質保証：ＩＳＯ ９００１（ＩＳＯ ９０００ー３） 

  ・ 用語関連（Quality- Vocabulary ) ：ＩＳＯ ８４０４ 

 国内においてもこうした動きに対応し、ソフトウエア開発維持に関する共通の枠組みを規

定しようという活 動が行われている。例えば、情報処理振興事業協会においては、「共通フ

レーム検討委員会」が設置され、昨年末に検討結果の報告を行っている。また契約その も

のについても、産業構造審議会において検討が行われ、昨年６月、「ソフトウエアの適正な

取引を目指して」のレポートが提出されている。またソフト品質に ついても、1993 年 11 月に

「日本品質システム審査登録認定協会」が日本における認定機関として認可されている。 

 なお、ＳＣ７の活動内容は以下のとおりである。括弧内は対応する国内委員会等を示す。 

 ◎ ＷＧ２ 
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  ソフトウエアドキュメンテーションの検討（ISO6592)。対応する JIS は X0126 であり、「応用

システムの文書化要領」の見直し中である（情報処理学会     企画調査会ＳＣ／ＷＧ２） 

 ◎ ＷＧ４ 

  ＣＡＳＥツールの評価選択プロセスについて検討中（情報処理学会企画調査会ＳＣ７／Ｗ

Ｇ６、ＳＣ７ ／ＷＧ１１） 

 ◎ ＷＧ６ 

    ソフトウエア製品の評価とメトリクス（ソフトウエア品質の定義、尺度等のガイドラインの検討）

（情報処理学会企画調査会ＳＣ７／ＷＧ６、日本規格協会情報技術標準化センタ（ＩＮＳＴＡ

Ｃ）で品質の定義のＪＩＳ化を実施中） 

 ◎ ＷＧ７ 

  ライフサイクルプロセスモデルのＤＩＳ化作業中（情報処理学会企画調査会ＳＣ７／ＷＧ７、

及び、通産省構造審議会「システム開発共通フレーム」）対応国内委員会等が２組織あり、２

元化の恐れがある。 

 ◎ ＷＧ８ 

      ライフサイクルプロセス（構成管理、品質保証等）について検討中 

 ◎ ＷＧ９ 

       ソフトウエアの分類について検討中。 

 ◎ ＷＧ10 

   ソフトウエアのプロセス評価方法について検討中。カーネーギーメロン大学のＳＥＩ等の手

法をベースとしたアセスメント手法評価基準の検討を実施中（日本規格協会情報技術標準

化センタ（ＩＮＳＴＡＣ）プロセス評価標準化委員会） 

 ◎ ＷＧ11 

  ＣＡＳＥツール間のデータ交換、リポジトリデータ蓄積を目的としたソフトウエアエンジニアリ

ング用データ記述について検討中（情報処理学会規格調査会ＳＣ７／ＷＧ11） 

（１）契約の基本的考え方 
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 我々ユーザー（発注者）にとっては「より良いものを、より安く、より早く」入手することが望み

であり、 それを保証してくれるのが契約である。そのためには、発注者の意図を正確に契約

相手先（受注者）に伝えること、発注金額や作業遂行に必要な期間等を正確に 見積ること

が必要である。 

 一方、受注者からみた場合は、受注作業内容が明確で、その作業遂行に必要な稼働が

正確に見積れること、 曖昧な作業が排除されていることが必要である。また、日本のソフトウ

エア契約については、建築や製造業関係のものを土台として発展しており、必ずしもソフ ト

ウエア開発・維持工程の実態を反映したものとなっていない。契約形態と作業の実態が一致

しておらず、過酷な条件で作業を強いられるのも散見される。 

 このように、契約は、それを締結する当事者双方にとってメリットとなるものであることが望ま

しい。一方 のみが利益を享受するものは好ましくなく、そうした契約を長続きさせることは困

難である。また、最近の国際化の潮流及び経営の透明化の観点からすれば、契 約の公平

性の確保が必要である。すなわち、発注先の選定の方法がオープンであること、発注者と受

注者が責任を分担したものであること、等である。 

 本項では、上記のような背景から、標準化活動そのものではなく、どのようなことを念頭に

置いて契約を行えばよいのかという観点から、要求仕様の作成方法、発注金額の見積り方

法について述べ、最後に産業構造審議会のレポートについて若干のコメントを述べる。 

（２）要求仕様の作成方法／変更方法 

 「ソフトウエアは、人間の頭の中にある概念を具現化して処理を行うもの」である。ソフトウエ

アを開発す る人が使う人１人である場合は何ら問題はないが、使う人が別の人であったり、

ソフトウエア作成を他者に頼る場合は、いかにその概念を正確に相手に伝えるか が大切で

あり、下記のようなことに留意が必要である。  

① エンドユーザーの要望を正確に仕様に反映 

 発注責任者と出来上がったソフトを使うユーザー（エンドユーザー）が異なることが、特に大

きな企業で見受けられる。こうした場合、往々にしてエンドユーザーの意図が受注者に正確

に伝わらないことに起因する下記のような問題が生じる危険がある。 

   ・ 曖昧な仕様の解釈がユーザーの意図したものと異なり、納入されたプログラムが使い

物にならない 

   ・ 開発工程の後になって仕様の変更が必要となり、完成遅延、開発費増大を招く 
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 このような、問題を避けるためには、発注時の仕様の確定なり、開発の過程において、エン

ドユーザーの参加を求め、仕様変更等について責任をもって対処することが両者の利益に

とっても大切である。 

② 仕様としての完成度が高いこと 

 上記に関連するが、受注側からすれば、曖昧な仕様を提示されたのでは、その業務遂行

にどれだけの作 業がかかるかわからず、かつ作業遂行途中での仕様変更による手戻りの

危険が極めて大きいということになる。そうした危険を許容して仕事を受注するために は、

最初から（水増しした）大きめの受注金額を提示するなどの自衛策を講じることが必要になる。

一方、ユーザーからすれば、大きな金額を請求されていると いう疑念が生じる。こうした相

互不信が今までの契約では根底に屡々あったように思われる。 

 こうした相互不信を解消するためには、ユーザー側も発注に先立ち明確な仕様を提示す

ることが必要である。自社のみで仕様を確定できない場合は、以下のような手当てを講じる

べきであろう。 

 ・ 受注側に仕様の確定を依頼する場合は、請負契約とは切り離して、相当の期間ＳＥ（シ

ステムエンジニ 

      アリング）契約で対応してもらう。 

  ・ 受注社とは別の外部の専門家を利用し仕様を確定してもらう。 

  また、受注側もプロトタイプなどを通して、製品の完成イメージを事前にユーザーに提示す

ることにより、ユーザーの理解を助け、開発の手戻りを軽減する努力を行うことが重要であろ

う。 

 仕様確定に至る過程で参考になるのは、米国政府機関（国防等は除いて）が一般的に利

用しているＲＦＰ（Request For Proposal）である（図４-５-１参照）。これは広告調達の一環とし

て組み込まれているが、考え方はいろんな場合に適用できる。 
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図４-５-１ 

 

（３）契約（開発）金額の見積り方法 

 ソフトウエアについては伝統的にドンブリ勘定的要素が強く、多少とも科学的手法に基づく

見積りが行われるようになってきたのは、ごく最近である。ソフトウエアの自動合成が叫ばれ

てから久しく、４ＧＬなどかなり高い生産性を期待できるものも環境として出てき ているが、作

業遂行にどれだけの人手がかかるかが契約金額決定の一番のファクタであることに変わりは

ない。 

    ① 発注作業の明確化 

  ソフトウエアの開発保守のライフサイクルは一般的に図４-５-２のように表される。見積りタ

イミングとその見積りの用途の一般的対応を併せて示す。 

 

 

図４-５-２ 
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発注作業の確定のためには、上記のうち、どの部分を発注するのか明確にすることの他に、

以下の事項を明確にして提示することが必要である。 

・ 企画、要求分析については、どちらの責任でどれほどの作業をやるのか（この部分は基本

的には発注側の責任部分であるが、システム改善提案などという名目で受注側が代行して

いるのも事実。経費について意識合わせが必要） 

・ 外部仕様条件 

・ 開発すべきプログラムが新規／改造／移植のいずれか。及び、プログラム構成条件 

・ 各工程でやる作業の内容は何か。特に試験工程では、他社製造の製品との連動動作確

認作業などが契約に含まれるのかなどは極めて大きな問題である。大規模な システム開発

においては、こうした連動試験は切り出しＳＥ契約等の別契約とするのが、無用の混乱を回

避するうえから好ましい。また、連絡調整ルールや分担 組織構成など開発体制を明示する

ことも必要である。 

・ 保守契約についてはいつまで保守を行う（依頼する）のか。その期間を明示する 

・ 生産物は何か。具体的には、請負契約に含めて納入すべきものとして、プログラムファイ

ルの他に何があるかを明らかにすることである（機能設計書、インタ フェース仕様書などの

ほかに、ユーザーマニュアル等を含むか否かの問題。最近では、この部分はプログラム開発

の請負契約と切り離して別契約とするのが増えてきている） 

    ② 開発規模の見積り 

 見積りの手法としては、「経験法則」「プロトタイピング」「分割予測法」「ファンクションポイン

ト法」などがある。 

 「経験法則」は、過去の類似データを参考として、見積者の経験と勘により開発規模を見

積る方法である。当然ながら、見積者のスキルに大きく依存する。本見積値は企画などの段

階では重宝であるが、実規模との差を抑えたい契約時の見積りとしてそのまま単独 で使う

のは、見積者がよほどスキルがないと差が大きくなる危険性がある。他の方法との併用を心

がけるべきであろう。 

 「プロトタイピング」による見積りは、製品の出来上がりのイメージを見るため一部の機能を

試験的に 実現する際、そのデータを基に全体の規模を見積ろうというものである。当然、障

害処理などを含めて実質処理を大きく省略しているので、適用としては企画段 階など開発

工程の初期に利用するのに適している。 

 「分割予測法」は、機能／モジュール等の分割を詳細に行い、その後、代表的なモジュー

ルのいくつか の部分を実際に開発してそれを積み上げ、全体の規模を予測する方法であ
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る。実際に開発する代わりに過去の類似のモジュールの実規模との比較を行い予測する こ

とも行われている（むしろこれが一般的）。 

 「ファンクションポイント（ＦＰ）法」は、プログラムとして実現する機能の難易度に応じて点数

をつ け、その点数に応じて経験則的に規模に換算しようというものであり、ソフトウエアの複

雑さ、機能の多さによりソフトウエアの規模を見積ろうというものであ る。このため、定式化さ

れた手法である、開発手法に依存しない（要求仕様から求めることができるため）、開発の初

期から適用できる、などの特徴を有する。 

 ＦＰ法は、A. J. Albrecht が考案したものであり、IEEE のチュートリアルの教材として活用さ

れてきた。ＦＰ法としては、ＩＦＰＵＧ法、ＳＰＲ法、ＪＩＳＡ法、 ＩＰＡ法、フィーチャポイント法、Ｍ

ａｒｋII ＦＰ法などがある。こうした様々な方法を統一化していこうという動きも活発化しており、

米国の ＩＦＰＵＧ（International Function Point User Group 、約 470 会員）や欧州のＥＦＰＵ

Ｇ（European Function Point User Group）が活動を行っている。日本では、ＪＩＳＡ、ＩＰＡ及び

ＣＯＳＤＥＳが適用可能性の検討を行っている。 

 ＦＰ法の適用分野としては、ビジネス分野のアプリケーションプログラムが主流であり、多く

の実績をあげている。ただ、ＯＳや通信プログラム（通信処理プログラム）などの分野への適

用では、見積り精度の面で改良が必要との声もある。 

〔参考〕 

・ファンクションポイント（ＦＰ）法の算定手順 

 手順１：機能ごとのデータ抽出 

            要求仕様書や機能仕様書からソフトウエアシステムを以下の５つの機能に分解し

て、それぞれの関係するデータを抽出する。 

              ・ 入力 

              ・ 出力 

              ・ 外部からの問い合わせに対する応答 

              ・ 外部データベースへの参照 

              ・ （自ソフトウエアシステム内）自己データベース維持 

 手順２：データに点数付け 

            データごとにあらかじめ決められた機能の豊富さに対応する点数をつけ、総計（Ｕ

ＦＰ）をとる。 
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            データに与えられる数値をファンクションポイント（ＦＰ）と呼ぶ。 

 手順３：システム特性の評価 

  システムの重要度、複雑さを大きく左右する、オンライン処理、分散処理、性能条件等、14

項目のシステム特性を５段階で評価し、その合計（ＡＶＦ）をとる。 

 手順４：総合点算出 

            次式により、最終的なファンクションポイント（ＦＦＰ）を算出する。 

            ＦＦＰ＝ＵＦＰ×（0.65＋0.01×ＡＶＦ） 

（４）業者選定 

 「より良いものを、より安く、より早く入手」するためには、信頼のおける業者をどう選ぶかが

ポイントに なる。特に、独自仕様に基づいたカスタムソフトウエアを発注しようとして信頼でき

る業者の心当たりがない場合、その問題は深刻である。ソフトウエアの場合 はハードウエア

と異なり、過去の実績がなくても、しっかりした製造ラインをもたなくても、極言すればどんなと

ころでも仕事ができるという面をもっており、どのような基準に基づいて業者の選定を行うか

がポイントになる。 

 選定のポイントは、「しっかりした開発技術を有する会社は良い製品を作成する」ということ

であり、開発方法、試験方法、ドキュメント作成方法などに、定式化された、系統だった開発

技術、管理方法を採用しているかにある。 

 よいソフトウエアを開発する技術を向上させる（したがって技術を計る）方法として注目され

ているのが、 ソフトウエアプロセスアセスメント（ＳＰＡ）である。ＳＰＡの代表的なものとして、

米国カーネギーメロン大学ソフトウエア工学研究所（ＣＭＵ－ＳＥＩ）の アセスメント手法があ

る。これは、ある評価項目に基づいて、どれほどユーザーニーズを効果的にプログラムに変

換する技術をそのプロジェクトが有するかを計 り、その結果に基づいて、さらにプロジェクト

の能力を高めるための施策を打つというものである。評価の観点（したがって高めるべき技

術）は、新技術／ツー ル、資源、標準化、品質保証、構成管理、見積り、スケジュール管理、

追跡／計測、組織化、教育など多岐にわたり、現在 85 の項目により５段階の能力レベル つ

けを行う。ＳＥＩ－ＳＰＡの評価はかなり厳格であり、能力判定を受験した企業の 90％以上が

一番初期的段階の（渾沌的マネジメント）レベルに位置づけら れている。本方式は米国政

府一部機関（ＤｏＤ等）でも活用されており、応札希望業者はＳＥＩ－ＳＰＡ受験が必要となっ

ている。 

（５）産業構造審議会のレポートに対する見解及び今後の対応 
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 通産省産業構造審議会情報産業部会では、昨年６月に「ソフトウェアの適正な取引を目指

して」と題して報 告書を発表し、契約問題と価格問題について、現状の問題を分析し今後

のソフトウエアのあるべき方向の提案を行っている。当委員会においても、ソフトウエア 開発

にかかわる問題の重要性を鑑み、数度にわたり委員間で意見を交換するとともに、オープン

フォーラムにおいて当該報告書の概要と当委員会の考え方を発表 し、会員の意見をうかが

った。以下、その中での意見を述べる。 

〔委員会での意見〕 

(1)   報告の主旨（特に今後目指すべき方向）には、本項でこれまで述べてきた方向とも一

致しており、大枠で賛成である。ただ、背景認識、詳細な記述レベルで補足なり修正も必要

である。 

(2) 機能ベースの市場価格決定の考え方は本来の方向ではあるが、パッケージソフトが普

及しておら ず、ベンダーとユーザーの作業分担が曖昧な現状では理想すぎる。まず、パッ

ケージソフトを普及させる方策などが大切であるが、そのためには安心してパッ ケージソフ

トを利用できる環境を整備することが必要である。 

   パッケージソフト普及のためには、ベンダーの一存による互換性のないバージョンアップ

等は慎むことが必要である。ユーザー協会としてもそうした問題情報を 積極的に収集公表

することがユーザー保護の上から大切である。またユーザー自身もカスタムソフト利用からパ

ッケージソフト利用への方向転換を急ぐべきであ る。 

(3) ユーザーがパッケージソフトに対して持つ疑念は、「品質の保証がない」「いつまで使え

るかわ からない（いつ突然供給停止になるか不安）」「開封契約が一方的すぎる（動くかどう

かは開封しないとわからない）」などにある。この不安が解消されない限 りは全幅の信頼を

パッケージソフトにおくことはできない。 

(4) 本報告の内容は、ユーザー側にもそれなりの技術的・組織的体力があって初めて達成

されるものが多い。中小企業では主旨には賛成であるが、そこまではなかなか対応できない

のが実情である。本報告をもって硬直した方向に行くことなく、柔軟な対策を打ってほしい。 

(5) コストプラス法ではソフトウエアの価値や品質・生産性の要素を価格に反映することは困

難といっているが、いろんな対策はある。あまりに市場価格誘導を追い詰めると、ユーザー

が欲している技術／機能でなく、いわば商売優先のマーケット論になる危険がある。 

〔フォーラムでの意見〕 

(1) メインフレーム系のソフトウエア開発を前提にしたレポートのように思える。すなわち、ユ

ー ザー側にしっかりした技術力があって初めて対応できることである。中小の企業にとって

は、何をやりたいか明確なものがない場合や、あってもそれをうまく表現できないケースが多
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い。その場合にはプロトタイプによる方法等が有効であるが、いずれにしても手戻りがある。

そうした状況を反映したものになっていることが必要。 

(2) 種々の業界のソフトウエア開発については、その業界独特の慣例や用語などがある。用

語の定義などをこうしたユーザーに強いるだけでは問題は解決しない。 

(3) 仕様確定へのエンドユーザーの参加は、発注側にとっても受注側にとっても有意義なこ

とである。ただし、それが強制となってはいけない。 
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終わりに 

 

 従来から標準化活動についてはいくつかの側面から論じられてきた。ソフトウエアの標準

化活動に批判的な代表例を上げると、以下のようになる。 

１）標準化活動は技術発展の足を引っ張るもの（時間がかかるし、標準ができるころは時代

遅れの技術となるという意見） 

２）標準化活動は特定のベンダーの製品を普及させるためのもの（帝国主義的に時代遅れ

となった製品を技術が遅れている国・地域へ押しつけるものであるという意見） 

３）役に立たないもの（標準のものを使ってもそれだけではシステムが構築できない、標準と

言いながらベンダーにより微妙に異なる、本当に必要な部分の標準化がなされないであまり

関係のない分野の標準化に力が注がれている、等という意見） 

 こうした意見は、一見、的を射たものにも見えるし、ユーザー側に立ったもののようにも見え

る。しかし、 よく考えてみると、ベンダーがユーザー囲い込みのために故意に強調宣伝した

ものであったり、ユーザー自身の無知による曲解も多い。例えば、オープン化と言 われても

（実際は相当コスト高になっている可能性もあるにもかかわらず、１ベンダーで済んでいるの

で）必要がないと考えているユーザーも案外多いのではな いかと思われる。 

 本部会では、標準化そのものの活動状況の調査ということではなく、標準化活動自体の意

義、ユーザー側か ら見た問題点（標準化活動自体に問題はないのか、抜けている事項は

ないか、等）、標準に準拠したものを採用したときの問題点（コスト高とならないか、性能 品

質上問題ないか、複雑すぎないか、等）などに関して、われわれ部会委員自身の問題認識

を深めながら検討を行ってきた。 

 本報告書を作成するに際しては、問題の所在を明らかにすること以外に、ユーザーから見

て本来あるべき姿 （ベンダー側の対応のあり方、ユーザーの対応のあり方双方）、ユーザー

の社内標準作成等にあたって留意すべき事項等についても触れるように配慮したつもり で

ある。個々の標準化項目ごとに置かれている状況が異なるため、記述内容が異なったり記

述の詳細さのレベルが合わないことや重複が多いことなど、読み難い 箇所も多々あるとは

思うが、ご容赦願いたい。本報告書が、日本情報システム・ユーザー協会会員をはじめとし

たユーザーの方々の製品調達やシステム化等の一 助となれば、われわれ部会委員の望外

の喜びである。 
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